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第１章 はじめに 

１ 国際的な人権尊重の流れ 

国際連合（以下「国連」という。）は、１９４８年（昭和２３年）に「世界人

権宣言1」を採択して以来、人権尊重の普遍的価値を掲げ、各種人権条約の採択

や関連機関の設置を通じて、国際社会における人権保障の枠組みを発展させて

きました。「国際人権規約2」「児童の権利に関する条約（こどもの権利条約）3」

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）4」

「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約）5」「障

害者の権利に関する条約（障害者権利条約）6」などが順次採択され、人権の保

障は多面的・包括的な広がりを見せています。 

人権教育のための世界計画 

とりわけ、１９９５年（平成７年）から２００４年（平成１６年）にかけて推

進された「人権教育のための国連１０年7」を契機に、人権意識の涵養と制度的

整備が世界的に加速しました。この取組は、２００５年（平成１７年）以降「人

権教育のための世界計画8」へと継承され、初等中等教育に焦点を当てた第１フ

ェーズ（２００５年（平成１７年）～２００９年（平成２１年））、高等教育や教

員等に焦点を当てた第２フェーズ（２０１０年（平成２２年）～２０１４年（平

成２６年））、ジャーナリスト等に焦点を当てた第３フェーズ（２０１５年（平成

２７年）～２０１９年（令和元年））、そして、若者を重点対象とする第４フェー

ズ（２０２０年（令和２年）～２０２４年（令和６年））と、５年ごとのフェー

ズを通じて人権教育の深化と定着を図っています。現在は、こどもと若者に対し、

持続可能な開発、平和、人権意識の醸成を教育・社会環境の両面から促進するこ

とに焦点を当てた第５フェーズ（２０２５年（令和７年）～２０２９年（令和１

１年））が展開されています。 

また、国連では「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）9」との連携も重視されて

おり、とりわけ目標４及び目標１６との関係において、人権教育・平和構築・非

暴力文化の普及が重要視されています。人権は開発や環境、平和といった幅広い

分野と結びつけられ、「持続可能な社会づくり」の核心的要素と位置付けられて

います。 

ビジネスと人権 

一方で、近年顕著となっているのが、企業活動と人権の関係に関する国際的要

請の高まりです。２０１１年（平成２３年）に国連人権理事会が全会一致で支持

した「ビジネスと人権に関する指導原則10」では、①国家による人権保護の義務、
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②企業による人権尊重の責任、③救済へのアクセスの保障という三本柱が提示

されました。この指導原則は、企業の規模、業種、所在地、所有形態にかかわら

ずすべての企業に適用される普遍的原則とされ、多国籍企業をはじめとするグ

ローバルビジネスの実践に深く関与しています。また、２０１１年（平成２３年）

のＯＥＣＤによる「多国籍企業行動指針11」の改訂や２０１７年（平成２９年）

のＩＬＯによる「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言12」改訂版に

も企業の人権尊重責任が反映されるなど、国際的な標準として広がりを見せて

います。 

近年は、企業が人権デュー・ディリジェンスを通じて自らの事業活動や取引先

における人権侵害リスクを特定・評価・防止・軽減し、苦情処理メカニズムを構

築することが国際標準として求められています。こうした枠組みは、企業の規模

や業種を問わず、すべての主体において人権尊重が経営の基本として根付くこ

とを目的としています。 

「複合差別」の問題 

さらに、国際人権諸条約の審査において、差別を受けやすい特定の属性が重複

し、複合的あるいは加重的な差別を受ける「複合差別」の問題が指摘されていま

す。たとえば、「外国籍で女性」「障がいがあるＬＧＢＴ等の性的少数者」など、

個人に複数の属性が重複することにより、差別や排除の深刻さが増し、適切な救

済にたどり着けない事態も懸念されています。こうした視点を踏まえた人権教

育・啓発が求められており、多様性の理解と包摂を軸とした社会環境の整備が、

国内外で共通の課題となっています。 

 

２ 国内の動向 

我が国では、基本的人権の尊重を基本原理とする日本国憲法の下、人権に関す

る諸制度の整備や施策の推進が進められてきました。これは国内法に加え、我が

国が締結している人権諸条約などの国際準則にも則って行われています。特に、

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（人権教育・啓発推進法）13」は、

人権尊重の理念普及や人権侵害の現状などを踏まえ、国、地方公共団体、国民の

責務を定めています。同法に基づき、国は基本計画を策定し、地方公共団体も地

域の実情を踏まえた施策を策定・実施する責務を負っています。２０２５年（令

和７年）６月には、「人権教育・啓発に関する基本計画14（第二次）」（以下「第

二次基本計画」という。）が策定されました。 

人権意識の変化 

近年、国内の人権意識には変化が見られます。内閣府が実施する「人権擁護に
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関する世論調査」によると、基本的人権が憲法で保障されていると知っていると

回答した割合は、２００３年（平成１５年）に公表された調査結果では回答者全

体で８０．０％となっていましたが、２０２２年（令和４年）に公表された世論

調査では８５．６％まで増加しており、基本的人権に関する認知度は向上してい

るということができます。一方で、人権侵害が増えていると感じる国民の割合も、

上記調査で３６．２％から３８．９％と増加していることが示されており、これ

は人権意識の高まりにより、従前から存在した人権課題が顕在化したことが原

因の一つと考えられています。 

社会経済情勢の変化に伴い、人権課題は複雑化・多様化し、新たな課題も顕在

化しています。特に全般的な動向に影響を与えている要因として、国の第二次基

本計画では、情報化の進展とインターネット上の人権侵害、そして国際化の進展

と外国人住民の増加が挙げられています。 

情報化の進展とインターネット上の人権侵害 

ＳＮＳ15やスマートフォンの普及により、誰もが瞬時に情報を発信できる社会

となりました。これに伴い、インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害な

どの人権侵害が深刻化しています。政府は、２０２５年（令和７年）に「特定電

気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

（情報流通プラットフォーム対処法）16」を施行し、発信者情報の開示手続の簡

素化やプラットフォーム事業者への対応強化を図りました。相談体制や啓発活

動も拡充されていますが、被害件数は依然高止まりのままです。加害行為は、匿

名性や正義感、広告収入目的など多様な動機で行われており、全世代を対象にし

た「責任ある情報発信」に関する教育・啓発が重要です。事業者による人工知能

（ＡＩ）17等を活用した自主的な投稿削除の取組も進んでおり、今後もその推進

が求められています。 

国際化の進展と外国人の人権 

社会の国際化も進展しており、２０２５年（令和７年）６月末時点で、我が国

の在留外国人数は３９５万６，６１９人に達し、過去最高を記録しました。政府

は２０２２年（令和４年）に「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ
18」を策定し、「外国人を含め、すべての人が尊厳と人権を尊重し、差別や偏見

なく暮らせる社会」の実現を目指しています。国際化は都市部に限らず全国で進

展しており、文化的背景の違いや無理解に起因する偏見・差別が依然として存在

しています。そのため、多様性の尊重や共生の意義について理解を深めることが

求められています。 

少子高齢化の進行 

平均寿命の大幅な延伸や少子化等を背景として、６５歳以上の割合が人口の
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２１％を超える超高齢社会を迎えており、「人生１００年時代19」といわれる現

代において、超高齢社会への対応は喫緊の課題となっています。身体的・経済的

虐待等の人権侵害の被害から高齢者を守るという側面の取組は継続していくこ

とが必要ですが、加えて、年齢にかかわりなく希望に応じて働くことができる環

境の整備、社会参加や生きがいづくりの促進など、高齢者が年齢にかかわらずい

きいきとした人生を送ることができるよう支援することが重要となっています。 

我が国固有の人権問題 

新たな課題が顕在化する一方、部落差別（同和問題）のような我が国固有の重

大な人権問題も、依然としてその解消が重要な課題です。歴史的な経緯から生じ

たこの問題は、「同和対策事業特別措置法（同対法）20」に基づいて様々な施策

を講じた結果、劣悪な生活環境が差別を再生産するような状況は大きく改善さ

れ、また、差別意識解消に向けた教育や啓発も推進される一方で、情報化の進展

等に伴い、部落差別（同和問題）に関する状況が大きく変化しています。これに

対応するため、２０１６年（平成２８年）には「部落差別の解消の推進に関する

法律（部落差別解消推進法）21」が施行され、差別のない社会の実現に向け、教

育・啓発、相談体制の充実、インターネット上のモニタリングや削除要請等の対

策が推進されています。身元調査による個人情報侵害も引き続き課題であり、本

人通知制度の周知などが図られています。 

 

３ 京都府の動向 

京都府においては、１９９９年（平成１１年）３月に「人権教育のための国連

１０年京都府行動計画22」が策定され、人権教育・啓発のための様々な取組が展

開されてきました。また、２００５年（平成１７年）１月には、「人権教育・啓

発推進法」に基づき、「新京都府人権教育・啓発推進計画23」が策定され、京都

府の人権教育・啓発に関する施策が総合的かつ計画的に推進されてきました。 

諸機関との連携 

世界人権宣言採択から７５周年にあたる２０２３年（令和５年）１２月９日に

は、すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指す決意を新たにするため、

京都府知事・京都市長・京都地方法務局長・世界人権問題研究センター理事長の

４者による「世界人権宣言７５周年京都アピール24」が発表されるなど、国や研

究機関などの諸機関との連携を踏まえ、より一層効果的な人権教育・啓発となる

よう取組が進められています。 

京都府人権教育・啓発推進計画の策定 

２０１６年（平成２８年）１月には、これまでの成果や課題を踏まえ、多様化・
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複雑化する人権問題に対し、引き続き積極的で効果的な取組を推進していくた

め、「新京都府人権教育・啓発推進計画」を改定し、「京都府人権教育・啓発推進

計画（第２次）」が策定されました。 

２０２１年（令和３年）３月には、新型コロナウイルス感染症の拡大により、

憶測によるデマや誤った情報の拡散、組織や個人への誹謗中傷、インターネット

上での心ない書き込みなど、様々な事象が社会問題化する中、感染者や医療従事

者等に対する差別に対応するため、また、計画策定以降の法令の変更等を踏まえ、

計画の見直しが行われました。 

２０２６年（令和８年）３月、「京都府人権教育・啓発推進計画（第２次）」は、

後述の「京都府人権尊重の共生社会づくり条例25」の施行を受け、新たに「京都

府人権尊重の共生社会づくり施策推進計画26」として策定されました（予定）。

この計画では、「人権尊重の共生社会づくり施策を推進することにより、人権と

いう普遍的な文化を京都府において構築」するという、「共生」の考えが目標に

おいて強調されています。また、横断的な課題として「インターネット社会にお

ける人権の尊重」、個別の課題として「性的指向及びジェンダーアイデンティテ

ィ」が位置付けられるなど、今日の社会情勢に応じた更新が行われています。 

京都府人権尊重の共生社会づくり条例の施行 

２０２５年（令和７年）４月には、府民一人ひとりの尊厳と人権が共に尊重さ

れ、すべての府民が、地域等の社会において「守られている」「包み込まれてい

る」等といった社会からの温かさを感じることができるようにするとともに、誰

もが主体的に社会に参画し、自らの可能性を伸ばすことができる人権尊重の共

生社会づくりに資するため、人権教育及び人権啓発並びに相談体制の整備に関

する施策の策定及び実施等について定めた「京都府人権尊重の共生社会づくり

条例」が施行されました。 

 

４ 京田辺市の人権教育・啓発に係る取組状況 

京田辺市のこれまでの取組 

京田辺市においては、２００１年（平成１３年）７月に、基本的指針として「人

権教育のための国連１０年京田辺市行動計画27」（以下「京田辺市行動計画」と

いう。）を策定しました。また、２００６年（平成１８年）に京田辺市行動計画

を継承・発展させた「京田辺市人権教育・啓発推進計画」を、２０１６年（平成

２８年）に「第２次京田辺市人権教育・啓発推進計画」を、２０２１年（令和３

年）３月に「第２次京田辺市人権教育・啓発推進計画（改訂版）」を策定し、人

権教育・啓発推進に係る基本指針として、部落差別（同和問題）など様々な人権

問題について、総合的かつ計画的に施策を進めてきました。また、教職員・社会
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教育関係者、保健福祉関係者等を「人権に関係する職業従事者」と位置付け、研

修等を計画的に実施してきました。 

一方、２００８年（平成２０年）４月には、関係機関等と連携した効果的な啓

発等を推進するために、山城地域の市町村と民間団体、企業により、「山城人権

ネットワーク推進協議会（ひゅうまんねっとやましろ）28」が設立され、関係部

局などが緊密な連携を図りながら、広域的な人権啓発ネットワークを構築して

きました。 

その後、２０１６年（平成２８年）には、「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律（障害者差別解消法）29」、「本邦外出身者に対する不当な差別的

言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）30」、「部

落差別解消推進法」のいわゆる人権三法が施行され、また、近年ではいわゆるＬ

ＧＢＴ等の性的少数者の人権問題が社会的にクローズアップされる中、これら

個別の人権問題への取組を強化しました。 

また、新型コロナウイルス感染症に関する、感染者や医療従事者等に対する人

権問題が全国的に見受けられたことから、感染者や医療従事者等に対する差別

や偏見等をなくす取組を進めてきました。 

市民意識調査の結果 

京田辺市では、２０２４年度（令和６年度）に「第２次京田辺市人権教育・啓

発推進計画」が目標年度を迎えることから、新たな時代の要請に対応する新しい

人権教育・啓発推進計画を策定するための基礎資料とすべく、２０２５年（令和

７年）１月に、市民意識調査を実施いたしました。 

本調査においては、全体の３５．２％が京田辺市民一人ひとりの人権意識は

「高くなっていると思う」（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）

と回答しているほか、人権が尊重された豊かな社会になっているかという質問

についても、全体の３３．４％が肯定的な回答（「そう思う」と「どちらかとい

えばそう思う」の合計）をしています。 

なお、同時期に京都府が実施した調査結果と比較すると、人権意識が高くなっ

ているかという質問の肯定的な回答（「そう思う」と「どちらかといえばそう思

う」の合計、３５．２％）において、京都府の４８．７％を下回る状況となって

います。一方で、人権が尊重された豊かな社会になっているかという質問に対す

る否定的な回答（「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計）

において、京都府の１６．８％に対して本市は９．１％で、比較的低い値となっ

ています。市民一人ひとりの人権意識を高めていくという点では課題も残りま

すが、京都府内でも比較的人権が尊重された豊かなまちとして、これまでの取組

が一定の成果を結んでいることがうかがえます。 

一方で、過去５年間で人権侵害の経験があるかという質問では、全体の１２．
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８％があると回答していることから、現在も地域の中で人権問題が発生してい

るのだという認識のもと、引き続き人権教育・啓発を推進していく必要がありま

す。 

 

 

図表１｜市民（府民）一人ひとりの人権意識は、１０年前と比べて高くなっていると思

いますか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

京都府の数値は、「京都府人権教育・啓発推進計画に関する府民調査」から（２０２４年（令和６年）１１月実施） 

 

図表２｜京田辺市（京都府）は、人権が尊重された豊かな社会になっていると思います

か 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

京都府の数値は、「京都府人権教育・啓発推進計画に関する府民調査」から（２０２４年（令和６年）１１月実施） 
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図表３｜あなたは、過去５年間に自分の人権を侵害されたと感じたことがありますか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 
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第２章 計画の基本理念 

１ 計画策定の趣旨 

人権とは、すべての人が生まれながらに持ち、誰からも侵されることのない基

本的な権利であり、人間の尊厳に基づく普遍的な価値として位置付けられてい

ます。日本国憲法では、基本的人権の尊重が国の基本原理として明記されており、

「人権教育・啓発推進法」等に基づき、国や地方自治体が責務を分担しながら、

人権の尊重に関する施策が推進されてきました。 

京田辺市では、第４次京田辺市総合計画の基本方向の一つである「安全で心安

らぐ優しいまち」の実現に向け、人権教育・啓発の推進と人権擁護体制の整備を

進めてまいりました。特に、「京田辺市人権教育・啓発推進計画」においては、

市民一人ひとりが生命の尊さや多様な価値観の尊重、他者との共生といった人

権尊重の理念に対する理解を深めることができるよう積極的に推進してきまし

た。 

こうした取組の積み重ねにより、市民の人権意識は着実に高まりを見せてお

りますが、依然として、部落差別（同和問題）をはじめ、外国人への偏見や差別、

配偶者やパートナーからの暴力、こどもや高齢者、障がいのある方への虐待、Ｌ

ＧＢＴ等の性的少数者への偏見など、多くの人権課題が残されています。 

さらに、近年、社会経済情勢は大きく変化しており、少子高齢化、情報化、国

際化、経済格差の拡大化といった構造的課題が進行する中で、人権問題は一層多

様化・複雑化しています。特に、インターネットやＳＮＳの普及による誹謗中傷

や差別的表現など、インターネット上の人権侵害が深刻化しており、新たな対策

の必要性が高まっています。また、コロナ禍においては、感染者や医療従事者に

対する差別的対応や誤情報の拡散も社会問題となりました。 

国においては、「人権教育・啓発推進法」に基づき、「人権教育・啓発に関する

基本計画（第二次）」が示されるなど、社会情勢を反映した人権施策の強化が図

られています。さらに、いわゆる人権三法をはじめ、「性的指向及びジェンダー

アイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（ＬＧＢＴ

理解増進法）31」、「こども基本法32」、「共生社会の実現を推進するための認知症

基本法（認知症基本法）33」、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女

性支援新法）34」に加え、インターネット上での人権侵害に対応するための「情

報流通プラットフォーム対処法」など、新たな人権課題に対応する法制度の整備

も進んでいます。 

こうした状況を踏まえ、本市においても、これまで「第２次京田辺市人権・啓

発推進計画」のもとで培ってきた人権施策を継承しつつ、成果と課題を整理し、
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変化する社会に対応した取組を発展させる必要があります。 

そのため、本市では、すべての人の人権が尊重され、多様な価値観を認め合い

ながら、共に生きていける平和で豊かな社会の構築を目指して、引き続き人権教

育・啓発を総合的かつ計画的に推進していくために、新しい社会動向を踏まえた

「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」を策定することとしました。 
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２ 計画の目標 

 

 

 

 

 

 

人権という普遍的文化が構築された社会とは、人権尊重を日常生活の習慣と

して身に付け、実践できるという意識が社会全体及び日常生活の隅々にまで浸

透した人権感覚の豊かな社会であると考えています。 

この目標の実現に向けた基本的な考え方は、次のとおりです。 

 

一人ひとりの生命と尊厳が守られ、 

個人として等しく尊重されること 

社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障がい等により不当に差別され

ることなく、一人ひとりが、かけがえのない存在として尊重され、自分と同様に

ほかの人もまた、かけがえのない存在として尊重される社会であることが必要

です。 

 

一人ひとりが能力を発揮し、幸福を追求できること 

人権とは何よりも、自己実現と幸福追求のための権利であり、一人ひとりが社

会に参画し、その努力によって自らの可能性を伸ばし、将来を切り開いていくこ

とができる社会であることが必要です。 

 

一人ひとりの個性の違いや多様性を認め、 

お互いを尊重し、つながり支え合うこと 

一人ひとりがお互いの個性や価値観の違いを認め合い、誰もがいきいきと地

域で生活できる共生社会の実現のために、人と人とがつながり支え合うことが

必要です。 

 

  

「第２次京田辺市人権教育・啓発推進計画」の取組を継承・発展させ、 

すべての人々が、あらゆる機会に人権教育・啓発に参加することにより、 

人権という普遍的文化を、京田辺市において構築すること 
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３ 人権教育・啓発推進の視点 

この計画における人権教育・啓発は、人権意識の高揚を図るために実施してき

た京田辺市における同和教育や啓発活動、並びに「第２次京田辺市人権教育・啓

発推進計画」の取組の成果も踏まえ、次の点に留意して推進します。 

 

一人ひとりを大切にし、その可能性を伸ばす 

人権教育・啓発 

一人ひとりが社会に参画し、自己決定や自己実現を尊重できる環境を整え、将

来を切り開いていく力を伸ばすための取組や、自分を大切にすることと同じく、

他人も大切にすることができるよう、一人ひとりを大切にした取組を推進しま

す。 

 

共生社会の実現に向けた人権教育・啓発 

一人ひとりの人権を守るためには、人と人とがつながり支え合うことが大切

であり、お互いの個性や価値観の違いを認め合う相互理解と寛容のもとで、いき

いきと生活できる地域となるような共生社会の実現を目指す取組を推進します。 

 

生涯学習としての人権教育・啓発 

市民がそれぞれの状況に応じて、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを

体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法を取り入れること

などにより、生涯のあらゆる機会を通じて人権について学ぶことができるよう

取組を推進します。 

 

自分のこととして考える人権教育・啓発 

人権が市民一人ひとりの生活と深くかかわり、自分自身の課題としてとらえ

るべきものであるという認識を深め、地域、職場等で身近な人権問題の解決に向

けて実践できる態度や技能を身に付けることができるよう取組を推進します。 

 

また、これまではぐくまれてきた伝統や文化等については、様々な生活の知恵

などとして伝えていきたいものも多くあります。一方で、私たちがこれまで当然

のこととして受け入れてきた風習や世間体などの身近な問題についても､人権

尊重の視点からとらえ直すことも重要です。  
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４ 計画の全体構成 
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５ 計画の性格と期間 

（１）計画の性格 

この計画は、「人権教育・啓発推進法」に基づき、京田辺市が実施する人権教

育・啓発の推進に関する基本方針を明らかにし、施策の方向性を示すとともに、

京田辺市における最上位計画である「第４次京田辺市総合計画」をはじめ、京都

府が策定する「京都府人権尊重の共生社会づくり施策推進計画」の内容を踏まえ

た計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
第３次京田辺市 

人権教育・啓発推進計画 
関連計画 

第４次京田辺市総合計画 

個別計画 個別計画 

連携 

国 
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

（人権教育・啓発推進法） 

京都府 京都府人権尊重の共生社会づくり施策推進計画 
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（２）本計画で用いる「人権教育・啓発」について 

国連の「人権教育のための世界計画」の行動計画においては、人権教育の定義

について「人権という普遍的文化を構築するために行うあらゆる学習、教育、研

修及び情報に関する取組」としており、本計画で用いる「人権教育・啓発」も同

様の意味として用いています。 

一般的に「教育」「啓発」といっても、使われる場面によって重なり合う部分

があり、明確に区分されるものではありませんが、効果的な方策を各実施主体に

提案する実践的な観点から、必要に応じ人権教育と人権啓発を使い分ける場合

があります。 

その場合、人権教育とは、「人権尊重の精神が自然と身に付くことを目的とす

る教育活動」をいい、人権啓発とは、「市民の間に人権尊重の理念を普及させ、

及びそれに対する市民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動

（人権教育を除く。）」をいいます。 

（３）計画の期間 

本計画の期間は、２０２６年度（令和８年度）から２０３５年度（令和１７年

度）までの１０年間とします。なお、本計画期間中において、効果的に実現する

よう進捗状況を管理するとともに、社会情勢の変化等により、必要に応じ計画の

見直しを行うなど弾力的な対応を図ります。  
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第３章 人権問題の現状等（分野別施策の推進） 

人権とは、「人間の尊厳」に基づく、すべての人が等しく有する固有の権利で

あり、個人の生存と自由、幸福の実現に欠かすことができないものです。日本国

憲法をはじめとする国内外の法制度は、基本的人権の保障をその核心に据え、国

民の権利として明確に位置付けています。しかし、現実的には、差別や偏見、い

じめ、虐待、プライバシー侵害など、多様な形で人権問題が存在しています。 

近年では、社会経済の急激な変化に加え、国際化や情報化、少子高齢化といっ

た要因が人権問題の複雑化・重層化を招き、新たな人権課題の顕在化にもつなが

っています。特にインターネットの普及は、利便性の向上とともに、誹謗中傷や

差別的言動により深刻な人権侵害を助長し、デマやフェイクなどの誤った情報

による社会の分断や人間関係の断絶を生み出すリスクを高めています。 

このような状況に対応するには、市民一人ひとりが人権尊重の理念に関する

理解を深めることによって、自分の人権とともに他人の人権を守るという意識

を身に付け、社会的に弱い立場に置かれた当事者が、差別・排除の対象とされる

ことなく社会参加していくという視点と、当事者が自身の権利を学び、権利の実

現を要求する力を高めていくという視点が重要です。 

そのためには、社会に存在する様々な人権問題の実態や原因について正しく

把握・理解するとともに、こうした問題が実際には複合した要因により発生し、

重層化・複雑化している可能性があることを考慮に入れて、あらゆる場や機会を

通して、解決に向けた展望をしっかりと持って総合的に取り組むことが必要で

す。 

また、誰もが安心して暮らせる仕組みやまちづくりなどの取組により、ユニバ

ーサルデザイン35（誰もが使いやすい設計）の考え方を実現し、一人ひとりが自

立でき、支え合える社会に向けた施策の一層の推進を図る必要があります。 

さらに、近年では感染症に対する差別や誹謗中傷、外国人へのヘイトスピーチ
36など、社会的に弱い立場に置かれやすい人々への攻撃的言動が問題となってい

ます。市民に対しては、正確な情報に基づく冷静な行動を促し、他者の背景や事

情を理解する姿勢をはぐくむ必要があります。 

なお、本章では、以前から取組を推進している課題に加え、「様々な人権問題」

や「社会情勢の変化等により顕在化している人権にかかわる課題」として、多様

な問題を整理して記載しています。市民一人ひとりが豊かな人権意識を持ち、他

者の人権を尊重しながら共に生きる社会の実現に向け、人権教育・啓発はその基

盤を形成する不可欠な取組であり、継続的かつ総合的な推進が強く求められま

す。 
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「分野別施策の推進」の体系図 
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１ 部落差別（同和問題） 

【これまでの取組】 

１９６５年（昭和４０年）に国の諮問機関が提出した「同和対策審議会答申37」

は、部落差別（同和問題）は日本国憲法によって保障された基本的人権、すなわ

ち人間の自由と平等に関する問題であり、その早急な解決こそ国の責務である

と同時に国民的課題であるという認識を示し、特に同和地区住民に就職と教育

の機会均等を保障することを求めています。 

京田辺市では、この答申の精神を踏まえ、１９６９年（昭和４４年）の「同対

法」の施行以来、国や京都府とも連携しながら、３３年間にわたって３つの特別

法による対策事業を実施してきました。 

同和教育についても、戦後間もない時期に始まり、１９５２年（昭和２７年）

には「同和教育基本方針（試案）」が、１９６３年（昭和３８年）には「同和教

育の基本方針」が、それぞれ京都府教育委員会において策定され、それを基本に

部落差別（同和問題）の解決を目指す教育を推進してきました。 

こうした部落差別（同和問題）にかかわる実態的差別、心理的差別の解消を

目指した総合的な施策が展開された結果、生活環境の改善をはじめとする物的

な基盤整備は概ね完了し、様々な面で存在していた格差が大きく改善されるな

ど、「同対法」による対策は、概ねその目的を達成できる状況になったことか

ら、２００２年（平成１４年）３月末日をもって終了し、就労、教育等の残さ

れた課題については、現行制度を的確に運用することにより対応することとな

りました。 

その後、２０１６年（平成２８年）１２月に、「部落差別解消推進法」が施

行され、部落差別（同和問題）の解消に関する施策を講ずることが国及び地方

公共団体の責務として明記されるとともに、相談体制の充実と教育及び啓発の

実施、国民の理解増進を図るよう努めるものと規定され、同法第６条に基づき

国において一般国民に対する部落差別（同和問題）の実態に関する調査が行わ

れました。これに基づき、２０１８年（平成３０年）から２０１９年（令和元

年）にかけて部落差別（同和問題）の実態調査が実施され、差別が依然として

社会に存在している実態が明らかになりました。 

また、近年では、情報化の進展により、インターネット上における差別的書き

込みが増加し、部落差別（同和問題）も新たな形で顕在化しています。本市では、

インターネットによる差別情報の摘示など、差別事象が発生した場合は、法務局

や京都府と連携しプロバイダ等への削除要請を行っているところです。 
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【現状と課題】 

被差別部落（旧同和地区）出身者に対する差別意識や偏見については、多様な

意識レベルが存在しているものの、全体としては解消に向けて一定の前進が見

られます。市民意識調査においても、被差別部落（旧同和地区）出身者の人権が

「尊重されている」（「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計）

との回答が約４割を占め、京田辺市の人権教育・啓発の成果として、一定の理解

の進展がうかがえます。 

一方で、結婚の場面において「差別がある」（「明らかにある」と「どちらかと

いえばある」の合計）と感じている市民が約４割、被差別部落（旧同和地区）に

ある物件の購入などに対して「避けると思う」（「避けると思う」と「どちらかと

いえば避けると思う」の合計）と感じている市民も約４割にのぼるなど、日常生

活の中でなお差別的意識が根強く残っている実態も明らかとなっています。年

齢別では、２０歳代以下の若年層においては「避けると思う」（「避けると思う」

と「どちらかといえば避けると思う」の合計）との回答が相対的に低く、これは

学校教育における人権学習の成果や、否定的な認識の継承が抑制された結果で

ある可能性が示唆されます。 

しかしながら、若年層がインターネットを通じて部落差別に触れる機会が多

いことにも留意する必要があります。特にインターネット上では悪質な差別的

情報の流布や偏見を助長する書き込みが後を絶たず、潜在的な差別意識と連動

して顕在化する可能性が懸念されます。 

就労面においては、経済社会活動が正常化に向かう中で、求人が底堅く推移し、

改善の動きが見られますが、被差別部落（旧同和地区）出身者の就労機会の確保

も引き続き重要な課題です。 

教育の分野では、教育の機会均等を実質的に保障し、豊かな人権意識をはぐく

む観点から、児童生徒一人ひとりの状況に応じたきめ細かな指導が求められて

います。特に、家庭や地域における世代間の対話を通じ、無意識の偏見を見直す

文化を醸成し、差別を再生産しない社会を築いていくことが求められます。 

今後も、差別意識や偏見の解消に向けた教育・啓発、被差別部落（旧同和地区）

内外の交流を促進する取組を継続・強化するとともに、情報リテラシー教育の充

実や相談支援体制の整備、多層的な啓発活動を通じて、共生社会の実現に向けた

歩みを着実に進めていく必要があります。 
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図表４｜あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

 

図表５｜あなたは、次のことについて、現在、部落差別（同和問題）があると思います

か 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

  

11.4 29.3 10.3 2.9 42.4 3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①被差別部落（旧同和地区）

出身者の人権

全体（n=825）

尊重されている ある程度尊重されている

あまり尊重されていない 尊重されていない

わからない 不明・無回答

2.5 

2.9 

6.8 

4.7 

8.8 

15.3 

13.6 

31.3 

17.0 

19.4 

30.8 

24.7 

15.6 

19.8 

15.3 

19.5 

14.4 

8.2 

14.1 

9.3 

28.6 

40.8 

34.8 

41.0 

43.6 

3.3 

3.5 

3.3 

3.5 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①日常の交流や交際

②就職について

③結婚について

④引っ越しや住宅の購入等に

際して

⑤インターネットを介した

差別的な情報の拡散

全体（n=825）

明らかにある どちらかといえばある ほとんどない

ない わからない 不明・無回答
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図表６｜家を購入したりマンションを借りたりするなど、あなたが住宅を選ぶ際に、価

格等が希望にあっていても、次のような条件の物件の場合、あなたはどうすると思いま

すか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

 

図表７｜家を購入したりマンションを借りたりするなど、あなたが住宅を選ぶ際に、価

格等が希望にあっていても、次のような条件の物件の場合、あなたはどうすると思いま

すか（年齢別） 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

  

20.4 

12.6 

24.0 

17.8 

28.7 

28.8 

10.8 

17.1 

14.3 

21.3 

1.8 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

③被差別部落（旧同和地区）に

物件がある

④被差別部落（旧同和地区）の地域

外であるが、被差別部落（旧同和地

区）と同じ小学校区に物件がある

全体（n=825）

避けると思う どちらかといえば避けると思う

どちらともいえない どちらかといえば避けないと思う

避けないと思う 不明・無回答

③被差別部落
（旧同和地区）
に物件がある

④被差別部落
（旧同和地区）
の地域外である
が、被差別部落
（旧同和地区）と
同じ小学校区に
物件がある

％ ％

825 44.4 30.4

18・19歳 15 33.3 13.4

20～29歳 74 43.3 36.5

30～39歳 132 53.0 39.4

40～49歳 137 43.8 28.4

50～59歳 181 42.5 28.7

60～69歳 138 44.9 25.3

70歳以上 137 40.2 29.2

※『避けると思う（「避けると思う」と「どちらかといえば避けると思う」の合計）』のみ掲載

n

全体

年齢
10歳階級
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【施策の方向】 

①人権尊重の視点からの効果的な教育・啓発活動の推進 

○部落差別（同和問題）の解決のためには、人権教育・啓発を推進することが

大切であり、こどもが自立的に社会に参画できるよう一人ひとりを大切に

した教育を行うとともに、部落差別（同和問題）に対する正しい理解と認識

を深めることによって差別意識や偏見を解消することができるよう、学校、

家庭、地域社会等における人権教育・啓発の充実を図ります。 

○部落差別（同和問題）の解決に向けては、差別的言動や不当な取扱いが依然

として見られる中、近年深刻化するインターネット上の差別的情報への対

応が重要です。そのため、責任ある情報利用を学ぶ情報リテラシー教育を充

実させるとともに、モニタリングなどを通じて差別情報へ迅速に対応し、必

要に応じてプロバイダ等へ削除要請を行います。また、こどもから高齢者ま

で幅広い世代を対象とした啓発活動を一層強化し、差別のない共生社会の

実現に取り組みます。 

②現行制度の的確な運用と関連施設の活用による取組の推進 

○今後も、部落差別（同和問題）の解決に向けた取組については、１９９６年

（平成８年）の国の地域改善対策協議会38の意見具申が示した「①同和問題

は解決に向けて進んでいるものの、依然として我が国における重要な課題

であると言わざるを得ないこと、②同和問題など様々な人権問題を解決す

るよう努力することは、我が国の国際的な責務であること、③同和問題の解

決は、国の責務であると同時に国民的課題であること、④同和問題は過去の

課題ではなく、人権にかかわるあらゆる問題の解決につなげていくという、

広がりを持った現実の課題であること」という基本認識の下、人権問題の重

要な柱として、早期の解決を目指し、就労・教育等の残された課題の解決に

向けて、これまで展開してきた取組の成果・手法への評価や各種研究の成果

を踏まえ、現行制度を的確に運用して取組を推進します。 

○「部落差別解消推進法」第１条に規定されている「現在もなお部落差別は存

在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生

じている」ことを踏まえ、国や京都府との適切な役割分担のもと、必要な教

育及び啓発、相談体制の充実に努めるとともに、部落差別（同和問題）解決

のため、第一線の機関としてこれまで重要な役割を担ってきた施設を、今後

も周辺地域を含めた地域社会の中で、福祉の向上や人権教育・啓発、住民交

流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして幅広く活用すること

が重要であり、京都府とも十分連携を図りながら、生活上の各種相談事業な

どを通じて地域のニーズを的確に把握した上で、必要な施策を適切に実施
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するなど課題解決に向けた取組を推進します。  
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２ 女性の人権問題 

【これまでの取組】 

女性の人権に関する課題は、長年にわたる国際的・国内的な取組を通じて社会

的関心が高まり、制度整備も進展してきました。１９７５年（昭和５０年）の国

際婦人年39を契機に、１９７７年（昭和５２年）の「国内行動計画」の策定、１

９８５年（昭和６０年）の「女子差別撤廃条約」の批准、１９８６年（昭和６１

年）の「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（男女雇用機会均等法）40」の施行などを通じて、法制度面での基盤が築かれま

した。また、１９９９年（平成１１年）には「男女共同参画社会基本法」41が施

行され、男女の人権を尊重し、その能力と個性が十分に発揮される社会の実現が、

我が国の最重要課題と位置付けられました。 

近年では、２０１９年（令和元年）に「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（女性活躍推進法）42」等の一部改正により、セクシュアル・ハラス

メント43や妊娠・出産・育児に関するハラスメントに対応した法整備が進められ、

国・事業主・労働者それぞれの責務が明確化されました。さらに、２０２４年（令

和６年）４月には「女性支援新法」が施行され、複合的な困難を抱える女性に対

する包括的な支援体制の整備が進められています。これにより、性暴力や配偶者

からの暴力、経済的困難、社会的孤立などの課題に対応した支援の仕組みが強化

され、女性の人権擁護が制度面から支えられるようになりました。 

国は、「女性の人権を守ろう」を啓発活動強調事項の一つとして掲げ、法務省

をはじめとする各府省が連携して、学校教育におけるジェンダー平等教育の充

実、性犯罪・性暴力の防止と被害者支援、ＳＮＳやメディアを活用した広報啓発、

相談窓口体制の整備などを推進しています。特に、「みんなの人権１１０番」や

「ワンストップ支援センター」、２４時間対応のＤＶ相談プラスなどが整備され、

アクセス可能な支援の体制が充実しています。 

こうした国の施策と連動し、京都府では、２００４年（平成１６年）施行の「京

都府男女共同参画推進条例44」に基づき、男女共同参画社会の実現を目指した取

組を継続しています。２０２１年度（令和３年度）から２０３０年度（令和１２

年度）を期間とする「ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）-京都府男女共同参画

計画-45」では、女性の活躍推進、仕事と家庭の両立支援、ジェンダー平等教育

などを推進しています。また、２０２４年（令和６年）には「配偶者等からの暴

力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画46（第５次）」を策定し、相

談支援や啓発、生理の貧困対策、マタハラ防止セミナーなど幅広い施策を展開し

ています。 

京田辺市においても、２０１０年（平成２２年）に「京田辺市男女共同参画推
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進条例47」を施行し、２０２１年（令和３年）には「第３次京田辺市男女共同参

画計画48」を策定しました。女性の経済的自立支援や男性の家庭参画促進、ハラ

スメント防止を盛り込んだ施策を展開し、講演会や講座等を開催するなど、市民

の意識啓発に注力しています。また、市内商業施設に京田辺市女性交流支援ルー

ム「ポケット」を設置し、相談支援や交流事業を実施しているほか、ＤＶ対策と

しては警察・配偶者暴力相談支援センターと連携し、支援に取り組んでいます。 

【現状と課題】 

女性を取り巻く環境については、依然として性別による固定的な役割分担意

識や、性に起因する暴力などの課題が残っており、社会の様々な分野における女

性の参画や能力の発揮は、十分とはいえない状況にあります。 

市民意識調査では、女性の人権が「尊重されている」（「尊重されている」と「あ

る程度尊重されている」の合計）と回答した割合が７０.３％にのぼり、ほかの

人権分野と比較しても高い値となりました。このことから、男女平等に対する意

識は一定程度定着しつつあることがうかがえます。一方で、「夫は外で働き、妻

は家庭を守るべき」との考えに対しては、７割以上が否定的な回答（「そう思わ

ない」と「どちらかといえばそう思わない」の合計）を示したものの、いまだに

一定の割合で肯定する意見が存在しており、固定的な性別役割分担意識が一部

に根強く残っている状況も明らかとなりました。 

また、「親の介護を女性の役割と決めつけるのはよくない」とする考えについ

ては、８割近くが肯定的に回答（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」

の合計）していますが、年齢別でみると、２０〜４０歳代では約９割が「そう思

う」（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）と答えた一方、５０

歳以上では約８割にとどまっており、世代間における意識の差がうかがえます。

このような結果は、長期的な人権教育や啓発の成果が若年層に浸透しつつある

一方で、高齢層を含めた全世代への継続的な学びの機会の確保が重要であるこ

とを示しています。 

さらに、人権侵害の内容については、男性は職場でのパワー・ハラスメント49

の被害を多く挙げているのに対し、女性は家庭内での暴力や虐待に関する回答

がやや多く見られました。このことから、職場では男性が、家庭では女性が、そ

れぞれ異なる形で人権課題に直面している可能性があり、性別による役割の期

待が依然として社会構造に影響を与えていることがうかがえます。 

特に、家庭において女性が多くの家事・育児・介護を担っている実態は、女性

の地域活動や社会参画の阻害要因となっており、実生活の中での男女間の不平

等の構造を浮き彫りにしています。男女平等に関する意識が社会全体で高まる

一方で、実際には実現が難しい状況を踏まえ、制度利用のしやすさや環境整備、

そして無意識の偏見を見直すための家庭内対話の促進などが求められています。 
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このような状況を踏まえ、京田辺市では、今後も「京田辺市男女共同参画推進

条例」に基づき、性別に起因する人権侵害を未然に防止するとともに、被害を受

けた方への支援体制を充実させる必要があります。また、男女の人権が尊重され、

すべての人が自分らしく生活し働くことのできる環境の実現を目指し、あらゆ

る場面において固定的な性別役割意識を解消するための人権教育・啓発を引き

続き推進していくことが重要です。 

 

図表８｜あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表９｜人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

  

16.7 53.6 12.5 3.6 9.8 3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

②女性の人権

全体（n=825）

尊重されている ある程度尊重されている

あまり尊重されていない 尊重されていない

わからない 不明・無回答

0.5 

74.7 

3.3 

11.4 

21.9 

5.5 

9.7 

1.8 

63.4 

5.7 

1.2 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

②夫は外で働き、妻は

家庭を守るべきである

③親の介護が必要になったとき、

女性の役割だと決めつけるのはよくない

全体（n=825）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといばそう思わない

そう思わない 不明・無回答
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図表１０｜人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください（年齢別） 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表１１｜（過去 5 年間に自分の人権を侵害されたと感じたことがある人に対して）

それは、どのような人権侵害でしたか（性別） 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

  

②夫は外で働
き、妻は家庭を
守るべきである

③親の介護が
必要になったと
き、女性の役割
だと決めつける
のはよくない

％ ％

825 3.8 86.1

18・19歳 15 13.4 80.0

20～29歳 74 0.0 94.6

30～39歳 132 3.8 90.9

40～49歳 137 5.8 92.0

50～59歳 181 2.2 80.1

60～69歳 138 2.9 82.6

70歳以上 137 5.1 82.5

※『そう思う（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）』のみ掲載

n

全体

年齢
10歳階級

あらぬ噂や悪口
による、名誉・信
用などの侵害

公的機関による
不当な扱い

企業・団体によ
る不当な扱い

地域での暴力、
脅迫、無理強
い、仲間外れ

家庭での暴力や
虐待

差別待遇（信
条・性別・出身
地・社会的地
位・心身の障が
いによるものな
ど）

％ ％ ％ ％ ％ ％

106 36.8 8.5 22.6 12.3 10.4 17.0

男性 40 40.0 12.5 20.0 15.0 7.5 17.5

女性 58 34.5 5.2 19.0 10.3 13.8 15.5

（　　） 6 33.3 16.7 50.0 0.0 0.0 16.7

プライバシーの
侵害

パワーハラスメ
ント（職場におい
て、地位などの
優位性を利用し
て行ういじめや
嫌がらせ）

セクシャルハラ
スメント（性的嫌
がらせ）

その他 わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％

106 13.2 54.7 9.4 4.7 0.0 0.0

男性 40 15.0 62.5 10.0 5.0 0.0 0.0

女性 58 12.1 46.6 10.3 5.2 0.0 0.0

（　　） 6 16.7 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0

n

全体

性別

n

全体

性別
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【施策の方向】 

①性別にとらわれずお互いに認め合う意識の浸透 

○広報や啓発活動を通じて、日常生活や地域の場面に存在する無意識の偏見

を見直し、多様な生き方を尊重する意識の定着を図ります。また、市職員へ

の研修を実施し、男女共同参画の視点に立った表現ができる人材の育成を

図ります。 

○家庭や地域が多様性を理解し尊重できる力をはぐくむ教育を推進します。

こどもに対しても教育機会を設け、性別にかかわらず自分らしく学び、男女

共同参画できる基盤づくりを進めます。 

②仕事も生活も大切にできるライフスタイルの実現 

○働き方の見直しや多様な就業形態についての意識啓発を進め、誰もが能力

を発揮できる職場環境を整えます。また、性別によって差別されることなく

就業・起業ができるよう支援を行い、働き方の選択肢を拡げます。 

○性別役割分担意識を是正し、多様な生き方を選べる社会を実現するために、

ワーク・ライフ・バランスの促進を行い、男性の家庭生活への参画を促し、

家庭内の役割が特定の性に偏らない環境づくりを進めます。 

○多様なライフスタイルに応じた子育てや介護に関する男女共同参画につい

て情報提供を進めます。 

③共に支え合い活躍することができる地域の実現 

○政策や方針の決定過程への女性参画を促進し、地域活動・市民活動の活性化

を図ります。市民主体の地域課題解決の仕組みづくり、多様な人材が地域の

担い手として活躍できる環境を整えます。各種団体の育成を図るとともに、

団体同士での意見交換や交流ができるような仕組みづくりを推進します。 

○高齢者や障がいのある人に対する社会参加への支援や、ひとり親家庭への

支援を行い、誰もが安心して参加・活動できる環境の形成を目指します。 

④安全・安心で健やかな暮らしの実現 

○ＤＶ等防止のための啓発を進め、相談体制の充実や被害者への支援につい

て取り組みます。相談窓口の周知や専門研修の実施などにより、支援につな

げる体制を整えます。ハラスメント防止にも取り組み、誰もが安全に暮らせ

る環境を目指します。 

○女性の相談室やポケットひろば等を通じ、困難な問題をかかえる女性に対

して安心できる居場所の提供や相談支援の充実を図ります。 

○妊娠・出産期から高齢期まで、ライフステージ50に応じた健康づくりを推進

します。誰もが生涯にわたり心身ともに健やかに暮らせるよう、的確な知識
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を身に付けるための情報発信を行い、必要な支援を実施します。 
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３ こどもの人権問題 

【これまでの取組】 

我が国では、急速に少子高齢化や家族形態の多様化が進み、こどもを取り巻く

環境が大きく変化しています。こうした背景のもと、次代を担うこどもを健やか

に育てるための制度整備が国レベルで着実に進められてきました。 

２００３年（平成１５年）には「次世代育成支援対策推進法（次世代法）51」

が制定され、子育て支援、仕事と家庭生活との両立支援を軸とした政策が展開さ

れました。さらに２０１２年（平成２４年）には「子ども・子育て支援法」を含

む「子ども・子育て関連３法」が制定され、２０１５年（平成２７年）からは幼

保一体化や保育の質の向上、地域子育て支援の拡充を柱とする「子ども・子育て

支援新制度52」が施行されました。 

また、深刻化する児童虐待問題に対応するため、２０００年（平成１２年）に

「児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）53」が制定され、以降もた

びたび改正されながら児童相談体制の強化や通告義務の明確化などが図られて

います。いじめに関しても、２０１３年（平成２５年）に「いじめ防止対策推進

法（いじめ防止法）54」が制定され、国としていじめに対する総合的な対策の法

的枠組みが整えられました。２０２４年（令和６年）８月には、「いじめの重大

事態の調査に関するガイドライン」の改訂が行われ、重大事態調査への学校や関

係者の対応が明確化されました。 

近年は、こどもの権利を明確に保障する理念法として、２０２３年（令和５年）

に「こども基本法」が施行され、同日に「こども家庭庁」が設置されました。同

法は、すべてのこどもが個人として尊重され、健やかに成長できる社会の実現を

目指すことを目的とし、こども施策を総合的・包括的に推進する法的基盤となっ

ています。これを受けて、２０２３年（令和５年）１２月には「こども大綱55」

が策定され、こども・若者を権利の主体として認識し、その意見を政策形成に反

映させること、「こどもまんなか社会」の実現に向けた政策の方向性が打ち出さ

れました。 

性被害防止に関しては、２０２３年（令和５年）の刑法改正により性交同意年

齢が１６歳未満に引き上げられたことに加え、２０２４年（令和６年）には教員

等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じること

を義務付ける「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力

等の防止等のための措置に関する法律（こども性暴力防止法）56」が公布される

など、こどもの保護に関する法整備も強化されています。また、２０２４年（令

和６年）には「女性支援新法」が施行され、児童虐待や性被害など複合的な困難

を抱えるこどもと家庭に対する包括的な支援体制の整備が進められています。 
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これらの法整備や制度改正は、こどもの人権を保障し、健やかな育ちを社会全

体で支えることを基本理念としています。国は引き続き、こどもを権利の主体と

してとらえ、その最善の利益を確保するための政策を積極的に展開していくこ

とが求められます。 

京都府では、いじめや児童虐待、ヤングケアラー支援、こどもの貧困対策に重

点を置き、学校・家庭・地域が連携した支援体制の強化を進めています。２０２

２年（令和４年）には「京都府ヤングケアラー総合支援センター」を設置し、相

談支援を開始しています。さらに、２０２５年（令和７年）４月からは、「京都

府子ども・子育て支援事業支援計画」「京都府子どもの貧困対策推進計画」「家庭

的養護の推進に向けた京都府推進計画」の３計画を統合し、「京都府こども計画
57」として、こども・子育て施策を一体的かつ総合的に展開しています。 

京田辺市では、こどもの人権を守るため、教育委員会内に「こども・学校サポ

ート室」を設置し、いじめ・不登校等への相談支援を実施しています。２０２４

年度（令和６年度）には、国のガイドライン改定を受け、「京田辺市いじめ防止

基本方針58」を改訂しました。児童虐待については市家庭児童相談室が中心とな

り、関係機関と情報共有しながら対応しています。２０２４年（令和６年）４月

には「京田辺市こども家庭センター」を開設し、妊産婦や要支援家庭への包括的

支援を開始しました。また、２０２５年度（令和７年度）からの５年間を計画期

間とする「京田辺市こども計画59」を策定し、「こどもまんなか社会」の実現を

目指しています。 

【現状と課題】 

近年の急激な少子化により、こども同士のふれあいの機会が減少し、自主性や

社会性の育ちにくい状況が生まれています。また、家族形態の多様化に伴い、家

庭における子育てのあり方が変化し、地域社会全体でこどもを育て、守るという

意識も希薄になりつつあります。こうした背景のもと、こどもの重大な人権侵害

である児童虐待に関する相談件数は依然として高止まりしており、いじめや暴

力行為、不登校の増加傾向とあわせて、こどもの人権を取り巻く環境は依然とし

て厳しい状況にあります。 

一方、市民意識調査の結果では、こどもの人権が「尊重されている」（「尊重さ

れている」と「ある程度尊重されている」の合計）と感じている人の割合が７３.

０％と比較的高く、こどもの権利を大切にする意識が広がっていることが示さ

れています。また、「子どもの意見を聞かずに大人だけで物事を決めてよい」と

いう考えに対しては約８割が否定的な見解（「そう思わない」と「どちらかとい

えばそう思わない」の合計）を示しており、こどもの意見表明権や主体性を尊重

すべきという認識が市民の間で浸透しつつあることがうかがえます。 

しかしながら、同じ市民意識調査で「家庭の事情によっては、こどもが家事や
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介護などを担うこともやむを得ない」との考えに賛成・中立（「そう思う」「どち

らかといえばそう思う」「どちらともいえない」の合計）と答えた人が６割近く

を占めており、こどもが本来享受すべき学びや遊びの機会が家庭内のケア労働

によって制限される「ヤングケアラー」の問題への理解は十分とは言えません。

特に若年層や高齢層では、「家庭を助けるのは当然」とする価値観が根強く、こ

どもの権利としての「守られる権利」「育つ権利」が損なわれるリスクへの認識

が課題として残っています。 

こうした現状を踏まえ、こども一人ひとりが権利の主体として尊重されるた

めには、すべての大人が「こどもの最善の利益」という視点を共有し、こども自

身が自らの思いや困りごとを表明できる環境を整えることが不可欠です。また、

ヤングケアラーへの支援を含め、こどもの権利や状況に応じた適切な理解と配

慮を促す啓発や教育の強化、相談しやすい体制の整備が求められています。 

引き続き、こどもが健やかに成長し、違いを尊重しながら共に生きる力を身に

付けられるような社会環境を整備し、こどもたちの権利が日常の中で確実に保

障される地域社会の実現に向けて取り組んでまいります。 

 

図表１２｜あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表１３｜人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施）  

21.0 52.0 10.7 2.1 10.7 3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

③子どもの人権

全体（n=825）

尊重されている ある程度尊重されている あまり尊重されていない

尊重されていない わからない 不明・無回答

0.8 

7.5 

3.3 

23.6 

17.1 

32.8 

23.0 

14.4 

54.2 

19.9 

1.6 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④子どもが参加する地域行事を

決める際に、大人だけで決めて、

子どもの意見を聞かなくてもよい

⑤親が他のきょうだいの面倒を見たり、

家事や洗濯をすることが難しい場合は、

子どもが代わりにその役割を担うことは

やむを得ない

全体（n=825）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといばそう思わない

そう思わない 不明・無回答
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【施策の方向】 

①育成環境の整備 

○「京田辺市こども計画」に基づき、こどもの意思が尊重され、権利が保障さ

れた状況の中で、豊かな人権感覚を備えた人間として成長していける環境

づくりを推進します。 

○家庭がこどもの発達の段階に応じた適切な対応ができるよう家庭教育の充

実を支援するとともに、こどもが個性を発揮し、主体性や創造性をはぐくみ

ながら成長できる環境を整えるため、地域のスポーツ活動・文化活動・社会

活動等の活性化や国際交流の促進を図り、遊びなどを通じた仲間づくりを

進めます。 

○こどもの権利についての周知啓発を進めていくほか、こども自身が意見を

表明できる教育の実施や機会の提供に努めます。 

○ヤングケアラーについての実態把握を進めるとともに、家庭への周知啓発、

相談支援などに取り組みます。 

②こどもへの虐待の防止 

○「京田辺市こども家庭センター」を中心として、こどもへの虐待の未然防止、

虐待を受けたこどもの迅速かつ適切な保護及び心理的ケア、社会的自立や

親子関係の再構築の支援など、こどもが安心・安全に暮らすための取組を推

進します。また、「京田辺市要保護児童対策地域協議会60」を設置し、関係

機関との連携を強化するなどこどもの人権を守る体制の充実を図るととも

に、相談体制の充実に取り組みます。 

○出産前から養育に支援が必要と思われる妊婦などに対して、保健師等がか

かわり、妊娠期、出産、子育てなどライフステージに応じた支援を図ります。 

③こどもの貧困対策 

○すべてのこどもが生まれ育つ環境に左右されることなく、その将来に夢や

希望を持って成長していける社会の実現を目指し、学習支援事業の実施や、

自立相談支援窓口「仕事とくらしの相談室 ぷらす」での就労支援や生活相

談を実施します。 

④いじめ、非行、体罰、不登校等への対策 

○「京田辺市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめや暴力行為の未然防止に

努め、早期発見・早期対応に引き続き取り組みます。こどもの問題行動やい

じめ、不登校については、個々の事象に適切に対応できるよう、カウンセラ

ー等の配置や適応指導教室の充実など、こどもを取り巻く諸問題に対する

相談、支援、指導体制を充実させ、学校、家庭、地域社会、関係機関が連携
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した取組の充実を図ります。併せて、教職員による児童生徒に対する体罰や

ハラスメントの根絶に向けた具体的な取組や、教職員への研修の充実を図

ります。 

○インターネットやＳＮＳでのいじめについては、京都府が運営実施する「ネ

ットいじめ通報サイト」や、不適切な書き込みなどの検索・監視を行う学校

ネットパトロールの取組と連携するとともに、インターネットを適切に利

用できるよう、フィルタリングサービス61の利用啓発やＳＮＳ利用に関する

注意喚起を行います。併せて、インターネットを利用する機会の多い青少年

とその保護者等を対象とした京都府の相談窓口などについて情報提供を図

り、引き続き、加害者にも被害者にもならないための教育・啓発等を推進し

ます。 

⑤児童ポルノ対策 

○児童ポルノを根絶し、児童ポルノの被害をなくすため、２０１４年（平成２

６年）に改正された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並

びに児童の保護等に関する法律（児童ポルノ禁止法）62」に基づき、関係機

関と連携し、個々のケースに応じた支援を実施します。 

⑥啓発等の推進 

○こどもは、保護の対象であるとともに、権利行使の主体であるという視点に

立ち、こどもにかかわるすべての人が、こどもの権利についての認識などを

深めるよう、研修会・イベントなどを通じて人権意識の高揚・啓発を推進し

ます。 

  



35 

４ 高齢者の人権問題 

【これまでの取組】 

高齢者に関する施策については、高齢化の進展に伴う様々な課題に対応する

ため、２０００年（平成１２年）４月から介護保険制度が開始されました。京都

府では、これに伴い同年３月に「第１期京都府介護保険事業支援計画」を含む「第

２次京都府高齢者保健福祉計画63」を策定し、以降定期的に計画を見直していま

す。２０２４年（令和６年）３月には「第１０次京都府高齢者健康福祉計画」が

策定され、２０４０年（令和２２年）に高齢者人口がピークを迎えることを見据

え、地域包括ケアシステム64の充実、介護サービス基盤の整備、介護予防・生活

支援の充実、医療と介護の連携強化などを推進しています。 

京田辺市においても、２０００年（平成１２年）３月に「京田辺市高齢者保健

福祉計画65」を策定し、その後も定期的に見直しを重ね、２０２４年（令和６年）

３月には「第９期京田辺市高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画含む）」を策

定しており、地域包括ケアシステムの充実に向けた取組が進められています。 

近年では、認知症高齢者への支援を制度的に強化するため、２０２４年（令和

６年）１月に「認知症基本法」が施行されました。この法律に基づき、「認知症

施策推進基本計画66」が策定され、認知症当事者の意見を尊重しながら地域にお

ける生活の継続を支援する「新しい認知症観67」に基づく施策が展開されていま

す。また、法務省や厚生労働省を中心に、高齢者虐待の防止、人権意識の啓発、

世代間交流の促進など、各府省庁が連携した総合的な施策も推進されています。 

京都府においては、高齢者虐待防止・成年後見制度活用の推進、認知症サポー

ター養成講座の普及、シルバー人材センターと連携した高齢者の雇用促進、ユニ

バーサルデザインを活用したまちづくりの推進など、超高齢社会に対応した幅

広い取組が実施されています。 

本市においては、認知症サポーターの育成、「認知症ケアパス」の周知、孤立

防止や家族の介護負担軽減を目的とした認知症カフェの開催、「京田辺市ＳＯＳ

ネットワーク」の整備など、地域密着型の取組が進められています。また、シル

バー人材センターとの連携による高齢者の地域社会への貢献の支援や、介護者

支援のための相談会・交流会も継続的に実施されており、高齢者の尊厳と生活の

質を尊重する地域社会の実現に向けた施策が展開されています。 

【現状と課題】 

我が国の高齢化は急速に進行しており、今後もさらに進展する見込みです。京

田辺市においても、２０２５年（令和７年）４月１日現在で６５歳以上の人口割

合は２４．８％となっており、介護を必要とする寝たきりや認知症の高齢者の増
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加が見込まれる中で、身体的・精神的虐待や身体拘束等、高齢者の人権を著しく

侵害する深刻な問題が見られます。 

加えて、年齢を理由に一律に「弱者」とみなす誤った理解が、元気で働く意欲

のある高齢者の就労機会や、社会参加の場を制限し、地域社会とのつながりの喪

失を招いている側面もあります。高齢者が年齢に関係なく尊重され、社会の一員

として活躍できる環境の整備が求められています。 

市民意識調査では、高齢者の人権が「尊重されている」（「尊重されている」と

「ある程度尊重されている」の合計）と感じている割合は７３．７％に達し、ほ

かの人権分野と比較しても高い評価となっています。しかし、年齢が高くなるに

つれて尊重されていると感じる割合が低下する傾向が見られ、当事者である高

齢者と他世代との間で意識のギャップが存在することが明らかとなりました。 

また、「認知症高齢者の行動を制限することは場合によってはやむを得ない」

という考えに対しては、４９．３％が肯定的（「そう思う」と「どちらかといえ

ばそう思う」の合計）である一方、「そう思わない」（「そう思わない」と「どち

らかといえばそう思わない」の合計）という回答は２２．２％にとどまっていま

す。とりわけ、高齢層では行動制限に肯定的な意見が少なく、本人の意思や尊厳

への配慮がより強く求められていることがうかがえます。 

今後は、支援者や家族向けの人権意識を高める学習機会の充実に加え、高齢者

自身が意見を表明できる場の整備、世代間の対話の促進などを通じて、高齢者が

「尊重されている」と実感できる地域づくりを進めていく必要があります。高齢

者一人ひとりの尊厳を大切にする社会の実現に向け、引き続き総合的な取組を

推進してまいります。 

 

図表１４｜あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

  

23.5 50.2 9.5 3.2 10.1 3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④高齢者の人権

全体（n=825）

尊重されている ある程度尊重されている あまり尊重されていない

尊重されていない わからない 不明・無回答
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図表１５｜あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか（年齢別） 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表１６｜人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

  

④高齢者の人
権

％

825 73.7

18・19歳 15 93.3

20～29歳 74 87.8

30～39歳 132 74.2

40～49歳 137 81.0

50～59歳 181 72.9

60～69歳 138 71.7

70歳以上 137 61.3

※『尊重されている（「尊重されている」と「ある程度尊重されている」の合計）』のみ掲載

n

全体

年齢
10歳階級

16.8 32.5 26.9 9.7 12.5 1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑥認知症で徘徊する高齢者について、

介護者が側にいない場合、鍵をかけて

家から出られないようにすることはやむを得ない

全体（n=825）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといばそう思わない

そう思わない 不明・無回答
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図表１７｜人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください（年齢別） 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

【施策の方向】 

①計画に基づく施策の推進 

○『みんなで支え合い、豊かに年を重ね安心して暮らせる地域共生社会を目指

して～「高齢者」が「幸齢者」になれるまち～』を基本理念とする、「第９

期京田辺市高齢者保健福祉計画」に基づき、高齢者をはじめすべての市民が、

住み慣れた地域で共に支え合いながら、心豊かで生きがいを持ち、安全で快

適に暮らすことのできる地域づくりを推進し、高齢者福祉サービスや介護

サービスの提供基盤の整備、介護サービスの質の向上に努めます。 

②権利擁護 

○一人暮らし高齢者や認知症高齢者などの増加により、高齢者の権利が侵害

されるケースの増加が想定されるため、高齢者虐待防止や成年後見制度な

どの利用促進を図り、高齢者の尊厳を守る取組を推進します。 

③介護者支援 

○家族介護者交流・リフレッシュ事業や介護教室等、地域支援事業の取組を通

じて、家族介護者の支援や介護負担の軽減を図ります。 

  

⑥認知症で徘徊
する高齢者につ
いて、介護者が
側にいない場
合、鍵をかけて
家から出られな
いようにすること
はやむを得ない

％

825 49.3

18・19歳 15 60.0

20～29歳 74 67.6

30～39歳 132 62.1

40～49歳 137 56.9

50～59歳 181 49.8

60～69歳 138 37.6

70歳以上 137 29.9

※『そう思う（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）』のみ掲載

n

全体

年齢
10歳階級
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④社会参加支援 

○意欲や経験・能力を持った高齢者が、年齢にかかわりなく、社会を構成する

重要な一員として活躍することができるよう、高齢者の社会参加に向けた

きっかけづくりや活躍の場の拡大を進め、シルバー人材センターなどによ

る雇用・就業機会の確保など、高齢者の生きがいづくりの推進に努めます。 

○さらに、障がいのある人や高齢者の暮らしやすいまちづくりを推進すると

ともに、高齢者の人権問題に係る啓発活動の取組を推進します。 

⑤認知症に対する理解促進 

○「認知症基本法」及び「認知症施策推進基本計画」に基づき、「認知症にな

ったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人ひとりが

個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつ

ながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができる」という

「新しい認知症観」について、市民や医療機関、事業者等への浸透に向けた

啓発活動を推進します。 

○認知症の方への理解を深めてもらうことを目的に、幅広い世代を対象とし

た認知症サポーター養成講座を開催します。また、認知症サポートキャラク

ター「え～る」を用いた啓発や、世界アルツハイマーデー（毎年９月２１日）

及び月間（毎年９月）などの機会を活用し、認知症当事者による作品展を開

催するなど、認知症に関する知識の普及啓発を進めます。 

○認知症の人を介護している家族の思いや悩みを共有できる場である「認知

症家族を介護する方の家族交流会」の場や、認知症当事者を支援するチーム

オレンジなどを通じて、京田辺市の認知症施策に本人視点を反映できる取

組について検討します。 
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５ 障がいのある人の人権問題 

【これまでの取組】 

障がいのある人の人権保障に関する我が国の取組は、１９８１年（昭和５６年）

の「国際障害者年68」を契機に飛躍的に進展しました。障がい者施策は「保護」

の視点から「共生」や「自立支援」へと転換され、特に２００６年（平成１８年）

に国連で採択された「障害者権利条約」の批准（２０１４年（平成２６年））を

受け、法制度の整備と施策の質的向上が進められてきました。国は「障害者基本

法69」に基づき、５年ごとに「障害者基本計画70」を策定し、２０２３年（令和

５年）３月には第５次計画が閣議決定されました。この計画では、障がいのある

人が地域で尊厳を持って暮らす「共生社会」の実現を柱とし、インクルーシブ教

育、就労支援の充実、成年後見制度の見直し、災害時の避難支援強化、障がい者

スポーツの推進などが重点項目とされています。 

また、２０２１年（令和３年）に改正された「障害者差別解消法」では、これ

まで努力義務とされていた事業者による合理的配慮の提供が、２０２４年（令和

６年）４月から義務化されました。これにより、行政機関や民間事業者は、障が

いのある人が不利益を被らないよう、状況に応じた適切な対応を行うことが法

的に求められるようになっています。 

加えて、２０２４年（令和６年）には、「障害者に対する偏見や差別のない共

生社会の実現に向けた行動計画」が策定されました。この計画は、２０２４年（令

和６年）７月３日の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決を受け、障がい

のある人の希望する生活を実現するために、子育て等の希望する生活の実現に

向けた支援や公務員の意識改革、「ユニバーサルデザイン２０２０行動計画」で

提唱された「心のバリアフリー」の取組の強化を進めていくこととしています。 

そのほか、旧優生保護法によって不妊手術を受けた方への救済措置として、２

０１９年（平成３１年）４月に創設された一時金支給制度についても、対象者へ

の周知や申請支援が進められています。「精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律（精神保健福祉法）71」についても見直しが進められ、退院後の地域定着支

援や本人の意思を尊重した支援体制の整備が強調されています。 

京都府では、２０１５年（平成２７年）に「京都府障害のある人もない人も共

に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例72」を施行し、障がいを理由

とした不利益取扱いの禁止や社会的障壁の除去のための合理的な配慮の実践、

雇用及び就労の促進、文化芸術・スポーツの推進等を通して、共生社会の実現を

目指しています。２０２４年（令和６年）３月には「第５期京都府障害者基本計

画」及び「第７期京都府障害福祉計画」「第３期京都府障害児福祉計画」を一体

的なものとした「京都府障害者・障害児総合計画73」を策定し、差別の解消と権



41 

利擁護の推進や地域生活支援の充実、就労支援の強化や医療的ケア児等への支

援体制の整備などを重点に据えています。 

京田辺市においては、２０２１年（令和３年）に「第４期京田辺市障害者基本

計画」、２０２４年（令和６年）に「第７期京田辺市障害福祉計画」「第３期京田

辺市障害児福祉計画」を策定し、合理的配慮の浸透、グループホームや地域生活

支援拠点の整備、就労・日中活動支援の強化などを進めています。加えて、相談

支援体制の充実、手話通訳・要約筆記の提供、障がい者虐待防止ネットワークの

構築などを通じて、障がいのある人が安心して暮らせるまちづくりが推進され

ています。また、２０２５年（令和７年）には「第２期京田辺市障がい者活躍推

進計画」を策定し、市職員に対する合理的配慮の実施や職場環境整備を進めてい

ます。 

【現状と課題】 

障がいの有無にかかわらず、すべての人々が分け隔てられることなく、相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が求められています。障が

いのある人の完全参加と平等74を実現するためには、ノーマライゼーション75の

理念に基づき、共に生活できるための環境整備や、障がいに対する正しい知識の

普及と啓発が必要です。 

障がいのある人の自立意識や社会参加の意欲は高まってきている一方で、障

がいへの理解不足から生じる誤解や偏見、差別的な言動などの人権侵害は依然

として発生しています。精神障がいや難病のある方など、特性が十分に知られて

いないケースも多く、一層の理解促進が必要であるほか、障がいのある人やその

家族に対する支援体制の強化も重要な課題です。 

市民意識調査では、障がいのある人の人権が「尊重されている」（「尊重されて

いる」と「ある程度尊重されている」の合計）と感じている割合は６２．６％に

のぼり、一定の理解が浸透していることがうかがえます。また、「障がいの特性

に応じた教育や就業機会の提供が必要」との考えには８２．２％が肯定的に回答

（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）しており、配慮の必要

性が世代を問わず広く認識されています。 

一方で、障がいのある人の人権に関する問題として、「障がいの特性が十分に

理解されていない」という意見が多く挙げられており、「障害者差別解消法」や

合理的配慮に関する市民の認知度も依然として低い状況にあります。特に、人権

研修等に参加したことがある回答者は、そうでない回答者と比べて法律や合理

的配慮の認知度がそれぞれ２０ポイント以上高くなっていることからも、学校・

地域・職場での継続的な学習機会の整備や、当事者の声に触れる実践的な機会の

提供が喫緊の課題です。 

今後も、すべての市民が障がいについて正しく理解し、誰もがその人らしく暮
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らせる共生社会の実現に向けて、制度の周知と市民の意識向上を一体的に推進

していく必要があります。 

 

図表１８｜あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

 

図表１９｜人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

  

16.1 46.5 13.2 4.8 15.4 3.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑤障がいのある人の人権

全体（n=825）

尊重されている ある程度尊重されている あまり尊重されていない

尊重されていない わからない 不明・無回答

40.0 42.2 12.6 

1.8 

1.7 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑦学校や企業などは、障がいのある人の特性や

困りごとに配慮して、教育や就業機会の

提供に努めるべきである

全体（n=825）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといばそう思わない

そう思わない 不明・無回答
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図表２０｜障がいのある人の人権に関することで、特に問題があると思うのはどのよ

うなことですか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表２１｜あなたは、次のような人権に関連する法律を知っていますか 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

  

60.0 

59.8 

29.0 

14.1 

12.0 

21.8 

34.2 

2.8 

1.7 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80%

障がいの特性が十分に理解されていない

就労の場や機会が少なく、経済的に自立が困

難である

学校や職場等で嫌がらせやいじめを受ける

結婚に際して周囲の反対を受ける

スポーツ・文化・地域活動などの社会参加の

ための受け入れ体制が十分でない

障がいのある人に必要な情報が伝わらない

差別的な言動や態度をとられる

特にない

その他

不明・無回答

全体（n=825）

①障害者差別
解消法

％

825 21.8

参加したことがある 200 41.0

参加したことがない 616 15.7

※『内容を知っている（「内容をよく知っている」と「内容を少し知っている」の合計）』のみ掲載

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

研修への
参加状況

n

全体
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図表２２｜あなたは、障がいのある人への「合理的配慮」という言葉を知っていますか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

【施策の方向】 

①共生社会の実現に向けた取組 

○障がいのある人の「完全参加と平等」を実現するため、障がいのある人もな

い人も共に生活できるための環境整備を推進します。 

○「京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社

会づくり条例」や「京田辺市障害者基本計画」に基づいて、障がいのある人

がライフステージのすべての段階において、社会、経済、文化等の各分野で

平等に参加・活動することのできる社会を実現するための取組を推進しま

す。 

②権利擁護 

○判断能力が不十分な障がいのある人の権利擁護の取組として、成年後見人

の利用促進等への取組を行うとともに、地域で適切なサービスが受けられ

るよう、権利擁護事業を周知します。また、障がいのある人への虐待防止・

早期発見のために、市民や施設に向けた啓発や相談・通報窓口の周知を図り、

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者

虐待防止法）76」に基づき、障がいのある人を保護するための取組を推進し

ていくことに努めます。 

③社会参加支援 

○障がい及び障がいのある人に対する理解の促進、ふれあいや交流の場づく

り、障がい者スポーツの普及・振興、文化芸術活動を推進します。 

○働く意欲のある障がいのある人の雇用・就労を促進するため、雇用の場の創

出と拡大を図るとともに、障がい特性に応じた支援を推進します。 

○障がいのあるこどもたちに対しては、学校と進路相談の機会を通じて自立

と社会参加が果たせるように支援を行います。また、就労移行支援事業所や

知っている 知らない 不明・無回答

％ ％ ％

825 36.2 58.9 4.8

参加したことがある 200 58.5 39.0 2.5

参加したことがない 616 29.4 65.6 5.0

※研修への参加状況の『参加したことがある』は「１～２回」「３～４回」「５回以上」の合計

研修への
参加状況

n

全体
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ハローワーク・商工会・企業との連携を強化します。 

○障がいの有無にかかわらず、市民誰もが相互に人格と個性を尊重し、共生社

会の実現を目指すノーマライゼーションを基本理念として、施設や病院か

ら地域生活への移行の促進、障がいのある人が安心して暮らせる生活基盤

の整備が大きな方向性となるため、こうした状況の変化を十分に勘案しな

がら、相談支援体制の充実を図り、引き続き関係機関と連携し、自立に向け

た支援などの取組を推進します。 

④正しい知識の普及・啓発 

○２０１１年（平成２３年）８月の「障害者基本法」の改正により「全ての国

民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのな

い個人として尊重されるものである」との理念が再確認されるとともに、２

０１６年（平成２８年）４月に施行された「障害者差別解消法」では、社会

的障壁の除去、障がいのある人に対する必要かつ合理的な配慮による差別

の禁止といった考え方が法令に位置付けられました。これらの考え方の普

及も含め、障がいのある人が住み慣れた地域において、自立し、主体的に参

加でき、障がいの有無に関係なく共に生きる地域社会をつくるために、障が

い及び障がいのある人に対する正しい知識の普及啓発を進め、誤解や偏見

から生じる人権侵害の防止に取り組みます。 

○２０２１年（令和３年）に改正された「障害者差別解消法」に基づき、行政

機関における合理的配慮の徹底、民間事業者における合理的配慮提供の周

知啓発に取り組みます。  
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６ 外国人の人権問題 

【これまでの取組】 

近年、我が国における在留外国人数は増加傾向にあり、国際化の進展に伴い、

地域社会において外国人住民の存在が一層日常的なものとなっています。一方

で、外国人住民は就労、教育、医療、居住、災害対応、行政手続等において、言

語や制度の壁から不利益を被る場面が依然として存在し、加えて、出自や国籍を

理由とした偏見・差別や、インターネット上での誹謗中傷、悪質なヘイトスピー

チなど、人権侵害に直面する事例も報告されています。 

こうした状況を踏まえ、国は２０１６年（平成２８年）に「ヘイトスピーチ解

消法」を施行しており、地方自治体においても、相談体制や啓発活動、公共施設

における差別的言動への対応策が求められています。また、２０２２年（令和４

年）に策定された「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」に基づき、

外国人が安心して暮らせる社会の形成に向けた施策を包括的に推進しています。

法務省を中心に、ヘイトスピーチの抑止や外国人相談体制の多言語化、文部科学

省による外国人児童生徒への教育支援、日本語教育推進施策などが拡充されて

おり、技能実習制度や特定技能制度の見直しも進められています。加えて、２０

２４年（令和６年）には、改正された「出入国管理及び難民認定法（入管法）77」

及び「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律

（育成就労法）78」が公布され、外国人技能実習制度を発展的に解消し、新たに

育成就労制度が創設されることとなりました。 

京都府では、１９９５年（平成７年）に「京都府国際化プラン」を策定して以

来、２００９年（平成２１年）の「明日の国際交流推進プラン79」及びその２０

１１年（平成２３年）改定版に基づき、公益財団法人京都府国際センター80を中

心に、外国籍府民に対する生活情報の提供や日本語習得支援、生活相談、通訳派

遣、災害時支援などの施策を継続的に実施しています。また、ヘイトスピーチ抑

止の観点から、府内全市町村に対して公的施設等における差別的言動への対応

を明文化するガイドラインを策定し、２０２０年（令和２年）８月までに府内全

市町村にも同様のガイドラインが策定されました。 

京田辺市においても、多文化共生の推進に向けて様々な取組を進めています。

ＡＬＴやＣＩＲを活用した国際理解教育を実施するとともに、市民参画課で外

国人からの問い合わせに対し、京都府国際センターや通訳ボランティアと連携

しながら、生活相談や情報提供を多言語で展開しています。また、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けた外国人留学生支援として、食料配布や生活相談の

取組も実施しました。 

さらに、市内の公共施設における差別的言動への対応については、府の要請に
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応じて対応ガイドラインを整備し、市民向けの人権講座や多文化共生に関する

啓発活動も展開しています。同志社大学との連携による国際交流イベントや、災

害時における外国人支援訓練の実施を通じて、外国人と地域住民との相互理解

と協働の促進にも力を入れています。 

【現状と課題】 

京田辺市における外国人登録者数は２０２４年（令和６年）４月１日現在で１，

３８４人と、本市人口の約１．９％を占めており、国別では中国、韓国・朝鮮、

ベトナム、その他の国の人々が暮らしています。言語や生活習慣の違いにより、

住居、教育、労働、医療、地域交流など様々な場面で外国籍の人々が困難を感じ

るケースがあり、また、相互理解の不足から生じる偏見や差別も課題となってい

ます。特に、特定の国籍や民族に対するヘイトスピーチは、当事者に苦痛を与え

るだけでなく、市民全体に不安や緊張感を生み出す深刻な人権問題です。 

市民意識調査によると、外国人の人権が「尊重されている」（「尊重されている」

と「ある程度尊重されている」の合計）と回答した割合は４８．０％にとどまり、

「尊重されていない」（「尊重されていない」と「あまり尊重されていない」の合

計）との回答も１５．８％にのぼるなど、一定の課題がうかがえます。外国人と

の結婚や就職については否定的な回答は少ないものの、住宅の購入など生活圏

を共有する場面では、１７．１％が外国人を「避けると思う」（「避けると思う」

と「どちらかといえば避けると思う」の合計）と答えるなど、身近な生活にかか

わる場面では依然として距離を感じる人が一定数存在しています。 

また、「日本の文化に適応する努力をすべき」という考えに対しては、全体の

５６．２％が「そう思う」（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）

と答えており、相互理解よりも一方的な適応を期待する意識も少なからず見ら

れます。こうした意識は、ヘイトスピーチの正当化につながる危険性も指摘され

ており、今後の啓発の中で丁寧な是正が求められます。 

今後は、外国籍住民を含む多様な背景を持つ人々が、地域社会の中で互いに理

解し支え合える関係を築くことが重要です。差別的言動の根絶とともに、地域で

の対話や交流を促進し、当事者の声を反映した施策の推進、人権意識の醸成を進

めることが求められます。 
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図表２３｜あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表２４｜仮にあなたにお子さんがいて、お子さんの結婚しようとする相手が、次のよ

うな相手の場合、あなたはどうすると思いますか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表２５｜就職の採用選考にあたり、十分な能力があったとしても、次のような相手の

場合、あなたはどうすると思いますか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

  

12.1 35.9 13.6 2.2 32.1 4.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑥外国人の人権

全体（n=825）

尊重されている ある程度尊重されている あまり尊重されていない

尊重されていない わからない 不明・無回答

62.3 19.2 1.2 
0.8 15.0 1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

②外国人

全体（n=825）

子どもの意思を尊重し、反対はしない

親としては反対だが、子どもの意思を尊重する

家族の者や親戚の反対があれば、結婚は認めない

絶対に結婚は認めない

わからない

不明・無回答

1.2 

4.0 
20.4 26.5 45.8 2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

②外国人

全体（n=825）

避けると思う どちらかといえば避けると思う

どちらともいえない どちらかといえば避けないと思う

避けないと思う 不明・無回答
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図表２６｜家を購入したりマンションを借りたりするなど、あなたが住宅を選ぶ際に、

価格等が希望にあっていても、次のような条件の物件の場合、あなたはどうすると思い

ますか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表２７｜人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

【施策の方向】 

①多文化共生社会の実現に向けた取組と啓発の推進 

○市民一人ひとりが国際理解を深め、世界の人々と交流し、協力し合っていく

ことは自らの人生をより豊かにすることにつながります。また、外国籍市民

が市民の一員として地域づくりに参画し、多様な感性や能力を発揮するこ

とは、まちの活性化や国際化の大きな力となります。 

○市民一人ひとりが異なる文化や考え方を理解し、相互の人権を尊重し合う

「心の国際化」を推進するとともに、京都府をはじめ、関係機関やＮＰＯ等、

多国籍の市民等をサポートしている個人や団体への支援・連携・協働による

共生社会の実現に向けた取組を引き続き推進します。また、多文化共生のた

めには、市民一人ひとりが異なる文化や考え方を理解し、相互の人権を尊重

し合うとともに、人を排斥し誹謗中傷するような行為は許されないという

人権意識や、外国籍市民等の人権についての正しい理解と認識の浸透を図

4.5 12.6 27.9 20.7 32.1 2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

②近くに外国人が住んでいる

全体（n=825）

避けると思う どちらかといえば避けると思う

どちらともいえない どちらかといえば避けないと思う

避けないと思う 不明・無回答

18.7 37.5 28.1 8.0 6.3 1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑧日本に住む外国人は、できるだけ

日本の文化や慣習に合わせる

努力をすべきである

全体（n=825）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといばそう思わない

そう思わない 不明・無回答
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るため、国や京都府と連携しながら、効果的な啓発を実施していきます。 

②外国籍市民等と共に暮らすまちづくりの推進 

○京都府や、公益財団法人京都府国際センター、同志社大学、同志社女子大学、

京田辺国際交流協会などと連携した国際交流事業に引き続き取り組みます。

また、外国籍市民への「日本語教室」の開催、「京田辺市生活ガイドブック」

や「京田辺市ハザードマップ」の提供など、効果的な施策を推進します。 

  



51 

７ エイズ・ＨＩＶ感染症・新たな感染症・ハンセン病・難病患者等の人権問題  

【これまでの取組】 

感染症や疾患に起因する人権課題については、誤解や偏見に基づく差別的対

応が根強く存在しており、正しい知識の普及と人権尊重の意識啓発が不可欠で

す。 

エイズ81・ＨＩＶ感染症82に関しては、世界保健機関（ＷＨＯ）83が１２月１

日を「世界エイズデー84」と定め、偏見や差別の解消に取り組んでいます。京都

府でも同様に、学校教育を通じた正しい知識の普及、採用や就労における不当な

取扱いを受けないための啓発活動を進めています。京田辺市においては、ポスタ

ー掲示やパンフレット配布などの広報啓発などにより、正しい知識の普及啓発

に取り組んでいます。 

ハンセン病85については、１９９６年（平成８年）の「らい予防法」廃止を契

機に国が隔離政策の誤りを認め、２００１年（平成１３年）には補償金支給や名

誉回復等に関する内容を定めた「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の

支給等に関する法律（ハンセン病等補償法）86」を制定しました。その後も、２

００９年（平成２１年）に施行された「ハンセン病問題の解決の促進に関する法

律（ハンセン病問題解決促進法）87」や、２０１９年（令和元年）に施行された

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律（ハンセン病家

族補償法）88」により、元患者やその家族の名誉回復と福祉の向上に取り組んで

います。 

難病については、１９７２年（昭和４７年）に策定された「難病対策要綱」に

基づき施策が開始され、２０１３年（平成２５年）には「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）89」により福祉サ

ービスの対象に難病等が追加されました。２０１５年（平成２７年）には「難病

の患者に対する医療等に関する法律（難病法）90」が施行され、難病患者が尊厳

を持って地域で生活できる社会の実現が法的に位置づけられました。 

新型コロナウイルス感染症の拡大時には、特定の地域や職業に対する誹謗中

傷、デマの拡散、過度な自粛を促す行動などが全国的に問題となりました。感染

症に関する人権侵害は、感染拡大防止の妨げにもなり得ることから、正確な情報

の共有と差別のない対応が重要です。「感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（感染症法）91」では、国及び地方公共団体は人権を尊重し、

国民は感染症患者の人権を損なわないよう努める義務があると明記されていま

す。さらに、２０２１年（令和３年）に改正された「新型インフルエンザ等対策

特別措置法（新型インフルエンザ特措法）92」では、患者や医療従事者、その家

族などに対する差別的取扱いを防ぐため、国や地方公共団体が差別の実態把握
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や相談支援、啓発活動に努めることが義務付けられました。同法に基づく「新型

インフルエンザ等対策政府行動計画93」は、２０２４年（令和６年）７月に抜本

的な見直しが行われ、基本的人権の尊重が目標の一つとして掲げられました。京

都府も同様に、２０２５年（令和７年）に「京都府新型インフルエンザ等対策行

動計画」を改定しています。 

なお、新型コロナウイルス感染症については、２０２３年（令和５年）５月、

「感染症法」に基づく５類感染症に位置付けられ、「新型インフルエンザ特措法」

に基づく基本的対処方針及び新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止されま

した。 

これらの感染症や疾病に関する人権課題については、社会的無理解や偏見が

当事者の尊厳を損ない、医療・福祉のアクセスを妨げる要因となり得るため、今

後も地域における継続的な啓発と支援体制の充実が求められます。 

【現状と課題】 

ハンセン病、ＨＩＶ感染症、難病等の患者に対する人権課題については、歴史

的な偏見や差別の蓄積に加え、現在もなお正確な理解の浸透が不十分であるこ

とが指摘されています。ハンセン病については、かつて隔離政策がとられ、患者

や家族に対して長年にわたって深刻な差別が加えられてきました。１９９６年

（平成８年）の「らい予防法」廃止を契機に、国は隔離政策の誤りを認め、２０

０１年（平成１３年）には「ハンセン病等補償法」が、２００９年（平成２１年）

には「ハンセン病問題解決促進法」が施行され、さらに２０１９年（令和元年）

には「ハンセン病家族補償法」も成立しましたが、依然として社会には偏見が根

強く残っています。 

ＨＩＶ感染症に関しては、新規報告数こそ減少傾向にあるものの、依然として

年間１，０００件超の新規感染が報告されており、特に２０〜３０代の若年層で

の性感染が顕著です。感染経路に基づく偏見や差別が、感染者の就労・生活の困

難化や、医療機関の受診回避などの深刻な問題を引き起こしており、感染拡大の

一因ともなっています。感染者の社会的孤立を防ぐには、ＨＩＶ感染症に関する

正しい知識の普及が不可欠です。 

難病については、見た目では判断できない疾患も多く、周囲の無理解から誤解

や偏見が生じやすいという課題があります。２０１５年（平成２７年）施行の「難

病法」により、共生社会の実現に向けた医療や生活支援の充実が図られています

が、依然として社会参加に対する支障が残されています。 

市民意識調査では、ハンセン病やＨＩＶ感染症、難病患者の人権が「尊重され

ていない」（「尊重されていない」と「あまり尊重されていない」の合計）との回

答は１６．０％で、「尊重されている」（「尊重されている」と「ある程度尊重さ

れている」の合計）の回答割合２２．２％を下回っているものの、全体としては
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「わからない」が５８．２％を占めており、尊重の意識が低いというよりは、「ど

う考えてよいかわからない」という市民が多数を占めていることの反映である

と考えられます。また、「感染症拡大防止のためにはプライバシーの制限もやむ

を得ない」との考えに賛成する回答が４割を超えており、個人の人権と公共の利

益の調整に対する認識の差も課題として浮かび上がっています。 

感染症全般に対しては、２０２１年（令和３年）の「新型インフルエンザ特措

法」改正により、感染症の患者や医療従事者、その家族等の人権が尊重されるこ

とが法的に明記され、国・地方自治体には差別の実態把握と啓発の推進が義務付

けられました。今後、感染症に関する誤解や風評に対して、正確な知識の普及と

差別解消の啓発を一層強化することが求められています。 

 

図表２８｜あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表２９｜人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

【施策の方向】 

①エイズ・ＨＩＶ感染症に関する理解の促進 

○ＨＩＶ感染者が若年層に広がる傾向にあることから、学校教育や社会教育

においてもエイズに対する正しい知識の普及を推進するとともに、偏見や

6.7 15.5 12.5 3.5 58.2 3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑦ハンセン病・ＨＩＶ感染症・

難病患者等の人権

全体（n=825）

尊重されている ある程度尊重されている あまり尊重されていない

尊重されていない わからない 不明・無回答

12.1 28.1 31.9 13.0 13.3 1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑩感染症患者については、感染拡大防止のため、

プライバシーの保護などが制限される場合が

あってもやむを得ない

全体（n=825）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといばそう思わない

そう思わない 不明・無回答
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差別をなくすための啓発活動や、ＨＩＶ感染者が採用時や職場内において、

不当な扱いを受けないための啓発活動を進め、エイズ患者・ＨＩＶ感染者が

尊厳を持って暮らせる社会づくりを目指した総合的な取組を京都府と連携

しながら推進します。 

②ハンセン病に関する理解の促進 

○今後とも、ハンセン病に関する正しい知識を普及させ、偏見や差別を一刻も

早く解消するため、積極的な啓発活動を推進し、ハンセン病患者が尊厳を持

って暮らせる社会づくりを目指した総合的な取組を京都府と連携しながら

推進します。 

③難病に関する正しい知識の普及啓発 

○難病に関する正しい知識の普及啓発を進め、誤解や偏見から生じる人権侵

害の防止に取り組み、難病患者が尊厳を持って暮らせる社会づくりを目指

した総合的な取組を京都府と連携しながら推進します。 

④新たな感染症に関する正しい知識の普及啓発 

○新型コロナウイルス感染症の流行では、感染者やその家族、医療従事者等に

対する偏見や差別、ＳＮＳでの誹謗中傷が大きな社会問題となりました。今

後、新たな感染症の感染拡大に伴って発生する人権侵害を防ぐため、平時か

ら行政や医師らによる正確な情報提供を徹底するとともに、学校教育等を

通じて、冷静な判断のもと行動できるよう啓発を強化します。また、感染症

の発生時においても、すべての人の人権が尊重され、支え合う社会の実現を

目指します。 
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８ 犯罪被害者等の人権問題 

【これまでの取組】 

犯罪被害者やその家族・遺族（以下「犯罪被害者等」という。）が、事件その

ものによる身体的・精神的苦痛に加え、興味本位の噂やＳＮＳ等における心ない

中傷により名誉や私生活の平穏を脅かされるなど、深刻な人権侵害に直面して

いることが指摘されています。これを受け、国は２００５年（平成１７年）に「犯

罪被害者等基本法94」を施行し、犯罪被害者等の権利利益を尊重する社会の実現

を目指してきました。 

２０２１年（令和３年）には「第４次犯罪被害者等基本計画」が閣議決定され、

「尊厳にふさわしい処遇の保障」「個別性の尊重」「切れ目のない支援」「国民の

理解促進」の４つの基本方針のもと、啓発・教育訓練の充実、相談体制の整備、

誹謗中傷対策、少年被害者支援など多岐にわたる施策が推進されています。特に

教育面では、警察・検察・更生保護職員等に対する専門研修、学校教育・社会教

育での啓発強化が図られています。また、法務省の人権擁護機関では全国の相談

窓口において、犯罪被害者等からの人権相談に対応し、人権侵犯が認められる事

案には適切な措置を講じています。近年では、ＳＮＳ等での誹謗中傷への対応と

して、違法・有害情報相談センターの運営も支援しています。 

京都府においては、２０２３年（令和５年）に「京都府犯罪被害者等支援条例
95」が新たに制定され、犯罪被害者等が安心して生活を再建できる体制の構築が

進められています。併せて「京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり計画」も

策定され、府警・支援団体と連携したワンストップ支援や医療費・見舞金等の経

済的支援の仕組みが整備されました。民間団体である公益社団法人京都犯罪被

害者支援センター96と協定を結び、電話相談「#７７００」や付き添い支援も行

われています。また、犯罪被害者週間97（毎年１１月２５日～１２月１日まで）

における啓発活動も継続され、被害者支援に対する府民の理解促進が図られて

います。 

京田辺市では、２０１１年（平成２３年）に「京田辺市犯罪被害者等支援条例
98」を施行し、見舞金の支給、公営住宅等の住居の一時的な提供、関係機関との

連携体制の整備などを柱に、被害者支援を積極的に展開しています。２０１４年

（平成２６年）には公益社団法人京都犯罪被害者支援センターと連携協定を締

結し、支援活動や広報啓発に協力しています。近年は支援対象の周知に注力し、

市ホームページや広報紙などで「ひとりで悩まずご相談を」と呼びかけ、相談し

やすい環境づくりに取り組んでいます。毎年１～２月頃に市民向けの公開講座

を開催し、被害者支援に対する市民の理解を深める機会も設けています。本市で

は人権啓発推進課が相談窓口を担い、京都府警や支援団体と連携した支援を行
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っており、「社会全体で被害者を支える」ための基盤づくりを今後も強化してい

きます。 

【現状と課題】 

犯罪被害者やその家族は、事件や事故による直接的な被害のみならず、心身の

不調や司法手続に伴う精神的・時間的負担、さらには周囲からの無責任な噂話や

心ない中傷によるプライバシーの侵害など、様々な二次被害にも苦しめられま

す。特に性暴力の被害については、身体的な影響に加え、精神的影響が大きく、

被害者が日常生活を送ることすら困難になるケースも少なくありません。また、

被害を受けても警察などへの届出をためらい、被害が潜在化する傾向も指摘さ

れています。 

こうした状況を受け、政府や司法機関、医療機関、民間被害者支援団体などが

連携して支援体制を強化し、被害者の心身の負担軽減と早期の回復を図る取組

が進められています。しかし、被害者のニーズは生活支援や医療、司法手続に関

する支援など多岐にわたり、依然として支援が十分に行き届いているとはいえ

ません。支援の充実に向けて、行政、司法、医療、民間団体が連携し、被害者一

人ひとりの状況に応じた対応が求められます。 

市民意識調査では、犯罪被害者等の人権について「尊重されていない」（「尊重

されていない」と「あまり尊重されていない」の合計）との回答は２９．２％と

ほかの人権分野に比べて特に高く、尊重されている（「尊重されている」と「あ

る程度尊重されている」の合計）は１５．０％にとどまりました。また、「精神

的・経済的負担」と「事件が周囲の噂になったり、好奇の目で見られること」に

関して、約６割の市民が問題と認識しており、被害者の置かれた状況への理解が

不足している現状が浮き彫りになっています。 

特にプライバシーの侵害については、インターネット上での情報拡散などに

よって被害が拡大することへの懸念が示されており、情報発信のあり方やプラ

イバシー保護の徹底も重要な課題です。さらに、「相談できる場所が分かりにく

い」「支援制度が十分でない」との意見も多く寄せられており、今後は、相談窓

口や支援制度の分かりやすい周知が求められます。 

こうした課題を踏まえ、犯罪被害者等が安心して生活を再建できるよう、地域

社会全体で犯罪被害者等を支え、共感と理解に基づいた支援体制を築いていく

ことが必要です。学校や地域における啓発活動の充実、支援制度の整備と周知徹

底に取り組み、誰もが安心して暮らせる社会づくりを推進していくことが重要

です。 
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図表３０｜あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表３１｜犯罪被害者やその家族に関することで、人権上、特に問題だと思うことはど

のようなことですか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

【施策の方向】 

①犯罪被害者等への相談支援活動の充実 

○京田辺市、京都府警察、関係行政機関、関係団体等で構成する、「綴喜犯罪

被害者支援連絡協議会」が中心となり、犯罪被害者等の多様なニーズに応え

るため、協議会会員相互が連携・協力し犯罪被害者等への途切れのない支援

活動を展開します。 

3.8 11.2 16.8 12.4 52.0 3.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑧犯罪被害者とその家族の人権

全体（n=825）

尊重されている ある程度尊重されている あまり尊重されていない

尊重されていない わからない 不明・無回答

66.7 

67.6 

19.2 

12.2 

23.5 

19.0 

14.8 

25.0 

1.0 

3.8 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80%

犯罪行為によって精神的・経済的な負担等を受けること

事件が周囲の噂になったり、好奇の目で見られたりすること

家族関係や友人関係で不和が生じること

本人や家族の結婚に関して、周りから反対されること

犯罪被害に遭った人に対する市民の理解が十分でないこと

相談できる場所や支援してくれる組織の存在が

わかりにくいこと

どのように相談すればよいかわからない、

または相談をためらってしまうこと

社会復帰や日常生活の再建を支援する制度が十分でないこと

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=825）
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○犯罪被害者等が少しでも早く平穏な日常生活が送れるよう心情に配意しな

がら、総合的な支援を行うとともに、初期の段階で警察等と連携を図ります。

また、性暴力被害者に対しては、被害直後から総合的な支援を行う「京都性

暴力被害者ワンストップ相談支援センター京都ＳＡＲＡ（サラ）99」と連携

し、被害者の心身の負担軽減と早期回復を図っていきます。 

②民間支援団体への支援及び連携した取組 

○公益社団法人京都犯罪被害者支援センターが行う相談業務や直接的支援100

等の活動をサポートするとともに、民間支援団体等との連携による取組を

進めます。 

③犯罪被害者等への理解や支援のための広報啓発 

○京都府や関係機関との協働により、犯罪被害者等への支援制度の周知を図

るとともに、「犯罪被害者週間」の機会の活用や、公益社団法人京都犯罪被

害者支援センターとの連携による講座の開催等により、犯罪被害者等の置

かれている状況等について、市民の理解促進を図ります。  
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９ ＬＧＢＴ等の性的少数者の人権問題 

【これまでの取組】 

性的指向や性自認に関する理解と支援は、近年、人権尊重の重要な課題として

注目されており、国や地方自治体において多様な取組が進められています。国に

おいては、２０２３年（令和５年）６月に「ＬＧＢＴ理解増進法」が施行され、

すべての人が性的指向や性自認にかかわらず、個人として尊重され、不当な差別

を受けることなく共に暮らせる社会の実現が基本理念として掲げられました。

これに伴い、関係府省庁が連携し、啓発資料の作成・配布、地方自治体への連携

体制の整備、教職員への研修、職場環境の改善、人権相談窓口の強化など、理解

促進と支援体制の充実が進められています。法務省は、啓発活動強調事項の一つ

として「性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう」を掲げ、講演会や動

画配信、企業の取組紹介を通じた周知を行っています。文部科学省は、学校現場

における対応指針や教職員研修資料を整備し、児童生徒へのきめ細かな対応を

促進しています。また、厚生労働省は、職場におけるハラスメント対策や採用に

おける公正な取扱いなど、多方面にわたる取組を展開しています。 

京都府においては、「性の多様性と人権」に関する啓発冊子を配布し、正しい

理解の促進を図るとともに、関係機関による研究会を設置して支援施策や研修

教材の開発を進めています。加えて、府はＬＧＢＴ等の性的少数者に関する職員

研修や学校教育での啓発活動を強化し、府民の理解促進に努めています。 

京田辺市においては、２０２６年（令和 8 年）２月１日に「京田辺市パート

ナーシップ宣誓制度」を導入いたしました（予定）。この制度は、一方または双

方がＬＧＢＴ等の性的少数者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとし

て、日常の生活において相互に協力し合うことを市長に宣誓し、市長が受領証等

を交付するものです。法律上の効果（婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除

等）を生じさせるものではありませんが、本制度を導入することで、市民や事業

者のみなさまへ、性の多様性やＬＧＢＴ等の性的少数者の方々に関する理解と

共感が広まることにより、二人が生活の中で抱えている困りごとや生きづらさ

が解消され、住みよい社会につながるよう取り組むものです。また、市民への啓

発として、市の公式ホームページにＬＧＢＴ等の性的少数者についての解説ペ

ージを公開し、基礎知識や日常での配慮例を紹介しており、多様な性のあり方に

対する理解の促進に努めています。また、市職員向けの人権専門研修として、Ｌ

ＧＢＴ等の性的少数者に関する研修を実施し、職員の理解と知識を深めるとと

もに、差別意識や偏見の解消に向けて教育・啓発に邁進する職員を育成するよう

取り組んでいます。性的指向や性自認にかかわらず、誰もが安心して暮らせる環

境の整備を一層推進していく必要があります。 
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【現状と課題】 

性的指向とは、同性愛者、両性愛者など人の恋愛・性愛の対象に関する概念で

あり、性自認とは、戸籍上の性別にかかわらず、自らの性をどのように認識して

いるかを示す概念です。こうした性的指向や性自認のいずれか、または両方が非

典型であるＬＧＢＴ等の性的少数者の方々は、社会生活の様々な場面において

偏見や差別に直面しやすく、そのために自身の性のあり方を打ち明けられず、生

きづらさを感じている方も少なくありません。 

国においては、２００４年（平成１６年）に「性同一性障害者の性別の取扱い

の特例に関する法律（性同一性障害特例法）101」が施行され、２００８年（平

成２０年）には法改正によって要件が一部緩和されました。さらに２０２３年

（令和５年）には「ＬＧＢＴ理解増進法」が成立し、ＬＧＢＴ等の性的少数者に

対する理解促進と差別の解消に向けた社会全体での取組が求められています。

また、文部科学省からは、学校において性同一性障がい等の児童生徒に配慮する

旨の通知が出されるなど、教育現場でも対応が進められています。 

京田辺市においても、リーフレットの配布、公文書における性別記載欄の見直

し、当事者を講師とした研修の実施など、多様な取組を通じて市民の理解促進に

努めてきました。 

市民意識調査では、ＬＧＢＴ等の性的少数者の人権が「尊重されていない」

（「尊重されていない」と「あまり尊重されていない」の合計）と回答した割合

が２４．５％で、「尊重されている」（「尊重されている」と「ある程度尊重され

ている」の合計）と回答した割合２８．９％とほぼ拮抗しており、肯定・否定の

認識が分かれている状況です。また、「わからない」との回答も４２．７％にの

ぼり、ＬＧＢＴ等の性的少数者の人権に関する認識や理解が依然として確立途

上であることがうかがえます。 

「ＬＧＢＴ等の性的少数者について知っている」とする回答は、全体では８割

を超えています。しかし、年齢別でみると、若年層では理解が進んでいる一方、

高齢層では認知がやや低い傾向にあります。また、「カミングアウト102できない

社会は問題である」と考える人は６７．５％にのぼり、多様な性を受け入れる社

会の重要性を認識する市民も増加しています。加えて、「幼少期からの教育の充

実」を求める声も一定数あり、今後は全世代を対象とした教育・啓発の充実に加

え、当事者の声を反映した制度づくりが求められています。 

性的指向や性自認にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らせる社会の

実現に向けて、市民一人ひとりが理解と尊重の意識を高めていくことが重要で

す。今後も、啓発、相談体制の強化、制度整備の検討を進め、誰もが多様性を認

め合い共生できる地域社会を目指していきます。 
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図表３２｜あなたは、次にあげた人権が尊重されていると思いますか 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表３３｜あなたは、「ＬＧＢＴ等の性的少数者」について知っていますか（年齢別） 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表３４｜人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

  

7.6 21.3 18.2 6.3 42.7 3.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑩ＬＧＢＴ等の

性的少数者の人権

全体（n=825）

尊重されている ある程度尊重されている あまり尊重されていない

尊重されていない わからない 不明・無回答

知っている 知らない 不明・無回答

％ ％ ％

825 84.1 13.0 2.9

18・19歳 15 86.7 6.7 6.7

20～29歳 74 90.5 9.5 0.0

30～39歳 132 88.6 10.6 0.8

40～49歳 137 89.8 8.8 1.5

50～59歳 181 85.6 12.2 2.2

60～69歳 138 81.2 13.8 5.1

70歳以上 137 72.3 22.6 5.1

※LGBT理解増進法の認知度の『内容を知っている』は「内容をよく知っている」と「内容を少し知っている」の合計

n

全体

年齢
10歳階級

32.7 34.8 24.6 
3.4 

2.5 
1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑫ＬＧＢＴ等の性的少数者であることを

身近な人にもいえない社会は問題である

全体（n=825）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといばそう思わない

そう思わない 不明・無回答
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図表３５｜ＬＧＢＴ等の性的少数者が、自分の性のあり方について打ち明け（カミング

アウト）ができるような、暮らしやすい社会となるためには、特にどのような取組が大

切だと思いますか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

【施策の方向】 

①理解促進と教育啓発 

○性の多様性への理解を深め、偏見や差別を解消するため、市民全般に向けた

啓発活動や講演会などを実施します。ＬＧＢＴ等の性的少数者に関するリ

ーフレットの配布、公文書における性別記載欄の見直し、当事者による講演

会の実施など多様な取組を行います。学校教育においては、発達段階に応じ

た人権教育の中で多様性に関する指導を行い、児童生徒の心情に配慮した

支援に取り組みます。併せて、市職員に対する研修の充実も図ります。 

②パートナーシップ宣誓制度 

○京田辺市は２０２６年（令和８年）２月１日に「京田辺市パートナーシップ

宣誓制度」を導入しました（予定）。多様な性的指向や性自認の理解は、ま

64.6 

13.4 

33.9 

24.4 

29.0 

23.2 

12.2 

5.6 

5.9 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80%

多様な性のあり方について理解を深める教育を

幼少期から進めていく

パンフレットやＳＮＳなど、様々な情報媒体を活用して

知識の周知啓発を進める

専門的な相談機関や悩みを相談できるカウンセラーなど、

信頼できる相談先や支援制度を充実させる

市内の学校や企業などに対して、

性的多様性についての周知啓発を進める

ＬＧＢＴ等の性的少数者のカップルなどに対して、結婚に相当

する関係とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮

を受けやすくする制度(パートナーシップ制度)を制定する

国が同性婚を認める法整備を進める

ＬＧＢＴ等の性的少数者の方が、

社会の中で活躍している事例を共有する

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=694）
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だ十分に進んでいるとはいえませんが、本制度を導入することにより、ＬＧ

ＢＴ等の性的少数者の生きづらさ・差別・偏見の解消や理解促進につなげ、

すべての市民が性の多様性に関する理解を深め、自分らしく生きることの

できるまちづくりを進めていきます。 
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10 インターネット上での人権問題 

【これまでの取組】 

インターネットは、スマートフォンやＳＮＳ等の普及により、日常生活に欠か

せない情報基盤として浸透していますが、その一方で、誹謗中傷やプライバシー

侵害、差別的言動の拡散、ネットいじめといった深刻な人権侵害が生じています。

特に、ＳＮＳの拡散性や匿名性が被害の深刻化・長期化に拍車をかけており、名

誉毀損や個人攻撃、マイノリティに対する差別の温床ともなっています。 

国においては、こうした課題に対処するため、「特定電気通信役務提供者の損

害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）
103」や刑法の改正による法的対応の強化に加え、２０２０年（令和２年）９月

には「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ104」を策

定し、教育・啓発から削除要請支援まで包括的な対策を推進しています。また、

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策

に関する基本的な計画」に基づくモラル教育の強化や、ＬＩＮＥ相談、法務局・

総務省による相談窓口の整備、削除要請の実効性向上など、多層的な対応が取ら

れています。 

さらに、２０２５年（令和７年）４月に施行された「情報流通プラットフォー

ム対処法」では、悪質な投稿者の特定を容易にし、被害者が名誉回復や被害救済

を図りやすくなるよう、発信者情報開示請求の手続の迅速化・明確化、そしてプ

ラットフォーム事業者への責務の強化が図られています。これにより、情報流通

における透明性と安全性の確保が期待されています。 

京都府においては、ＳＮＳ上での誹謗中傷や差別表現への懸念から、２０２１

年（令和３年）以降、府民向けに人権セミナーや啓発イベントを開催し、発信者

情報開示請求などの具体的対応も紹介しています。とりわけ青少年に向けた情

報モラル教育に注力し、学校現場ではネットいじめの防止教材の配布等が行わ

れています。 

京田辺市においても、ホームページ等を通じてインターネット上の人権侵害

に関する相談先の案内を行っているほか、法務局や京都府と連携しプロバイダ

等への削除要請を実施しています。さらに、市公式ＳＮＳ等で差別的投稿を発見

した場合には速やかに非表示・通報など適切な措置を講じています。 

【現状と課題】 

インターネットは、情報化の進展に伴って社会全体に広がり、スマートフォン

の普及やＳＮＳ等の拡大により、私たちの日常生活に深く浸透しています。一方

で、その匿名性や発信の容易さを背景として、他者への誹謗中傷や差別を助長す



65 

る表現、プライバシーの侵害、リベンジポルノ、さらには犯罪を誘発する情報交

換の場として悪用される事例も発生しており、人権にかかわる様々な課題が顕

在化しています。加えて、人工知能（ＡＩ）の技術を用いた偽・誤情報が様々な

分野で存在しており、デマやフェイク画像が拡散されるなどの問題も発生して

います。 

市民意識調査では、インターネット上の人権侵害として「他人を誹謗中傷する

情報の掲載」が８４．８％と最多で、次いで「ＳＮＳによる交流が犯罪を誘発す

る場になっていること」が５６．４％と続き、市民の強い問題意識がうかがえま

す。一方で、１８・１９歳の年齢層では、プライバシー侵害や部落差別に関する

情報への問題意識が他世代よりも低く、若年層への理解促進が今後の課題です。

インターネットによる人権侵害を改善する対応策としては、「利用ルールやマナ

ーに関する教育・啓発の推進」が６６．１％、「不適切な情報発信者への監視・

取締りの強化」が６０．４％と高く、ネットリテラシー教育の充実や世代別の課

題に即した啓発活動が重要です。インターネットを利用するすべての人が、情報

発信の責任と倫理意識を持ち、差別や誹謗中傷が起こらないよう、今後も啓発活

動を進めます。 

 

図表３６｜あなたは、インターネット上での人権侵害に関し、現在、どのような人権問

題が起きていると思いますか（年齢別） 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

  

他人を誹謗中傷
する情報が掲載
されること

他人に差別をし
ようとする気持
ちを起こさせた
り、それを助長
するような情報
が掲載されるこ
と

ＳＮＳ（LINEやⅩ
（旧Twitter）な
ど）による交流
が犯罪を誘発す
る場となってい
ること

捜査の対象と
なっている未成
年者の実名や
顔写真が掲載さ
れること

ネットポルノが
存在しているこ
と

プライバシーに
関する情報が掲
載されること

リベンジポルノ
（元交際相手な
どの性的画像を
無断でネット上
に公開する行
為）が行われて
いること

特定の地域が
被差別部落（旧
同和地区）であ
る、または、あっ
たと示唆するよ
うな情報が掲載
されること

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 84.8 49.3 56.4 19.0 28.5 45.9 34.3 20.6

18・19歳 15 80.0 46.7 26.7 6.7 33.3 26.7 20.0 6.7

20～29歳 74 85.1 50.0 52.7 21.6 35.1 48.6 36.5 18.9

30～39歳 132 82.6 49.2 62.9 15.2 27.3 43.2 39.4 20.5

40～49歳 137 88.3 59.9 65.0 25.5 35.0 45.3 44.5 21.9

50～59歳 181 86.7 51.4 59.7 23.2 28.7 51.4 34.8 23.2

60～69歳 138 89.1 47.1 52.2 18.8 26.8 48.6 29.7 22.5

70歳以上 137 79.6 41.6 49.6 11.7 20.4 41.6 24.8 17.5

障がいのある人
に対する差別を
助長するような
情報が掲載され
ること

外国人に対する
差別を助長する
ような情報が掲
載されること

ＬＧＢＴ等の性的
少数者に対する
差別を助長する
ような情報が掲
載されること

その他
そのような問題
は起きていない

わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

825 19.8 17.7 18.2 1.6 0.1 3.6 3.2

18・19歳 15 26.7 20.0 13.3 0.0 0.0 0.0 6.7

20～29歳 74 27.0 28.4 29.7 4.1 0.0 5.4 0.0

30～39歳 132 19.7 16.7 18.9 2.3 0.0 3.8 0.8

40～49歳 137 18.2 17.5 21.2 2.2 0.7 0.7 2.9

50～59歳 181 19.9 21.0 13.8 1.1 0.0 3.3 1.1

60～69歳 138 16.7 16.7 21.7 0.7 0.0 1.4 5.1

70歳以上 137 20.4 10.9 12.4 0.7 0.0 7.3 6.6

年齢
10歳階級

n

全体

n

全体

年齢
10歳階級
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図表３７｜インターネットによる人権侵害を改善するためには、あなたはどうすれば

よいと思いますか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

【施策の方向】 

①インターネット上の人権問題に関する教育・啓発 

○インターネットはその性質上、一旦情報や画像が流出すると、完全に消し去

ることが極めて困難です。個人の名誉をはじめ、人権に関する正しい理解と

認識を広げ、安心してインターネットを利用できるよう、インターネットの

仕組みと危険性について市民に周知し、情報モラルとメディアリテラシー

の向上を図ります。また、フィルタリングサービスの利用啓発やＳＮＳ利用

に関する注意喚起など、京都府等と連携し、家庭や地域でのインターネット

の適切な利用について教育・啓発を行います。 

②インターネット上の人権侵害への相談・支援 

○インターネット上の人権侵害は被害回復が困難な場合が多く、被害者が一

人で悩まず、安心して相談できるよう、各種相談窓口の周知に努めるととも

に、複雑化・多様化する相談内容に的確に対応するため、相談員や職員の研

修を充実し、関係機関との連携を強化します。 

③インターネット上の差別情報の監視と対策 

○インターネット上の差別的な書き込みや動画、人権侵害にあたる情報等の

拡散を防ぐため、京都府と連携し、定期的なモニタリング（監視活動）を実

施します。モニタリングにより悪質な情報が発見された場合は、法務局や京

66.1 

32.5 

51.9 

60.4 

15.9 

1.0 
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4.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80%

インターネットを利用するときのルールや

マナーについての教育、啓発を推進する

プロバイダ等に対し個人のプライバシーや名誉に

関する正しい理解を深めるための啓発活動を推進する

プロバイダ等に対し削除を求める

不適切な情報発信者に対する監視、取締りを強化する

表現の自由に関わる問題であり 慎重に対応する

必要がある

プロバイダ等の自主性に任せる

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=825）
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都府等の関係機関と連携し、削除要請を行います。 
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11 様々な人権問題 

これまでに記述した以外にも、次に掲げるような様々な人権問題が存在して

います。 

（１）アイヌの人々等 

アイヌの人々については、２００８年（平成２０年）に国会で採択された「ア

イヌ民族を先住民族とすることを求める決議」に関する内閣官房長官談話を受

け、国はこれまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組む

ため、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」を開催し、２００９年（平

成２１年）に報告書を取りまとめました。同報告書では、国には先住民族である

アイヌの文化の復興に配慮すべき強い責任があるとした上で、偏見や差別の解

消や新たな施策の円滑な推進のため、国民による正しい理解と知識の共有が必

要であると指摘されています。 

２０１９年（令和元年）には、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現

するための施策の推進に関する法律（アイヌ施策推進法）105」が施行され、国

及び地方公共団体に対し、教育活動や広報活動等を通じて、アイヌに関する国民

の理解を深めるよう努めることが求められました。 

この法律に基づき、国は北海道白老町に「民族共生象徴空間（ウポポイ）」を

２０２０年（令和２年）７月に開設しました。ウポポイは、国立アイヌ民族博物

館や体験交流ホールを備えたアイヌ文化の復興と発信の中核拠点であり、伝統

舞踊や工芸、アイヌ語の解説などを通じて、多くの来場者に対し文化の理解促進

に寄与しています。 

また、法律施行後は交付金を活用した奨学金制度や生活向上事業の拡充が進

められ、北海道内の市町村やアイヌ施策担当機関への財政支援も強化されまし

た。これにより、特に高校・大学進学率の向上や、伝統工芸（刺繍や木彫り）、

古式舞踊の保存会活動への補助など、文化・教育両面での支援が着実に進められ

ています。 

引き続き、アイヌの人々について、民族としての誇りと先住性を尊重し、伝統

と文化に関する知識の普及と啓発を推進します。 

アイヌの人々を含め、我が国における地域や出身による多様な文化について

は、理解の低さから、いまだ心ない誹謗中傷を受けることがありますが、正しい

知識と、それぞれの文化を認め合う多文化共生の視点を持つことができるよう

啓発していきます。 
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（２）刑を終えて出所した人 

刑を終えて出所した人に対しては、本人に更生の意欲があっても、住民の意識

の中に根強い偏見や差別意識が存在しており、親族であっても身元の引受けが

難しい場合や、就労、住居の確保などの問題を抱えることが少なくありません。

こうした課題に対応し、刑を終えた人が地域の人々の理解と協力を得て円滑に

社会復帰できるよう、継続的な啓発の推進が求められます。 

このような中で、２０１６年（平成２８年）１２月には「再犯の防止等の推進

に関する法律（再犯防止推進法）106」が施行されています。この法律により、

国や地方公共団体には、再犯防止のための計画策定が推奨され、国は２０１７年

（平成２９年）に「第一次再犯防止推進計画」を、２０２３年（令和５年）に「第

二次再犯防止推進計画」を策定しました。この計画では、就労・住居の確保や保

健医療・福祉サービスの利用の促進、学校等と連携した修学支援の実施など、総

合的な施策が展開されています。また、これに呼応し、各地の自治体にも地域版

の再犯防止推進計画の策定が進められており、出所者支援は国の「犯罪対策」か

ら、地域の「福祉施策」へと裾野が広がってきています。 

京田辺市においても、２０１５年（平成２７年）１２月に開所された綴喜地区

更生保護サポートセンター107と随時連携し、罪を犯した人及び非行のある少年

の改善更生に向けた取組を進めています。また、毎年７月の「社会を明るくする

運動」強調月間には、綴喜地区保護司会と連携して、犯罪や非行の防止、罪を犯

した人の更生に対する理解を深めるため、街頭啓発や講座など様々な活動を展

開し、誰一人取り残さない安心・安全な地域社会の実現を目指しています。 

（３）北朝鮮当局における拉致問題等 

北朝鮮当局による拉致問題については、２００２年（平成１４年）９月１７日

に行われた日朝首脳会談における交渉の結果、北朝鮮当局は公式に日本人拉致

を認め、同年１０月に５人の被害者が帰国しましたが、政府は、北朝鮮当局によ

る拉致被害者として認定する１７名のほかにも北朝鮮当局による拉致の可能性

を排除できない事案があるとの認識のもと、所要の捜査・調査を進めており、そ

の中には京都府関係者も含まれています。 

国連においては、２００３年（平成１５年）以来毎年、我が国が提出している

北朝鮮人権侵害状況決議が採択され、北朝鮮当局に対し、拉致被害者の即時帰国

を含めた拉致問題の早急な解決を強く要求しています。 

国は２００５年（平成１７年）の国連総会決議を踏まえ、２００６年（平成１

８年）６月には「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関す

る法律（北朝鮮人権侵害対処法）108」を制定し、国や地方公共団体の責務とし
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て、拉致問題等に関する国民世論の啓発を図るよう努めるものとされています。 

北朝鮮当局による拉致は、国民に対する人権侵害であり、我が国の主権及び国

民の生命と安全にかかわる重大な問題です。拉致問題等の解決には、幅広い国民

各層及び国際社会の理解と支持が不可欠であり、その関心と認識を深めること

が重要です。 

市民の拉致問題への関心と認識を深めるために、「北朝鮮人権侵害問題啓発週

間」（毎年１２月１０日～１６日）を中心に、国や京都府とも連携して、拉致問

題の周知啓発を推進します。 

（４）ホームレス 

近年の我が国の経済・雇用情勢を反映し、様々な原因によりホームレスとなる

ことを余儀なくされている人が都市部を中心に存在しています。多くの人が、食

事の確保や健康面の問題等を抱え、また、一部には地域住民とのあつれきが生じ

ることから、ホームレスの人の人権への配慮が求められています。 

なお、ホームレスに至る原因は、高齢化や健康上の理由、失業や仕事の減少、

家庭内の問題など、複数の要因が複雑に絡み合っているケースも多くあります。

ホームレスを取り巻く課題を解決していくためには、地域社会の中で自立した

日常生活が可能となるよう支援していくことが必要であり、２００２年（平成１

４年）に制定された「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法（ホームレ

ス自立支援法）109」に基づいて策定される「ホームレスの自立の支援等に関す

る基本方針」（２０２３年（令和５年）に新たに策定）を踏まえ、関係機関と連

携・協力し、ホームレスの自立支援等に関する施策を総合的に推進します。 

また、生活保護に至る前の生活困窮者に対する自立支援を強化する「生活困窮

者自立支援法110」が２０１５年（平成２７年）４月に施行されており、ホーム

レス対策については、「ホームレス自立支援法」の趣旨を踏まえつつ、生活困窮

者自立支援制度などにより、自立支援を推進します。 

（５）婚外子（非嫡出子） 

結婚、家族に対する意識が多様化する中で、婚外子（非嫡出子）111について

は、民法や戸籍法施行規則の改正により、戸籍上の続柄の記載や、相続分が嫡出

子と同じ取扱いとなりました。また、民法等の嫡出推定制度見直しを盛り込んだ

改正法が、２０２２年（令和４年）１２月１０日に可決、１６日に公布され、２

０２４年（令和６年）４月１日から施行されました。これにより、母の再婚後に

生まれた子は再婚後の夫の子と推定されるなど、無戸籍問題の解消を目指して

います。加えて、施行前に生まれた子や母も、施行日から１年間は嫡出否認の訴
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えが可能となりました。 

婚外子（非嫡出子）であることを理由に偏見や差別を受けることがないよう、

啓発を推進します。 
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12 社会情勢の変化等により顕在化している人権にかかわる課題 

（１）個人情報の保護 

【現状と課題】 

情報通信技術の発達等による情報化の進展は、生活に様々な利便をもたらす

反面、個人情報が独自の価値を持つものとして大量に収集されたり、商品化され

たりするなど、個人の権利利益が侵害されるおそれが生じています。 

個人情報の流出や漏洩は、個人のプライバシーを侵害するものであり、安心し

て社会生活を営む上での大きな障がいとなるものですが、コンピュータウイル

スや不正アクセスにより個人情報を盗み出すという悪質な事件も起きています。 

また、２００３年（平成１５年）に施行された「個人情報の保護に関する法律

（個人情報保護法）112」により、個人情報を取り扱う事業者に対し、個人情報

について利用目的の特定、適正な取得、取得に際する利用目的の通知または公表、

安全管理、第三者提供の制限などの義務が課せられています。２０２０年（令和

２年）に同法は改正され、２０２２年（令和４年）、２０２３年（令和５年）に

施行されていますが、個人情報の利用停止・消去等の請求権が拡充されたほか、

漏えい等が発生した場合に個人の権利利益を害するおそれが大きい事態につい

ては、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されました。 

京田辺市においては、市民の個人情報に関する権利利益の保護を図るため、個

人情報の適正な取扱いを定めた「京田辺市個人情報保護条例」を２００３年（平

成１５年）に施行し、その後、罰則対象の拡大や重罰化のほか、個人番号を内容

に含む個人情報である特定個人情報の適正な取扱いを定めるなど同条例を改正

し、本市における個人情報の取扱いの適正化に努めてきました。２０２５年（令

和７年）２月には、近年情報漏えいや不正アクセスが増加していることも踏まえ、

保有個人情報、個人番号及び特定個人情報の適切な管理について、必要な事項を

定めた「京田辺市保有個人情報等の管理に関する規程」を制定しました。 

市民意識調査では、過去５年間に人権侵害を受けたと感じたことがある市民

のうち、１３．２%がプライバシーの侵害を経験したと回答しています。「悪口

など誹謗中傷する内容でないのであれば、本人の許可なくＳＮＳや動画サイト

などに個人の情報を掲載しても問題ない」という考えに対しては、約９割の市民

が否定しており、市民のプライバシー保護意識の強さがうかがえる一方、「感染

症拡大防止のためには、プライバシーの保護などが制限される場合があっても

やむを得ない」という考えを肯定する声は約４割となっており、状況による認識

の揺れも見られます。引き続き、個人情報を適切に取り扱うための幅広い教育・

周知を進めていくことが求められます。  
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図表３８｜（過去 5 年間に自分の人権を侵害されたと感じたことがある人に対して）

それは、どのような人権侵害でしたか 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

図表３９｜人権の尊重や侵害について、あなたの考えを教えてください 

 
資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 
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企業・団体による不当な扱い

地域での暴力、脅迫、無理強い、仲間外れ

家庭での暴力や虐待

差別待遇（信条・性別・出身地・社会的地位・

心身の障がいによるものなど）

プライバシーの侵害

パワーハラスメント（職場において、地位などの

優位性を利用して行ういじめや嫌がらせ）

セクシャルハラスメント（性的嫌がらせ）

その他

わからない

不明・無回答

全体（n=106）

12.1 

0.1 

28.1 

1.3 

31.9 

6.1 

13.0 

11.2 

13.3 

79.6 

1.6 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑩感染症患者については、感染拡大防止のため、

プライバシーの保護などが制限される場合が

あってもやむを得ない

⑮悪口など誹謗中傷する内容でないのであれば、

本人の許可なくＳＮＳや動画サイトなどに

個人の情報を掲載しても問題ない

全体（n=825）

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといばそう思わない

そう思わない 不明・無回答
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【施策の方向】 

①適正な取扱い 

○「京田辺市個人情報保護条例」を適正に運用し、個人の権利利益の保護を図

るとともに、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の実施にあたって

は、これまで以上に個人情報の保護について厳格に取り扱います。また、個

人のプライバシー等を守ることの重要性や情報の収集・発信における責任

やモラルについての正しい理解と認識を広げるための教育・啓発に取り組

みます。 

②身元調査の防止 

○個人に関する情報を本人の了解なく調査する身元調査は、その内容によっ

ては、結婚や就職において重大な人権侵害にあたる極めて深刻な問題であ

り、市民や事業者が自ら身元調査を行ったり依頼することはもちろん、調査

に応じること自体が個人のプライバシー等の侵害となるおそれがあること

について、市民や関係者への啓発を推進します。 

○身元調査などの目的で、戸籍謄本や住民票の写しなどが、本人の知らないと

ころで不正に取得されることを防止するために、京田辺市では、２０１４年

（平成２６年）６月から「事前登録型本人通知制度113」を導入しています。

この制度をさらに有効なものとしていくため、この制度の普及に向けて引

き続き市民への啓発を推進します。 

（２）安心して働ける職場環境の推進 

【現状と課題】 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章114」では、仕事と生

活の調和が実現した社会は、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら

働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て

期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社

会」とされています。 

やりがいと充実感を感じながら仕事上の責任を果たしていくためには、誰も

が安心して働ける職場環境を整えることが必要です。しかし、立場の優位性を利

用して人格や尊厳を傷つけるパワー・ハラスメントの顕在化、職場でのセクシュ

アル・ハラスメントや、妊娠・出産、育児休業等を理由とする嫌がらせや解雇な

どの不当な処遇を行うマタニティ・ハラスメント115が問題となっているほか、

長時間・過重労働や賃金不払残業などによる違法な働き方を強いる企業の存在

が社会問題化しています。また、２０２５年（令和７年）６月に成立した「労働
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施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律（労働施策総合推進法）116」の改正法では、顧客らによる暴言や過剰な迷

惑行為などが従業員に精神的・身体的苦痛を与えるカスタマーハラスメント117

への対策が盛り込まれています。 

厚生労働省の報告によると、都道府県労働局へのハラスメントに関する相談

件数は年々増加傾向にあり、２０２３年度（令和５年度）時点で１３４，２４４

件となっています。これまではいじめや嫌がらせに関する相談が全体の大部分

を占めていましたが、２０２０年度（令和２年度）の「労働施策総合推進法」改

正施行によってパワー・ハラスメント対策が義務化されてからは、パワー・ハラ

スメントに関する相談が増加傾向にあります。京都労働局の民事上の個別労働

紛争における「いじめ・嫌がらせ」の相談件数に関しても、２０２３年度（令和

５年度）は前年度より約１２％増加した１，９９３件となっており、引き続き喫

緊の対応が必要な課題となっています。 

市民意識調査では、人権侵害を経験した回答者のうち、約半数がその内容とし

てパワー・ハラスメントを挙げており、職場における人権問題の深刻さが浮き彫

りとなっています。特に４０～５０歳代の経験率が高く、男性の方がやや多い傾

向も見られます。また、全体の３６．１％が企業での人権尊重の取組支援を重視

しており、成人向け人権啓発の機会の不足や、意識の低い層への働きかけの難し

さも課題として指摘されています。 
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図表４０｜（過去 5 年間に自分の人権を侵害されたと感じたことがある人に対して）

それは、どのような人権侵害でしたか（性別・年齢別） 

 

資料：「第３次京田辺市人権教育・啓発推進計画」策定に関する意識調査（２０２５年（令和７年）１月実施） 

 

【施策の方向】 

①ハラスメント対策 

○パワー・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント、セクシュアル・ハラス

メントなど、ハラスメントを防止するには、企業で働く人一人ひとりが自ら

防止する意識を持ち、組織として意識改革に取り組むことが必要なことか

ら、企業・事業所に対する広報・啓発を推進します。 

②ワーク・ライフ・バランスの取組 

○ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、様々な行政分野が連携して、市

あらぬ噂や悪口
による、名誉・信
用などの侵害

公的機関による
不当な扱い

企業・団体によ
る不当な扱い

地域での暴力、
脅迫、無理強
い、仲間外れ

家庭での暴力や
虐待

差別待遇（信
条・性別・出身
地・社会的地
位・心身の障が
いによるものな
ど）

％ ％ ％ ％ ％ ％

106 36.8 8.5 22.6 12.3 10.4 17.0

男性 40 40.0 12.5 20.0 15.0 7.5 17.5

女性 58 34.5 5.2 19.0 10.3 13.8 15.5

（　　） 6 33.3 16.7 50.0 0.0 0.0 16.7

18・19歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 6 50.0 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0

30～39歳 18 27.8 0.0 22.2 11.1 16.7 27.8

40～49歳 24 41.7 12.5 29.2 12.5 4.2 12.5

50～59歳 30 33.3 10.0 20.0 13.3 6.7 6.7

60～69歳 16 50.0 12.5 18.8 18.8 12.5 25.0

70歳以上 9 22.2 11.1 11.1 0.0 22.2 33.3

プライバシーの
侵害

パワーハラスメ
ント（職場におい
て、地位などの
優位性を利用し
て行ういじめや
嫌がらせ）

セクシャルハラ
スメント（性的嫌
がらせ）

その他 わからない 不明・無回答

％ ％ ％ ％ ％ ％

106 13.2 54.7 9.4 4.7 0.0 0.0

男性 40 15.0 62.5 10.0 5.0 0.0 0.0

女性 58 12.1 46.6 10.3 5.2 0.0 0.0

（　　） 6 16.7 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0

18・19歳 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 6 33.3 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～39歳 18 5.6 50.0 22.2 0.0 0.0 0.0

40～49歳 24 16.7 66.7 4.2 8.3 0.0 0.0

50～59歳 30 6.7 73.3 10.0 3.3 0.0 0.0

60～69歳 16 12.5 43.8 12.5 0.0 0.0 0.0

70歳以上 9 22.2 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0

n

全体

性別

年齢
10歳階級

n

全体

性別

年齢
10歳階級
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民意識の一層の醸成を図るとともに、育児休業や介護休業の取得促進も踏

まえながら、企業・事業所に対する広報・啓発に努めます。 

③選考過程における人権の尊重 

○性別や障がいの有無などによる差別をすることなく、応募者の適性と能力

に基づいた公正な採用選考を徹底することについて、企業・事業所に対する

広報・啓発を推進します。 

（３）自殺対策の推進 

【現状と課題】 

自殺には、心身の問題のみならず、経済や仕事をめぐる環境、職場や学校での

人間関係など、様々な社会的な要因等が複雑に関係しており、その多くは防ぐこ

とができる社会的な問題であり、社会全体で自殺対策に取り組んでいく必要が

あります。 

自殺の背景・原因となり得る失業や長時間労働、多重債務等の経済・生活問題、

がん、うつ等の健康問題、家族間の不和、離婚等の家庭問題等は、誰もが自らの

人生の様々な場面で抱える可能性があるとともに、自殺に関する正確な情報発

信が十分でないこと等から、遺族は偏見に苦しんでいます。 

上記のような状況を踏まえ、国は、自殺対策を総合的に推進することを目的と

して、平成１８年（２００６年）に「自殺対策基本法（自殺対策法）118」を施行

し、平成１９年（２００７年）には政府が推進すべき自殺対策の指針として「自

殺総合対策大綱」を閣議決定しました。この大綱はおおむね５年を目途に見直し

を行うこととされており、２０２２年（令和４年）１０月に閣議決定された新た

な大綱では、こどもや若者の自殺対策の更なる推進・強化、女性に対する支援の

強化などが新たな取組として加えられています。 

【施策の方向】 

①総合的な自殺対策の推進 

○「京都府自殺対策に関する条例」に基づき、京都府と連携し、悩みを抱えた

人の孤立を防ぎ、地域社会の一員として共に生き、共に支え合う社会を実現

するため、総合的かつ計画的に自殺対策を推進します。 

○２０１９年（平成３１年）３月には、誰もが自殺に追い込まれないまちを目

指し、それを実現するための重点的な柱と、それに沿った具体的な取組を定

め、自殺対策を総合的かつ計画的に推進していくため、「京田辺市“生きる”

支援計画－京田辺市自殺対策計画－119」を策定、２０２４年（令和６年）
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３月には第２期計画を策定しました。この計画に基づき、各事業を展開して

いきます。 

②人材の養成 

○ゲートキーパーなど、悩んでいる人に気付き、声をかけ、話を聞いて、必要

な支援につなげ、見守ることのできる人材を育成します。 

③相談その他の支援の提供体制の充実 

○ひとやすみコール（相談専用電話）による電話相談を実施し、相談事業の充

実を図ります。また、インターネットや携帯電話を用いて自分で簡単にメン

タルヘルスチェックができるシステム「こころの体温計」により、自殺の要

因の一つであるうつ病などを自ら早期に発見する機会をつくるとともに、

相談窓口について周知を図ります。 

（４）災害時の配慮 

【現状と課題】 

体育館などに指定されている指定避難所は、その多くが本来の用途に基づい

て設計されているため、高齢者や障がいのある人、乳幼児を抱える家庭などの災

害時要配慮者が長期にわたって生活する場としては、十分な環境が整っていな

いのが実情です。２０１１年（平成２３年）の東北地方太平洋沖地震（東日本大

震災）では、災害関連死が多数発生し、生活環境が原因で健康を著しく損なう深

刻な事例が報告されました。 

また、２０１６年（平成２８年）の熊本地震では、避難所の環境が整っていな

いことから、倒壊のおそれがある自宅にとどまったり、車中泊を強いられる要配

慮者が続出し、指定された福祉避難所に避難者が殺到した結果、本来の機能を十

分に発揮できなかったという課題も明らかとなりました。このような事態を防

ぐには、避難所環境の向上に努めるとともに、災害発生直後に要配慮者を含む、

すべての住民が安心して過ごせる避難所の整備が求められています。 

新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、避難所での感染拡大防止に向け

た受付時のスクリーニング、動線分離、分散避難の周知なども重要な課題となっ

ています。また、気候変動の影響により、風水害の頻発化・激甚化が進む中、京

都府との連携のもとで地域ごとの災害リスクを住民全体で共有し、区・自治会や

自主防災組織などを中心に、的確な避難誘導ができる人材の育成とともに、災害

時要配慮者を含めた避難の実効性の確保が課題です。 

さらに、２０２４年（令和６年）１月１日に発生した能登半島地震では、イン

ターネット上に偽・誤情報が拡散され、社会不安の助長や救援活動の妨げとなる
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事態が発生しました。これを受け、法務省及び総務省はＳＮＳ公式アカウントを

通じて、正確な情報に基づいた冷静な行動を呼びかけるとともに、真偽不明の情

報を安易に拡散しないよう注意を促しました。併せて、総務省は主要なＳＮＳプ

ラットフォーム事業者に対して、利用規約を踏まえた適正な対応を行うよう要

請しています。災害時の誤情報対策も、被災者の人権擁護と安全確保に直結する

課題であり、今後の災害対応における重要な視点となっています。 

【施策の方向】 

①避難所の体制整備 

○いざという災害に備え、ハード面の整備や避難所運営体制を整えることは

もちろん、ソフト面（人材の養成）にも取り組み、要配慮者を含むすべての

人が安心して過ごすことができる避難所の体制整備を推進します。 

②避難体制の強化 

○要配慮者の避難を円滑に行うため、個別避難計画の作成を促進します。避難

所等の生活支援のため、福祉避難サポートリーダー、通訳ボランティア等の

活用を進めるとともに、在宅の高齢者、障がいのある人、難病者、妊産婦・

乳幼児、外国人、ＬＧＢＴ等の性的少数者等へのきめ細かな配慮がなされる

よう、京都府と連携して対応を進めます。 

○水害時等に円滑に住民が避難できるよう、被害想定のある地域において作

成した地域版ハザードマップの周知に努めます。また、災害時に適時的確に

避難を促すために、区・自治会や自主防災組織等が中心となり地域で災害時

要配慮者への対応を含めた各種訓練の取組を支援します。 

③災害時における誤情報拡散の防止 

○災害時など社会的な混乱が発生した際、インターネットやＳＮＳを通じた

デマや誤った情報の拡散は、重大な人権侵害につながります。不確かな情報

に惑わされず、誰もが冷静な判断のもと行動できるよう、行政から正確な情

報を迅速に発信します。併せて、学校や地域、家庭など様々な場を通じて、

情報を正しく判断し活用する能力（情報リテラシー）を高める教育・啓発を

推進します。 
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第４章 人権教育・啓発の推進 

京田辺市においては、前章で挙げた様々な人権問題について常に配慮すると

ともに、人権意識の高揚を図るために実施してきた教育や啓発活動の中で積み

上げられてきた成果も踏まえ、一人ひとりを大切にした取組を推進することと

しています。 

人権教育・啓発の推進にあたっては、第２章で定めた「人権教育・啓発の視点」

に基づき、それぞれが主体的な取組の中から、 

・ 人権を自分自身にかかわる具体的権利として理解することができる 

・ 自分の人権を大切にするのと同じように他人の人権も尊重するという認

識のもとに、一人ひとりの人権について考えていくことができる 

・ 人と自然の共生や、国家や世代の枠組みを超えて将来の世代も含めた人類

すべての広がりの中で、人権をとらえることができる 

こととなるよう、「多様なきっかけづくり」として様々な機会や場を通じ、積極

的かつ継続的に推進を図ります。 

加えて、各分野における人権課題については、就学前施設や学校、地域社会や

家庭、企業や職場など、あらゆる場面において人権教育・啓発の推進とその課題

に対応する取組を進めていくことが重要です。とりわけ、教職員や行政職員など、

日常的に教育や市民対応に携わる立場にある人々が、これらの課題について理

解を深めることが求められることから、様々な人権に関する取組が継続的に浸

透するよう努める必要があります。 

人権教育・啓発の手法については、法の下の平等、個人の尊重といった人権の

普遍的な視点からのアプローチと、具体的な人権問題に即した個別的な視点か

らのアプローチを組み合わせ、親しみやすいテーマや分かりやすい表現を用い

るなど創意工夫をして取組を進めます。さらに、人権教育・啓発を通じて、人権

に関する法律・制度等についての周知を図ります。 

また、人権教育・啓発は人々の心のあり方に密接にかかわる問題でもあること

から、その自主性を尊重し、その内容はもちろん、実施の方法についても、人々

の幅広い理解と共感を得られるものとなるように取り組みます。 

そして、基本的人権の尊重を基本原理とする日本国憲法のもと、差別解消に向

けた取組をさらに進め、すべての住民の人権が尊重されるまちづくりの実現を

目指すため、２０２５年（令和 7 年）4 月に京都府が施行した「京都府人権尊

重の共生社会づくり条例」の内容を踏まえ、条例の制定に向け取組を進めていき

ます。  
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「計画的かつ総合的な人権教育・啓発の推進」の体系図 
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１ あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進 

（１）就学前施設 

【これまでの取組】 

京田辺市では、少子化が進む一方で生活観の変化等により女性の就労意向が

高まり、保育所への入所需要の増加や多様化する保育ニーズに対応するため、延

長保育や一時保育などの保育サービスの充実を図るほか、待機児童対策の取組

を進めるとともに、積極的な人権教育・啓発の推進に努めています。 

保育所・幼稚園・認定こども園をはじめとする就学前施設は、生涯にわたる人

間形成の基礎を培う大切な場であることから、保育所保育指針120や幼稚園教育

要領121などに基づき、家庭や地域社会と連携して、自立心やお互いを大切にす

る豊かな人間性を持ったこどもの育成に努めています。 

就学前施設においては、ほかの乳幼児とのかかわりの中で他人の存在に気付

き、相手を尊重する気持ちを持って行動できるようにすることや、友達とのかか

わりを深め思いやりを持つようにすることなど、人権尊重の精神の芽生えをは

ぐくむよう、遊びを中心とした生活を通して保育・教育活動を推進しています。 

また、すべての職員が、自ら豊かな人権意識を持ち実践することが必要である

ことから、人権問題についての知識・理解を深めるなど、研修を通して資質の向

上を図っています。 

【現状と課題】 

就学前施設においては、家庭や地域社会と連携して、健全な心身の発達を図り、

ほかの乳幼児とのかかわりの中で人権を大切にする心をはぐくむなど、豊かな

人間性を持ったこどもの育成が必要です。 

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、就学前施設における保育の一層の推

進が期待されていることから、保育に携わる職員を含めたすべての職員が、人権

問題についての知識・理解を深めるなど、人権問題や人権教育に関する研修を通

して資質の向上を図ることが必要です。 

また、「こども基本法」や「こどもの権利条約」を踏まえ、「こども・若者は権

利の主体である」という認識に基づき、「人権とは何か」、「自己や他者の人権を

守るとはどういうことか」をこどもたちに分かりやすく伝えることも重要とな

っています。 

一方で、２０２４年（令和６年）に公布された「こども性暴力防止法」におい

て、児童への性暴力防止に向けた措置が学校設置者等及び民間教育保育等事業

者に義務付けられたことを受け、教員等への研修や児童が相談しやすい体制の
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整備、被害が疑われる場合の調査や保護など、児童を性暴力から守るための取組

を進めることが必要となっています。 

【施策の方向】 

今後とも、保育所保育指針や幼稚園教育要領などに基づき、生活体験、心身の

発達の過程等を考慮し、ほかの乳幼児とのかかわりの中で人権を大切にする心

をはぐくむことができるよう、保育・教育活動の一層の推進に努めます。 

また、「ハートフルフェスタ」におけるこどもたちの人権尊重に関する作品展

示をはじめ、こども自身が意見を表明できる機会の創出に取り組みます。 

併せて、職員に対する研修の充実を図り、人権問題や人権教育に関する認識の

深化と指導力の向上に努めます。 

（２）学校 

【これまでの取組】 

学校においては、同和教育の中で培ってきた成果や手法への評価を踏まえ、児

童生徒の発達段階に応じながら、教育活動全体を通して人権尊重の意識を高め、

一人ひとりを大切にした人権教育の充実を図っています。また、家庭・地域社会

との連携や校種間の連携を深め、人権教育の推進に努めています。 

小・中学校においては、教育活動全体に人権教育を適切に位置付け、児童生徒

の実態を的確に把握して、教育の機会均等を図り、学力の充実や進路保障に努め

ています。 

また、お互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重する心

をはぐくむとともに、基本的人権や部落差別（同和問題）など様々な人権問題に

ついての正しい理解や認識の基礎を培う取組を推進しています。 

さらに、あらゆる人権問題の解決に向けて実践する技能や態度を育成するこ

とや、多くの学習機会を提供し、参加型の学習など学習形態の工夫を図ること、

人権教育資料や人権教育指導事例集等の有効な活用を図ることにより、教職員

に対する研修にも焦点を当てながら、人権教育を推進しています。 

【現状と課題】 

学校においては、学校や地域の実態・課題の状況等を把握して、人権教育推進

計画を策定し、人権教育を推進していく必要があります。 

また、児童生徒が、学習したことが知的理解にとどまることなく、部落差別（同

和問題）など様々な人権問題を自分自身の課題としてとらえ、人権意識を高揚さ

せるとともに、その解決に向けて実践できる意識・意欲・態度を育成する学習を

実施していく必要があります。 
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さらに、教職員が人権尊重の理念等についての認識を深め、高い人権意識を持

つとともに、人権教育に関する実践力・指導力の向上を図るための研修の充実に

努める必要があります。 

併せて、社会状況の急激な変化に伴い、こどもに関する人権問題が非常に多様

化・複雑化していることを踏まえ、こどもの心理面や福祉面についての専門的知

見を活かした支援やケアを行うなど、新たな人権問題に適切に対応することが

必要になっています。 

また、「こども基本法」の内容を踏まえ、こども自身の意見を尊重する意識の

浸透、こども自身が意見を表明できるような教育の実施や機会の提供も求めら

れています。 

一方で、２０２４年（令和６年）に公布された「こども性暴力防止法」におい

て、児童生徒への性暴力防止に向けた措置が学校設置者等及び民間教育保育等

事業者に義務付けられたことを受け、教員等への研修や児童生徒が相談しやす

い体制の整備、被害が疑われる場合の調査や保護など、児童生徒を性暴力から守

るための取組を進めることが必要となっています。 

【施策の方向】 

学校教育においては、国・府・市町村がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に

連携し合いながら、児童生徒の発達段階に応じ、社会生活を営む上で必要な知

識・技能、態度などを確実に身に付けることを通して、人権尊重の精神が自然に

身に付くことが図られるようにしていく必要があります。 

学校においては、「学習指導要領122」や「京都府教育振興プラン123」「学校教

育の重点124」「京田辺市教育の方針125」等に基づき、自ら学び、自ら考える力や

豊かな人間性などの「生きる力」をはぐくんでいきます。こうした基本的な認識

に立ち、あらゆる教育活動を通して、以下の点に留意して人権教育を展開してい

きます。 

①修学の保障と希望進路の実現 

○一人ひとりを大切にした教育を推進するために、児童生徒の実態を的確に

把握して、教育の実質的な機会均等や基礎学力の充実を図り、多様な進路を

主体的に選択できる力を身に付けることができるよう、学校の組織的な対

応の充実を図ります。 

②学習内容・指導方法 

○人権教育は、共生社会の実現や自分を尊重し他人を尊重する心をはぐくむ

ことなどを目指して、一人ひとりを大切にした教育が推進されるよう、学習

内容や指導方法の一層の改善に努めます。 
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○いじめや差別などの人権侵害に対し、傍観せず、皆の問題としてとらえるよ

うに指導し、学校外の人権相談窓口についても周知します。 

③研究実践成果の活用 

○人権教育の指導内容・方法の改善を図るため、学校において人権教育の研究

を深め、その成果を学習教材や啓発資料等として効果的な活用を進めます。 

④主体的活動や体験活動の実施 

○社会を構成する一員としての自覚を高め、人権尊重の社会づくりに参画す

る意欲と能力を高めるために、児童生徒自らが主体的に活動する機会を充

実させます。 

○家庭や地域社会などとの連携を深め、さらに協力も得ながら、社会性や豊か

な人間性をはぐくむための多様な体験活動の機会の充実に努めます。 

○児童生徒が自身の想いや意見について、地域や社会、行政に対して表明でき

るような機会の創出に努めます。 

⑤教育環境の整備と研修の深化 

○こどもたちに人権尊重の精神が自然と身に付くように、各学校が、人権に配

慮した教育活動等に努めるなど、こどもたちが安心して楽しく学ぶことの

できる環境づくりに努めます。また、「京田辺市いじめ防止基本方針」に基

づき、いじめや暴力行為の未然防止に努め、早期発見・早期対応に引き続き

取り組みます。人権教育にかかわる教職員研修を日常的・系統的に推進し、

認識の深化と指導力の向上に努めます。 

○児童生徒への性暴力を未然に防ぐため、教員等への研修の実施や、相談しや

すい環境の充実に取り組むほか、被害発覚後の調査や被害を受けた児童生

徒の保護など、迅速な措置が可能な体制の整備を進めます。 

（３）地域社会 

【これまでの取組】 

地域社会は、様々な人々とのふれあいを通じて、人権意識の高揚を図り、社会

の構成員としての自立を促す大切な場です。また、こどもが身近な人々からの愛

情や信頼、期待などを実感し、様々な経験を通して安心や自信、誇りや責任感を

はぐくむ大切な場でもあります。 

京田辺市では、ライフステージに応じて、各人の自発的意思に基づき、人権に

関する学習ができるよう、学習教材の整備・活用や学習機会の提供に努めていま

す。また、中央公民館等の社会教育施設及び三山木福祉会館を中心として、人権
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教育を推進していく指導者の養成と資質向上に努めています。 

そのため、人権啓発資料の作成を行うとともに、知識伝達型の講義形式の学習

に偏らないように参加型学習を取り入れるなど、学習内容や方法の工夫・改善に

努めながら、様々な人権課題に応じた研修を実施しています。 

このほか、すべての人々が住み慣れた地域で健やかに安心して生活できるよ

う様々な施策を推進しています。 

【現状と課題】 

地域社会には、部落差別（同和問題）など様々な人権問題が存在するとともに、

社会状況の急激な変化に伴い、人権に関する新たな問題が顕在化してきていま

す。そのような中で、地域社会のあらゆる機会や場を通じて、自分と同じように

他人も大切にするという態度や行動が自然に表れるような人権意識をしっかり

と身に付けていくことが求められています。 

地域社会において効果的な人権教育・啓発を推進するためには、地域の実情に

応じた学習機会の提供が必要です。 

さらに、様々な人権問題の解決に向けて学習活動を実施する上で、社会教育関

係職員及び指導者の資質の向上を図ることが必要です。 

また、ライフステージに応じ、あらゆる機会や場を通じて充実した人権学習を

進めるため、学習教材の整備・活用を図るとともに、社会性や人間性をはぐくみ

人権尊重の心を培う機会として多様な体験活動等の機会を確保することが必要

です。 

外国籍住民の増加が近年見られることを踏まえ、共生の意識づくりに向けた

取組の一層の推進も重要となっています。 

【施策の方向】 

市民が身近な地域において、様々な人権問題についての理解と認識を深め、人

権尊重の意識に満ちた地域社会づくりを推進するため、生涯学習の振興に向け

た各種施策等を通じて、人権に関する学習の一層の充実を図っていきます。その

ため、以下の点に留意して人権教育を展開していきます。 

①学習機会の提供 

○部落差別（同和問題）など様々な人権問題についての理解と認識を深めるた

め、公民館等の社会教育施設及び三山木福祉会館を拠点として、人権に関す

る多様な学習機会を提供します。また、人権問題に関する視聴覚ライブラリ

ーの充実に努めます。 
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②指導者の資質の向上 

○研修の内容・方法について創意工夫を図り、地域社会において人権教育を推

進していくことができるよう、専門性を備えた指導者の養成に努めます。 

③多様な体験活動の実施 

○学校教育との連携を図りつつ、青少年の社会性や豊かな人間性をはぐくむ

ため、「人権の花運動126」や「地域の居場所づくり」、「地域学校パートナー

シップ事業」、「放課後子ども教室」など多様な体験活動の機会の充実を図り

ます。 

（４）家庭 

【これまでの取組】 

家庭は、こどもが豊かな情操や思いやり、生命を大切にする心、善悪の判断な

ど人間形成の基礎をはぐくむ上で重要な役割を担う場です。 

京田辺市では、京田辺市こども家庭センター内に「家庭児童相談室」を設置し、

家庭での子育てに関する悩みなどの相談に応じてきましたが、家族規模の縮小

や少子化が進行する中で、保育所・幼稚園・こども園のほかに、より地域での子

育て家庭を支援する拠点として「地域子育て支援センター」を３ヶ所、「子育て

ひろば」を１ヶ所設置し、より幅広い子育てに係る相談に応じています。 

さらに、２０２５年（令和７年）４月からは、伴走型支援の更なる強化のため

「地域子育て相談機関」を開設しています。居住場所の近距離で相談の敷居が低

く、妊産婦・子育て世帯・こども自身との接点を増やすことで子育て世帯等が抱

く不安解消や状況把握の機会を増加することを目的とし、誰もが気軽に相談出

来うる身近な相談機関でこども家庭センターを補完するものとし、家庭が抱え

る不安や悩みを傾聴しつつ、子育て等に関する情報の提供することで、児童虐待

のリスク等の高まりを未然に防ぐことを目指します。 

また、教育委員会に、「こども・学校サポート室」を設置し、人権教育をはじ

め、「親のための応援塾」、「子育て理解講座」など様々な事業を通じ、家庭・地

域・学校のつながりを深めるための支援に努めているとともに、「京田辺市要保

護児童対策地域協議会」を組織し連携の推進に努めています。 

【現状と課題】 

京田辺市では、大規模な住宅開発等による子育て世帯の転入者数が増加して

いますが、日本全体では少子化の傾向にあり、本市のこどもの人口はほぼ横ばい

の状況にあります。また、家族構成においても核家族が増え、共働き世帯が多く、

地域とのつながりは希薄化の傾向にあります。 
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核家族化の進行や地域とのつながりの希薄化により、保護者の中には孤立感

を抱く人も増えています。ゆとりを持って安心して子育てすることが難しくな

ることは、親の過保護・過干渉、あるいは育児不安、しつけに対する自信の喪失

など、家庭教育の機能の低下の問題を招き、そのことがこどもの主体性や自主性

を育てる上で大きな妨げになっています。また、保護者自身が適切な養育を受け

ておらず、そのことがこどもの心身に影響を及ぼしているケースも見られます。 

また、前述の市民意識調査結果でも確認したとおり、男性と女性の間での役割

分担の枠組みが依然として見られることを踏まえ、家事分担や育児など、家庭内

における男女共同参画の啓発も引き続き必要となっています。 

【施策の方向】 

すべての教育の出発点である家庭教育の充実を図るため、その担い手である

保護者に対して、家庭教育に関する学習機会の充実や情報の提供に努めます。 

また、「京田辺市こども家庭センター」を中心として、子育てに不安や悩みを

抱える保護者等への相談事業や相談体制のネットワークづくりを推進します。 

さらに、家庭内における暴力や虐待、ヤングケアラーなどの人権侵害の発生を

未然に防ぐために、学校などの他機関や地域との連携をより一層強め、問題の早

期発見や相談活動機能の充実に努めます。 

（５）企業・職場 

【これまでの取組】 

企業（企業により構成される団体を含む。）・職場は、その企業活動・営業活動

等を通じ、市民生活に深くかかわるとともに、地域の雇用の場を確保するなど、

地域や社会の構成員として、人権が尊重される社会の実現に向け重大な責任を

担っています。 

京田辺市では、企業・職場に対する取組として、人権意識の高揚を図り、人権

問題についての正しい理解と認識を深め、日常業務において常に人権に配慮し、

その解決に向けた取組が推進されることを目的として、啓発資料の配布や啓発

ビデオの貸出し、講演会の周知などを行っています。 

また、府南部１５市町村区域内で、本市をはじめとする行政、企業、各種団体

で構成する「山城人権ネットワーク推進協議会（ひゅうまんねっとやましろ）」

において、企業の人権問題の研修を積極的に支援するとともに、会員研修会が実

施されています。 
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【現状と課題】 

各企業においては、近年高まっている「ビジネスと人権」に関する国際的な要

請として、経済のグローバル化や高度情報化、地球環境保護等、社会経済情勢の

急激な変化の中で、その社会的責任を自覚し、企業倫理を確立することの重要性

が高まっており、その実現にあたって大きな役割を果たす人材の育成が必要と

なっています。この国際的な要請は、企業が自らの事業活動やサプライチェーン

全体において、人権への負の影響を特定し、予防し、軽減するための人権デュー・

ディリジェンスを導入・実践すること、並びに人権侵害が発生した場合に被害者

が効果的な救済にアクセスできる仕組みを構築することを含みます。 

一方で、職場における様々なハラスメントの発生をはじめ、年齢、性別、障が

いの有無、国籍、性的指向・性自認等の違いにかかわらず、多様な人材が能力を

発揮できる職場環境の整備不足、長時間労働など、労働環境に起因する心身の不

調者の増加が社会問題として注目されており、これらの問題を是正していく取

組もまた企業に対して求められています。 

企業においては、それぞれの立場で多様な形の人権教育・啓発が推進されてい

ますが、今後とも、人権が尊重される明るい企業づくりを推進するとともに、就

職の機会均等を確保するため企業・職場内における人権意識の更なる高揚を図

るための取組が必要です。特に、そこに働く勤労者が人権を学習するためには、

企業・職場の理解と協力が不可欠であり、厳しい経営環境の中ではありますが、

雇用・労働条件や労働安全衛生などが低下することのないよう配慮することが

重要となっており、企業や各職場内における学習しやすい環境や条件づくりの

促進が期待されます。 

また、企業活動の実施に伴い、取り扱う個人情報の適正な収集、利用、管理が

求められています。 

【施策の方向】 

企業は地域社会の構成員でもあり、働きやすい職場づくり・人権を尊重し合え

る職場づくりに取り組むことによって、社会から信頼されるとともに、企業の発

展につながるといった認識が企業・職場内に定着していくことが必要です。企業

が、こうした認識に立って、「ビジネスと人権に関する指導原則」等の国際的要

請を常に踏まえ、人権尊重意識の高い職場づくりの形成と雇用・労働条件や労働

安全衛生などの就労環境の整備、個人情報の適正な管理など、企業の社会的責任

を果たす取組が推進されるよう、啓発に取り組みます。 

また、採用時や職場内での人権侵害を防止できるよう、企業・事業所における

人権デュー・ディリジェンスの導入及び実践を促すことができるよう、職場にお

ける自主的な人権意識の高揚を図るための広報・啓発に努めます。 
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２ 人権に関係する職業従事者に対する研修等の推進 

人権教育・啓発を実効的に進めるためには、社会のあらゆる場面において人権

尊重の理念が実践されることが求められており、とりわけ人権にかかわりの深

い職業に従事する人々に対する研修の充実が不可欠です。京田辺市においては、

教職員、社会教育関係者、保健福祉関係者、消防職員、市職員を中心に、人権に

配慮して業務が遂行されるよう、研修等を通じて重点的に教育・啓発を推進して

います。 

国の新たな基本計画においても、教職員や医療・福祉職、公務員、警察・消防、

自衛官などを含む広範な職種に対する人権教育・啓発の重要性が強調されてい

ます。関係機関では、過去の問題事例を踏まえて原因分析を行い、再発防止につ

ながる研修内容の強化や教材の充実が求められています。 

また、行政府に限らず、議会関係者、司法関係者、マスメディア関係者におい

ても同様に人権への理解を深める取組が求められており、行政としても講師紹

介や情報提供等の協力を行っていくことが重要です。さらに、「ビジネスと人権」

の観点からは、企業も人権尊重の責任を負う主体として、業種や規模を問わず幹

部層を含めた研修の実施が推奨されており、行政による支援や促進が求められ

ています。 

今後も、本市では、社会の変化や課題に即した研修の充実を図りながら、すべ

ての人の人権が尊重される地域社会の実現を目指していきます。 

 

（１）教職員・社会教育関係者 

【これまでの取組】 

学校における人権教育の推進にあたっては、学校教育の担い手である教職員

が、こどもの人権意識の高揚を図る上で重要な役割を果たします。そのため、教

職員自らが豊かな人権感覚、高い人権意識を持つことや、人権教育に関する指導

力を向上させることが不可欠です。特に、いじめの未然防止・早期発見・早期対

応や体罰根絶に向けた取組や教職員研修を徹底することが必要です。 

こうしたことから、教職員に対しては、「京田辺市人権教育研究会」を中心に

教育活動全体の中で基本的人権を尊重する人権問題研修を計画的に進めるとと

もに、同和教育をはじめとした人権教育に関する認識の深化と指導力の向上を

図っています。 

社会教育においては、社会教育関係職員が、地域社会における人権教育に関す

る学習活動を積極的に推進していく役割を担っています。そのため、様々な形で
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の指導者研修会を通じて、地域社会において人権教育を先頭に立って推進して

いく指導者としての養成・資質の向上を図っています。 

【現状と課題】 

こどもたちに豊かな人権感覚、高い人権意識をはぐくむためには、教職員が重

要な役割を担っています。そのため、教職員が人権尊重の理念について十分な認

識が持てるよう、研修時間の確保が必要です。 

また、教職員の大量退職・大量採用のもとで、教職経験の多寡にかかわらず高

い人権意識を持った教職員を育成するために、同和教育の中で積み上げられて

きた成果や手法への評価を踏まえ、その継承と発展を図ることが求められます。

また、こどもの心理面や福祉面についての専門的知見も取り入れながら、人権教

育に取り組むことが必要です。 

近年の児童生徒におけるスマートフォンの普及を背景として、インターネッ

ト上の人権侵害（ＳＮＳ上のいじめや誹謗中傷など）に対する対応力強化と、児

童生徒だけでなく教職員自身も含めて、「責任ある情報発信」に関する意識啓発・

研修が必要となっています。 

また、２０２４年（令和６年）に公布された「こども性暴力防止法」において、

児童への性暴力防止に向けた措置が学校設置者等及び民間教育保育等事業者に

義務付けられたことを受け、教員等への研修や児童が相談しやすい体制の整備、

被害が疑われる場合の調査や保護など、児童を性暴力から守るための取組を進

めることが必要となっています。 

社会教育関係職員及び社会教育関係者は、地域社会において人権学習を積極

的に推進していく指導者として、資質の向上を図ることが必要です。 

【施策の方向】 

教職員については、各学校における日常的な研修を基本としながら、体罰の根

絶、いじめの未然防止や早期発見・早期解消、児童生徒の性被害防止のために、

各種手引き・ハンドブックを活用した校内研修の充実に努めます。 

さらに、教職員自らが豊かな人権感覚と高い人権意識を持ち実践すること、部

落差別（同和問題）などの人権問題をはじめ、性的指向・性自認、インターネッ

ト上の誹謗中傷、多様な背景を持つ人々への対応など、新しい人権課題について

の理解と認識を深めること、人権教育に関する知識・技能を向上させることなど、

実践力や指導力の向上を図ります。併せて、こどもの人権に関する問題にも対応

できるよう、教育相談に関する研修の充実にも努めます。 

また、研修等を通じて教職員の資質向上を図り、人権尊重の理念について十分

な認識を持ち、こどもへの愛情や教育への使命感、教科等の実践的な指導力を持

った人材を養成していきます。その際、教職員自身が様々な体験を通じて視野を
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広げられるような機会の充実を図っていきます。 

さらに、社会教育関係職員及び社会教育関係者に対しては、地域社会における

人権教育に関する認識の深化を図るとともに、専門性を備えた指導者としての

養成と資質向上を図るための研修の一層の充実に努めます。 

（２）保健福祉関係者 

【これまでの取組】 

市民の最も身近な相談相手であり、こども、高齢者、障がいのある人等と接す

る機会の多い保健福祉関係職員をはじめ、民生委員・児童委員127、社会福祉施

設職員等に対し、人権意識の高揚を目的とした市主催の研修や、関係機関等が行

う研修に積極的に参加するよう呼びかけています。 

【現状と課題】 

保健福祉関係者の日常業務は、「人」から「人」にサービスを提供することが

基本であることから、常にプライバシーをはじめ、人権に対する深い理解と認識

とともに、人権に配慮した対応が求められており、引き続き人権研修に取り組ん

でいく必要があります。 

【施策の方向】 

人権意識に立脚した判断力と行動力が求められていることから、保健福祉関

係者の人権意識向上をより一層図るため、今後も市が行う人権教育・研修や、関

係機関等が行う人権教育・研修に積極的に参加するよう促進していきます。 

（３）消防職員 

【これまでの取組】 

消防職員については、消防学校において、各教育課程の中で人権に関する研修

を受講しているほか、現場で適切な対応が行えるよう各種研修を受講していま

す。 

また、市職員としても職員研修を行うなど、人権研修の充実を図っています。 

【現状と課題】 

消防職員は、地域住民の生命、身体及び財産を火災等の災害から守ることを任

務としており、住民生活と密接にかかわっています。そのため、その任務の遂行

にあたっては、人命の尊重に加えて、被災者や患者の人権の尊重、プライバシー

の保護に十分配慮する必要があり、消防職員の人権感覚と人権意識の高揚に向
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けた教育をより一層充実させることが必要です。 

【施策の方向】 

消防職員が人権に関する正しい知識を修得し、その重要性を認識して各種消

防業務において適切な対応を行うよう、人権意識の高揚に向けた教育・研修の一

層の充実を図ります。 

（４）市職員 

【これまでの取組】 

京田辺市職員に対しては、人権尊重の理念や部落差別（同和問題）など様々な

人権問題の本質について十分に理解するとともに、その現状と課題について認

識し、問題解決に積極的に取り組む姿勢を確立することを目標に職員研修を行

っています。 

【現状と課題】 

人権が尊重される社会の実現に向けて、市職員には、一人ひとりが人権感覚を

身に付け、常に人権尊重の視点に立って職務を遂行することが求められており、

人権に関する様々な課題をより広く、より深く認識し、その解決に向けて主体的

に取り組むことができる人権意識の高い人間性豊かな職員の育成を図ることが

必要です。 

また、ハラスメントや個人情報保護、インターネット上の人権侵害やＬＧＢＴ

等の性的少数者への対応、多文化共生への配慮、災害時の要配慮者支援における

配慮など、近年注目される人権問題について、すべての市職員が理解し、適切に

対応できる能力を強化することもまた求められています。 

【施策の方向】 

市職員に対しては、職務内容に応じた人権研修を一層推進するとともに、より

高い人権意識の醸成を目指すため、講義・講演方式に加え、自主的な参加意識を

促す討議方式等の研修を行います。各種研修教材の整備及び情報の提供を行い、

職場研修や自己啓発における積極的な活用を図ります。 

また、活発で効果的な職場研修の一層の推進を図るとともに、公務員として、

地域社会においても部落差別（同和問題）など様々な人権問題の解決に向けて積

極的な役割を果たすことができる職員の育成に努めます。 

加えて、ハラスメント防止研修や、個人情報保護研修の強化など、今日の人権

問題について、すべての市職員に対して理解浸透の取組を進めていきます。 
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３ 指導者の育成 

人権教育・啓発を効果的に推進するためには、市民の身近なところで、様々な

人権に関する課題について正しい理解と認識を深め、人権教育・啓発を推進して

いく指導者が大きな役割を果たします。この指導者の育成にあたっては、指導者

自身や彼らがかかわる組織内において人権侵害の未然防止を図り、人権尊重の

理念を徹底するという具体的な目的意識を持って取り組むことが重要です。 

このため、今後とも、指導者養成を含めた研修の内容・方法について、より効

果的な研修プログラムや研修教材の充実を図り、体験的・実践的手法を取り入れ

るなど、創意工夫を凝らして指導者の養成に努めます。その際、人権教育・啓発

活動がその効果を十分に発揮できるよう、市民の自主性を尊重し、教育・啓発に

おける中立性を確保することに十分配慮し、特に民間の専門機関や講師等の人

材を活用する際には、その中立性に留意します。 

 

４ 人権教育・啓発資料等の整備 

人権教育・啓発を推進するためには、何よりも、効果的な学習教材や啓発資料

等の整備・充実が不可欠です。京田辺市では、ＬＧＢＴ等の性的少数者に関する

正しい知識や相談窓口を紹介したリーフレット「ＬＧＢＴ（性的少数者）につい

て知ろう・考えよう〜多様な性〜」等の冊子を独自に作成しました。今後とも、

これまで取り組んできた実践的な人権に関する学習活動の成果を踏まえながら、

就学前施設、学校、地域社会、家庭、企業・職場など生涯のあらゆる場面で人権

について学ぶことができる人権教育・啓発資料等の整備を推進するほか、新たに

顕在化する人権問題についても、早期に市民へ教育・啓発できるよう、情報の収

集に取り組みます。 

学習教材・啓発資料等の作成等にあたっては、人権に関する国内外の情勢が時

の経過とともに変遷するものであることを踏まえ、専門的な研究や、国際社会に

おける成果の活用を図るほか、インターネット等のＩＴ関連技術も活用しつつ、

時代の流れを反映した文書や国内外の新たな文献・資料の収集・整備に努めます。

また、従来必ずしも調査研究が十分ではなかった分野に関するものについても、

積極的に収集を図ります。日常生活の中で当然のこととして受け入れられてき

た風習や世間体などの身近な問題を人権尊重の視点から具体的に取り上げ、こ

れまではぐくまれてきた伝統や文化等を踏まえながら自分の課題として考える

ことを促したり、人権上大きな社会問題となった事例をタイミング良く取り上

げ、興味や関心を呼び起こすなどの創意工夫を凝らします。国及び京都府、公益

財団法人人権教育啓発推進センター等が発信・作成している各種資料等につい
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ても、その積極的な活用を図ることで、人権教育・啓発に関する文献・資料の活

用に関する環境の向上に資することを目指します。 

 

５ 効果的な手法による人権教育・啓発の実施 

人権教育・啓発は、生涯にわたる長期的な過程の中で、幼児から高齢者まで幅

広い年齢層の人々を対象とし、対象者の理解度に応じて粘り強く実施すること

が必要です。特に、人権の意義や重要性を正しく理解し、人権感覚をはぐくみ、

様々な人権問題を身近なこととしてとらえる意識を社会全体に根付かせ、日常

生活における行動変容につなげることが極めて重要です。 

人権教育では、早い時期から人権の大切さを学ぶことが重要であるため、生涯

学習の視点に立ち、人格が形成される早い時期から人権尊重の精神の芽生えが

感性としてはぐくまれるよう、発達段階や地域の実情に応じて学校教育と社会

教育が連携し、教職員や社会教育関係者、保護者向けの資料を有効活用して取り

組みます。 

人権啓発においては、対象となる市民の世代や関心度、理解度に配慮し、「法

の下の平等」「個人の尊重」といった人権一般の普遍的な視点と、具体的な人権

課題に即した個別的な視点を組み合わせます。親しみやすいテーマや分かりや

すい表現を工夫し、人権侵害の被害を受けた当事者の声を直接届けることや、人

権上大きな社会問題となった事例をタイミング良く取り上げ、興味や関心を呼

び起こすなどの手法を積極的に取り入れます。特に、地域の実情に関連の深い事

例は、住民が人権をより身近に感じ、理解を深めることにつながります。 

さらに、ワークショップや体験活動などの主体的・能動的に参加できる手法を

積極的に取り入れるよう努め、新聞等のマスメディアや、インターネット、ＳＮ

ＳなどのＩＴ関連技術を活用した多様な情報発信に努めます。 

人権強調月間128（毎年８月）及び人権週間129（毎年１２月４日〜１０日）等

に集中的かつ重点的な取組を行い、人権尊重に関する社会的気運の醸成に努め

ます。さらに、人権感覚や感性を体得するという観点から、対象者が主体的・能

動的に参加できる手法を積極的に取り入れるとともに、市民が身近な問題とし

て、差別や人権について自由に語り、学べるよう、明るく、親しみの持てる内容

となるよう工夫します。 

 

６ 調査・研究成果の活用 

人権教育・啓発の推進にあたっては、最新の調査・研究の成果を踏まえること

も重要であることから、世界的な視野で人権問題についての研究を行っている
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公益財団法人世界人権問題研究センターや大学等の調査・研究成果を活用し、質

の高い、最新の知識の普及に取り組みます。 

 

７ 相談機関相互の連携・充実 

「人権という普遍的文化」を構築するためには、市民が人権問題に直面した際

に、関係機関との連携のもとで、身近に相談でき、救済につながる仕組みが必要

であるとともに、相談を通じて、実際に発生している状況を把握し、そうしたこ

とも踏まえて人権教育・啓発を推進していくことが必要です。 

京田辺市では、これまで、「なやみごと（人権・行政）相談」をはじめ、弁護

士による法律相談、女性の相談室、消費生活相談など様々な相談窓口を設け、市

民からの相談に対応してきました。今後は、これらの取組をさらに強化し、多様

な人権課題に対応できるよう、相談体制の充実と相談機関相互の連携を一層図

ります。 

具体的には、法務局等の国の機関、京都府、人権擁護委員130や市などの相談

機関に加え、幼稚園、小・中・高等学校などの学校教育機関、保育所や児童館な

どの児童福祉施設及び公民館などの社会教育施設といった人権教育・啓発の具

体的な実施主体との連携も強化していきます。これにより、各市町村の区域を越

える問題などが発生した場合においても、市民が適切に安心して相談できる体

制を整えるという観点から、人権にかかわる様々な相談機関等によるネットワ

ークをさらに強化していきます。 

また、公益法人、特定非営利活動法人や民間のボランティア団体、企業等とい

った人権擁護分野の多様な主体との連携の可能性についても検討し、協働を進

めることが必要です。 

相談員研修会等への参加による相談技能の向上や情報交換を通じて、各種相

談窓口の充実を図り、人権救済が必要と考えられる場合には、京都地方法務局と

連携して、より迅速・的確な対応を目指します。これらの連携推進においては、

人権教育・啓発における自主性を尊重し、中立性が保たれるよう、十分配慮しま

す。 
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第５章 計画の推進 

１ 推進体制 

京田辺市における全庁的な組織として、京田辺市人権教育・啓発推進本部を設

置し、関係部局が緊密な連携を図りながら総合的にこの計画を推進します。また、

この計画の趣旨を踏まえ、常に人権尊重の視点に立った行政サービスの推進に

努めます。 

 

２ 国、京都府、近隣市町村、関係団体等との連携・協働 

人権教育・啓発を総合的・効果的に推進するためには、国、京都府、市町村等

の公共団体のみならず、公的団体、企業、ＮＰＯ等の民間団体等との連携が不可

欠であり、それぞれの立場や実情等に応じた自主的・積極的な取組の展開を図り

つつ、行政と各実施主体とが対等なパートナーとして協働する関係の構築を目

指します。 

京都府内においては、府、市長会をはじめ民間団体を含む１２団体で構成する

「京都人権啓発推進会議131」や、府域の行政機関で構成する「京都人権啓発行

政連絡協議会132」、京都地方法務局・京都府人権擁護委員連合会、関係市町で構

成する「京都府人権啓発活動ネットワーク協議会133」を通じて、行政機関と民

間団体等が連携・協力し、様々な人権教育・啓発活動が展開しています。また、

山城地域の１５市町村と民間団体、企業で構成する「山城人権ネットワーク推進

協議会（ひゅうまんねっとやましろ）」では、関係部局などが緊密な連携を図り

ながら、広域的な人権啓発・教育に取り組んでいます。 

今後も、連携を図り、広域的に人権教育・啓発の推進に努めます。 

 

３ 計画に基づく施策の点検 

この計画を実現するためには、市民一人ひとりの理解と協力が不可欠です。こ

のため、計画の趣旨が広く市民に浸透するよう、様々な機会をとらえ、積極的に

周知を図ります。 

この計画に基づく施策を効果的に実施するため、京田辺市各所属における人

権教育・啓発に関する施策の実施状況を取りまとめ、その結果を今後の施策に適

正に反映できるよう、京田辺市人権教育・啓発推進本部において、施策の点検を

行い、本計画のフォローアップを行います。  
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■参考資料■ 

１ 世界人権宣言 

（１９４８年（昭和２３年）１２月１０日 第３回国際連合総会採択） 

 

（前 文） 

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認

することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 

 

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び

信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望

として宣言されたので、 

 

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにする

ためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、 

 

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 

 

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並

びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進

歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、 

 

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促

進を達成することを誓約したので、 

 

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっと

も重要であるので、 

 

よって、ここに、国際連合総会は、 

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自

身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利

と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果

的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力する

ように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権

宣言を公布する。 
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第１条 

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等

である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動し

なければならない。 

 

第２条 

１ すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的

若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による

差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することが

できる。 

２ さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、

非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又

は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。 

 

第３条 

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。 

 

第４条 

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、い

かなる形においても禁止する。 

 

第５条 

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受ける

ことはない。 

 

第６条 

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利

を有する。 

 

第７条 

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等

な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対

しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を

受ける権利を有する。 

 

第８条 

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、
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権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。 

 

第９条 

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。 

 

第１０条 

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っ

て、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の

権利を有する。 

 

第１１条 

１ 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられ

た公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権

利を有する。 

２ 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作

為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰よ

り重い刑罰を課せられない。 

 

第１２条 

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、

又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又

は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。 

 

第１３条 

１ すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。 

２ すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有す

る。 

 

第１４条 

１ すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権

利を有する。 

２ この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原

因とする訴追の場合には、援用することはできない。 

 

第１５条 

１ すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 

２ 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認さ
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れることはない。 

 

第１６条 

１ 成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚

姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際

し、婚姻に関し平等の権利を有する。 

２ 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。 

３ 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける

権利を有する。 

 

第１７条 

１ すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。 

２ 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。 

 

第１８条 

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教

又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布

教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。 

 

第１９条 

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受け

ることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると

否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 

 

第２０条 

１ すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。 

２ 何人も、結社に属することを強制されない。 

 

第２１条 

１ すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与す

る権利を有する。 

２ すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。 

３ 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期の

かつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙

によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される

投票手続によって行われなければならない。 
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第２２条 

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力

及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人

格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権

利を有する。 

 

第２３条 

１ すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、

及び失業に対する保護を受ける権利を有する。 

２ すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬

を受ける権利を有する。 

３ 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保

障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段に

よって補充を受けることができる。 

４ すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加す

る権利を有する。 

 

第２４条 

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をも

つ権利を有する。 

 

第２５条 

１ すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康

及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の

死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。 

２ 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出

であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。 

 

第２６条 

１ すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的

の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければなら

ない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、

高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。 

２ 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としな

ければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理

解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進

するものでなければならない。 
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３ 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。 

 

第２７条 

１ すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩と

その恩恵とにあずかる権利を有する。 

２ すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び

物質的利益を保護される権利を有する。 

 

第２８条 

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的

秩序に対する権利を有する。 

 

第２９条 

１ すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社

会に対して義務を負う。 

２ すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の

正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び

一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められ

た制限にのみ服する。 

３ これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して

行使してはならない。 

 

第３０条 

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲

げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行

為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。 
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２ 日本国憲法（抜粋） 

（１９４６年（昭和２１年）１１月３日公布 １９４７年（昭和２２年）５月３日施行） 

 

（前文中段） 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚

するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を

保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から

永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。わ

れらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利

を有することを確認する。 

 

第３章 国民の権利及び義務 

 第１１条（基本的人権の享有と本質） 

   国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する

基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へ

られる。 

 

 第１２条（自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任） 

   この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを

保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常

に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 

 

 第１３条（個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重） 

   すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の

権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊

重を必要とする。 

 

 第１４条（法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界） 

  １ すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門

地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 

  ２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 

  ３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、

現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 

 

 第１８条（奴隷的拘束及び苦役からの自由） 

   何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、
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その意に反する苦役に服させられない。 

 

 第１９条（思想及び良心の自由） 

  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 

 

 第２０条（信教の自由、国の宗教活動の禁止） 

  １ 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から

特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 

  ２ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 

 ３ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

 

 第２１条（集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密） 

 １ 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

 ２ 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

 

 第２２条（居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由） 

  １ 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 

 ２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

 

 第２３条（学問の自由） 

  学問の自由は、これを保障する。 

 

 第２４条（家族生活における個人の尊厳と両性の平等） 

  １ 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基

本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

  ２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する

その他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制

定されなければならない。 

 

 第２５条（生存権、国の生存権保障義務） 

 １ すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

  ２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及

び増進に努めなければならない。 

 

 第２６条（教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償） 

  １ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育

を受ける権利を有する。 
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  ２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受

けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 

 

 第２７条（勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止） 

 １ すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 

  ２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 

 ３ 児童は、これを酷使してはならない。 

 

 第２９条（財産権） 

 １ 財産権は、これを侵してはならない。 

 ２ 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 

 ３ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 

 

第１０章 最高法規 

 第９７条（基本的人権の本質） 

   この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努

力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民

に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 

 

 第９８条（憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守） 

  １ この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び

国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 

  ２ 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守すること

を必要とする。 

 

 第９９条（憲法尊重擁護義務） 

   天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊

重し擁護する義務を負ふ。 
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３ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

（平成１２年法律第１４７号） 

 

（目的） 

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、

人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に

関する内外の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、

国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もっ

て人権の擁護に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活

動をいい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する

国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）を

いう。 

 

（基本理念） 

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域

その他の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する

理解を深め、これを体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の

採用、国民の自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければな

らない。 

 

（国の責務） 

第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実

情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。 

 

（国民の責務） 

第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実

現に寄与するよう努めなければならない。 
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（基本計画の策定） 

第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。 

 

（年次報告） 

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策につ

いての報告を提出しなければならない。 

 

（財政上の措置） 

第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当

該施策に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第８条の規定は、この法律の施

行の日の属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策につ

いて適用する。 

 

（見直し） 

第２条 この法律は、この法律の施行の日から３年以内に、人権擁護施策推進法（平成

８年法律第１２０号）第３条第２項に基づく人権が侵害された場合における被害者の

救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査

審議の結果をも踏まえ、見直しを行うものとする。 

 

衆議院法務委員会「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議」 

この法律の施行に伴い、政府は、次の点につき格段の配慮をされたい。 

１ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、行政の中立性に配慮

し、地方自治体や人権にかかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえるこ

と。 

２ 前項の基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関する国内行動計画等を踏ま

え、充実したものにすること。 

３ 「人権の二十一世紀」実現に向けて、日本における人権政策確立の取組みは、政治

の根底・基本に置くべき課題であり、政府・内閣全体での課題として明確にするべき

であること。 
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参議院法務委員会「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律案に対する附帯決議」 

政府は、「人権の二十一世紀」を実現するため、本法の施行に当たっては、次の諸点

について格段の努力をするべきである。 

１ 人権教育及び人権啓発の推進に関する本法の基本理念並びに国、地方公共団体及び

国民の責務について周知徹底を図り、特に公務員による人権侵害のないよう適切な措

置を講ずること。 

２ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画の策定に当たっては、地方公共団体や人権

にかかわる民間団体等関係各方面の意見を十分に踏まえること。 

３ 人権教育及び人権啓発に関する基本計画は、「人権教育のための国連十年」に関す

る国内行動計画等を踏まえ、充実したものにすること。 

４ 人権政策は、政治の根底・基本に置くべき重要課題であることにかんがみ、内閣全

体でその取組に努めること。 
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４ 京都府人権尊重の共生社会づくり条例 

（２０２５年（令和７年）４月１日 京都府条例第８号） 

 

（定義） 

第１条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 人権尊重の共生社会づくり 府民一人ひとりが、人種、信条、性別、社会的身

分、門地等により不当に差別されることなく、かけがえのない個人として相互に人権

を尊重し合いながら支え合う共生社会を形成することをいう。 

（２） 人権尊重の共生社会づくり施策 人権尊重の共生社会づくりのために行う人権

教育及び人権啓発並びに相談体制の整備に関する施策をいう。 

（３） 推進計画人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成１２年法律第１４７

号。以下「人権教育・啓発推進法」という。）第５条の規定による施策を策定し、及

び実施するために府が策定する人権教育及び人権啓発に関する計画をいう。 

 

（基本理念） 

第２条 人権尊重の共生社会づくりは、人権教育・啓発推進法第３条に定める基本理念

を踏まえつつ、次に掲げる事項を基本として推進されなければならない。 

（１） 府民一人ひとりが、相互に人権の意義並びにその尊重及び共存の重要性につい

て、理性及び感性の両面から理解を深め合うとともに、自己の権利の行使に伴う責任

を自覚し、及び自己の人権と同様に他人の人権をも尊重するものであること。 

（２） 府民一人ひとりが、それぞれの個性が認められる寛容な社会の一員として、つ

ながり、支え合うものであること。 

（３） 府民一人ひとりが、生涯にわたりあらゆる機会を通じて人権について学ぶこと

ができるものであること。 

（４） 情報化の進展等社会情勢の変化に的確に対応するものであること。 

（５）人権に関する相談に的確に対応するものであること。 

 

（府の責務） 

第３条 府は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、人権

尊重の共生社会づくり施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。 

２ 府は、人権尊重の共生社会づくり施策の策定及び実施に当たっては、国、市町村そ

の他の関係機関等と連携し、及び協働して取り組むものとする。 
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（市町村への協力） 

第４条 府は、人権尊重の共生社会づくりの推進のため、人権尊重の共生社会づくり施

策を実施する市町村に対し、情報の提供その他の必要な協力を行うものとする。 

 

（府民及び事業者の責務） 

第５条 府民及び事業者は、基本理念にのっとり、人権尊重の共生社会づくりに関する

理解を深めるよう努めるものとする。 

２ 府民及び事業者は、府が実施する人権尊重の共生社会づくり施策に協力するよう努

めるものとする。 

 

（推進計画） 

第６条 知事は、人権尊重の共生社会づくり施策を総合的かつ計画的に実施するため、

推進計画において、次に掲げる事項（以下「基本的事項」という。）を定めるものと

する。 

（１） 人権尊重の共生社会づくりに関する基本的な考え方 

（２） 人権尊重の共生社会づくり施策の目標 

（３） 人権尊重の共生社会づくり施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事

項 

（４） その他必要な事項 

２ 知事は、基本的事項を推進計画に定めるに当たっては、次条第１項の規定による懇

話会における意見交換を行うほか、府民の意見を反映させるために必要な措置を講じ

るものとする。 

３ 知事は、基本的事項を推進計画に定めたときは、遅滞なく、これを公表するものと

する。 

４ 前２項の規定は、推進計画に定められた基本的事項を変更する場合について準用す

る。 

 

（懇話会） 

第７条 知事は、人権尊重の共生社会づくり施策の策定及び効果的な実施に関する事項

について専門的な知見を有する者と府とが意見を交換するための懇話会を開催する

ものとする。 

２ 府は、前項の規定による懇話会における意見交換の内容を参考として、人権尊重の

共生社会づくり施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 

 

附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に推進計画に基本的事項が定められている場合において、当
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該推進計画が基本理念に即し、かつ、その策定について第６条第２項及び第３項に規

定する措置に準じる措置が講じられたものとして知事の指定を受けたものであると

きは、当該指定に係る推進計画は、同条第１項から第３項までの規定により基本的事

項が定められたものとみなす。 
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５ 計画の推進体制 

（１）京田辺市人権教育・啓発推進本部設置要綱 

（平成１７年京田辺市告示第１４８号） 

 

（設置） 

第１条 人権教育のための国連１０年京田辺市行動計画の取組を継承し、発展さ

せ、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成１２年法律第１４７号）に基

づく国の人権教育・啓発に関する基本計画及び新京都府人権教育・啓発推進計画を

踏まえ、京田辺市人権教育・啓発推進計画（以下「推進計画」という。）を策定

し、計画を総合的かつ効果的に進めるため、京田辺市人権教育・啓発推進本部（以

下「推進本部」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進本部は、次に定める事務を所掌する。 

（１）推進計画の策定及び推進に関すること。 

（２）推進計画の進行管理に関すること。 

（３）人権教育及び人権啓発の推進のための連絡及び調整に関すること。 

（４）その他人権教育及び人権啓発の推進に向けた施策に関すること。 

 

（組織及び職務） 

第３条 推進本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、市長をもって充て、会務を総理し、推進本部を代表する。 

３ 副本部長は、副市長、教育長及び公営企業管理者をもって充て、本部長を補

佐し、本部長が欠けたとき又は本部長に事故があるときは、人権啓発担当副市長が

その職務を代理する。 

４ 本部員は、部長の職にある者から本部長の指名する者をもって充てる。 

 

（会議） 

第４条 推進本部の会議は、本部長が必要と認めたときに開催する。 

２ 推進本部の会議の議事の進行及び管理は、本部長が行う。 

３ 本部長は、必要があるときは、本部員以外の関係者の出席を求め、意見を聴

くことができる。 

 

（幹事会） 
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第５条 推進本部の円滑な運営のため、推進本部の下に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、人権啓発担当部長及びそれに相当する職にある者並びに別に指名

する人権教育及び人権啓発に関係する担当課長等をもって組織する。 

３ 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。 

４ 幹事長は人権啓発担当部長をもって充てる。 

５ 副幹事長は幹事長が指名し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

６ 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、その議長となる。 

 

（作業部会） 

第６条 幹事会の円滑な運営のため、幹事会の下に作業部会を置く。 

２ 作業部会に事務局長を置き、人権啓発担当課長をもって充てる。 

３ 作業部会に事務局次長を置き、社会教育担当課長及び三山木福祉会館長をもって

充てる。 

４ 作業部会の委員は、別に指名する課等の実務担当職員をもって充てる。 

５ 作業部会の会議は、必要に応じて事務局長が招集し、その議長となる。 

 

（庶務） 

第７条 推進本部の庶務は、人権啓発担当課において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。 

（以下、附則略） 
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（２）京田辺市人権教育・啓発推進本部の組織図 
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用語解説 

◇Ｐ１ 

1 世界人権宣言 

１９４８年（昭和２３年）１２月の国連第３回総会において採択された国際的

な人権宣言。市民的・政治的自由のほかに経済的・社会的な権利について、各国

が達成すべき基準を定めている。 

2 国際人権規約 

①経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（自由権規約）、②市民的

及び政治的権利に関する国際規約(社会権規約)、③市民的及び政治的権利に関す

る国際規約の選択議定書、の３つの総称。我が国は、①及び②の２つの規約につ

いて、１９７９年（昭和５４年）６月に批准している。 

3 児童の権利に関する条約（こどもの権利条約） 

１９８９年（平成元年）１１月に国連総会で採択された条約。前文及び５４条

からなり、児童の意見表明権、思想・表現の自由、児童に関する差別の禁止、生

命・教育に関する権利、経済的搾取からの保護等児童の権利に関して包括的に規

定している。我が国は、１９９４年（平成６年）４月に批准している。 

4 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女性差別撤廃条約／

女子差別撤廃条約） 

１９７９年（昭和５４年）１２月に国連総会で採択された条約。女子が女子で

ある理由のみによって生き方を制約されることなく、個人として男子と平等な

権利・機会・責任を享受できる完全な男女平等を実現することを目的として、漸

進的に措置を取ることが、締結国に求められている。我が国は、１９８５年（昭

和６０年）６月に批准している。 

5 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約） 

１９６５年（昭和４０年）１２月に国連総会で採択された条約。あらゆる形態

及び表現による人種差別を全世界から速やかに撤廃し、人種間の理解を促進し、

あらゆる形態の人種隔離と差別のない国際社会を築くための早期の実際的措置

の実現を、当事国に求めている。我が国は、１９９５年（平成７年）１２月に批

准している。 

6 「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」 

２００６年（平成１８年）１２月に国連総会で採択された条約。障害者の人権

及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを
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目的として、障害者の権利の実現のための措置等を締結国に求めている。我が国

は、２０１４年（平成２６年）１月に批准している。 

7 人権教育のための国連１０年 

１９９４年（平成６年）の第４９回国連総会において、人権に対する世界的な

規模での理解を深め、あらゆる国において人権という普遍的文化を構築するこ

とが重要であるという国際的な共通認識の下に、１９９５年（平成７年）から２

００４年（平成１６年）までの１０年間を「人権教育のための国連１０年」と決

議し、各国において国内行動計画を策定することや、地方及び地域社会に基盤を

置く団体に対しては、国の支援を受けて、住民に対する実効ある人権教育を実施

することが求められた。我が国は、１９９５年（平成７年）１２月に、内閣に内

閣総理大臣を本部長とする人権教育のための国連１０年推進本部を設置し、１

９９７年（平成９年）７月には、国内行動計画を策定。 

8 人権教育のための世界計画 

２００４年（平成１６年）の第５９回国連総会で決議。２００４年（平成１６

年）末の「人権教育のための国連１０年」終了後も引き続き世界各地で人権教育

を積極的に推進していくことを目的とし、数年のフェーズ（段階）ごとに特定の

領域に焦点化した行動計画を策定している。 

9 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

２０１５年（平成２７年）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発

のための２０３０アジェンダ」に記載された２０３０年（令和１２年）までの国

際目標。持続可能な世界を実現するための１７のゴール・１６９のターゲットか

ら構成され、「誰一人として取り残さない」ことを誓うもの。 

10 ビジネスと人権に関する指導原則 

ビジネスと人権に関する指導原則は、国連事務総長特別代表のジョン・ラギー

氏が策定し、２０１１年（平成２３年）に国連人権理事会により決議された。そ

の目的は、２００８年（平成２０年）に同じくジョン・ラギー氏が、多国籍企業

のビジネスと人権に関する基準と慣行を強化するために策定した「保護、尊重及

び救済の枠組（ラギーフレームワーク）」を実行に移すことである。同原則は、

３１の原則により成り立ち、企業が取り組むべき具体的なプロセスである人権

デュー・デリジェンスの手順も記されている。 

 

◇Ｐ２ 

11 多国籍企業行動指針 

多国籍企業が世界経済の発展に重要な役割を果たすことを踏まえ、それら企

業に期待される責任ある行動について、ＯＥＣＤが取りまとめたガイドライン。
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法的な拘束力はないが、一般方針、情報開示、人権、雇用及び労使関係、環境、

贈賄・贈賄要求・金品の強要の防止、消費者利益、科学及び技術、競争、納税等、

幅広い分野における責任ある企業行動に関する原則と基準を定めている。 

12 多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言 

社会政策と包摂的で責任ある持続可能なビジネス慣行に関して、企業（多国籍

企業及び国内企業）に直接の指針を示した文書。賃金や社会保障、強制労働の禁

止、救済へのアクセス及び被害者への補償などの課題に対応するための原則が

強化されている。 

13 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（人権教育・啓発推進法） 

人権擁護推進審議会の答申を受け、２０００年（平成１２年）１２月、人権教

育・啓発を推進することを目的として制定された法律。「人権教育・啓発推進法」

とも呼ばれる。 

14 人権教育・啓発に関する基本計画 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第７条の規定に基づき、２００２

年（平成１４年）３月に策定された国の人権教育・啓発推進に係る基本計画。 

 

◇Ｐ３ 

15 ＳＮＳ 

Social Networking Service の略称で、インターネット上で交流の場を提供

するサービス。ＳＮＳ上に投稿された日記・写真などの情報に対して、閲覧した

り、コメントやメッセージを送ることができる。 

16 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関

する法律（情報流通プラットフォーム対処法） 

２０２４年（令和６年）５月に公布された、インターネット上の違法・有害情

報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「被害者救済」と発信者の「表

現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム

事業者等がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができる

ようにするための法律。 

17 人工知能（ＡＩ） 

Artificial Intelligence の略称で、人間の思考プロセスと同じような形で動作

するプログラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術といった概念。近

年はテキスト、画像、音声などを自律的に生成できる「生成ＡＩ」が急速に普及

している。 

18 外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ 

外国人との共生社会の実現に向けて「安全・安心な社会」「多様性に富んだ活
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力ある社会」「個人の尊厳と人権を尊重した社会」の３つのビジョンを示し、ビ

ジョンを実現するために取り組むべき中長期的な課題として４つの重点事項を

掲げ、それぞれについて今後５年間に取り組むべき方策等を示すロードマップ。 

 

◇Ｐ４ 

19 人生１００年時代 

平均寿命の伸びにより、１００歳まで生きるのが当たり前になる時代がくる

という考え方。英国のリンダ・グラットン教授が著書「LIFE SHIFT（ライフ・

シフト）」で提唱したのをきっかけに、長寿時代に向けて従来の社会制度や人生

設計を見直そうという動きが広まった。 

20 同和対策事業特別措置法（同対法） 

１９６９年（昭和４４年）に成立。同和地区の生活環境の改善、社会福祉の増

進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化を図り、同和地

区住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目標とした。 

21 部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法） 

部落問題の解消に向けた取組を推進し、その解消のための施策として、国及び

地方公共団体の相談体制の充実や教育啓発の推進に努めることを規定する法律。 

22 人権教育のための国連１０年京都府行動計画 

人権教育のための国連１０年の取組に対応する計画として、京都府が１９９

９年（平成１１年）３月に、人権教育・啓発推進に係る京都府の基本的指針とし

て策定した計画。この計画に基づき、知事を本部長とする人権教育のための国連

１０年京都府行動計画推進本部を設置し、関係部局が緊密な連携を図りながら、

様々な施策で積極的な取組を推進。 

23 新京都府人権教育・啓発推進計画 

「人権教育のための国連１０年京都府行動計画」の計画期間満了後も同計画

を継承・発展させ、引き続き総合的かつ計画的に取組を進めるための基本的指針

として、２００５年（平成１７年）１月に策定した計画。 

24 世界人権宣言７５周年京都アピール 

２０２３年（令和５年）１２月に開催された「世界人権宣言７５周年記念 京

都ヒューマンフェスタ２０２３」において、京都府知事、京都市長、京都地方法

務局長、公益財団法人世界人権問題研究センター理事長の４者により、世界人権

宣言の精神と意義を再確認するとともに、人権尊重の理念を改めて幅広く訴え

かけることを目的として発表されたアピール。 
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◇Ｐ５ 

25 京都府人権尊重の共生社会づくり条例 

２０２５年（令和７年）４月より施行された、府民一人ひとりの尊厳と人権が

共に尊重され、すべての府民が、地域等の社会において「守られている」、「包み

込まれている」等といった社会からの温かさを感じることができるようにする

とともに、誰もが主体的に社会に参画し、自らの可能性を伸ばすことができる人

権尊重の共生社会づくりに資するため、人権教育及び人権啓発並びに相談体制

の整備に関する施策の策定及び実施等について定めた条例。 

26 京都府人権尊重の共生社会づくり施策推進計画 

「京都府人権尊重の共生社会づくり条例」に基づき、２０２６年（令和８年）

３月に策定された（予定）、人権尊重の共生社会づくり施策を総合的かつ計画的

に実施するための計画。 

27 人権教育のための国連１０年京田辺市行動計画 

２００１年（平成１３年）に、あらゆる人々が、あらゆる機会に、人権教育に

参加することにより、人権という普遍的文化を京田辺市において構築すること

を目標に策定。２００４年（平成１６年）末で期間満了となった。 

 

◇Ｐ６ 

28 山城人権ネットワーク推進協議会（ひゅうまんねっとやましろ） 

２００９年（平成２１年）に山城地区における｢人権尊重理念の普及｣と｢さま

ざまな人権問題の解決｣を図るため、広報啓発事業、就業促進事業等を行う事を

目的に府南部１５市町村の行政及び賛同する企業等で結成された。 

29 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法） 

すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の

解消を推進することを目的として制定された法律（施行は一部の附則を除き２

０１６年（平成２８年）４月１日）。 

30 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関す

る法律（ヘイトスピーチ解消法） 

ヘイトスピーチの解消に向けた取組を推進するため、基本理念及び国と地方

公共団体の責務を定めるとともに、国や地方公共団体が相談体制の整備・教育の

充実・啓発活動などを実施することについて規定する法律。 

31 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の

増進に関する法律（ＬＧＢＴ理解増進法） 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増
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進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役

割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めるこ

とにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精

神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容

な社会の実現に資することを目的として制定された法律。 

32 こども基本法 

日本国憲法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、すべてのこどもが、将来

にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を

総合的に推進することを目的として制定された法律。 

33 共生社会の実現を推進するための認知症基本法（認知症基本法） 

認知症の人を含めた国民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮し、相互

に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進

することを目的として制定された法律。 

34 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法） 

女性が日常生活または社会生活を営むにあたり、女性であることにより様々

な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性への

支援に関する必要な事項を定め、困難な問題を抱える女性への支援のための施

策を推進することで、人権が尊重され、女性が安心し、かつ、自立して暮らせる

社会を実現することを目的として制定された法律。 

 

◇Ｐ１６ 

35 ユニバーサルデザイン 

ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべて

の人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初

からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることをいう。こ

の言葉や考え方は、１９８０年代にノースカロライナ州立大学（米）のロナルド・

メイス氏によって明確にされ、次の７つの原則が提唱されている。①誰にでも利

用できるように作られていて、簡単に手に入れることができる（公平性）、②使

う人の様々な好みや能力に合う（自由度）、③使い方が簡単にわかる（単純性）、

④必要な情報が簡単に伝わる（わかりやすさ）、⑤ミスや間違った行動が、危険

や思わぬ結果につながらない（安全性）、⑥少ない力で効率的に、楽に使うこと

ができる（省体力性）、⑦アクセスしやすく、簡単に操作できるスペースや大き

さにする（空間の確保）。 

36 ヘイトスピーチ 

人種、民族、国籍などの属性を理由として、その属性を有する少数者の集団も
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しくは個人に対し、差別、憎悪、排除、暴力を扇動し、または侮辱する表現行為

などと説明される。 

ヘイトスピーチが、その対象となった人々の自尊感情、つまり個人の尊厳を傷

つけることはいうまでもなく、人種差別撤廃条約第４条や自由権規約第２０条

では、こうした差別扇動を禁止している。 

日本では、２０１６年（平成２８年）６月に「本邦外出身者に対する不当な差

別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」が

施行され、この法律では、ヘイトスピーチを「本邦外出身者を地域社会から排除

することを煽動する不当な差別的言動」と規定している。こうした行為の代表的

なものとしては、２００９年（平成２１年）１２月に京都朝鮮第一初級学校（当

時）に対して行われた示威活動があり、刑事訴訟では有罪判決が、民事訴訟では

当該行為が「人種差別撤廃条約が禁止する人種差別にあたる」とする判決が確定

している。また、外国人以外に向けられた例として、２０１１年（平成２３年）

１月に奈良県の水平社博物館前において行われたものがある。 

 

◇Ｐ１８ 

37 同和対策審議会答申 

内閣総理大臣の諮問機関として設けられた同和対策審議会が、１９６５年（昭

和４０年）８月「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基

本方策」について審議した結果をまとめた答申。同和問題の解決は国の責務であ

り、国民的課題であるとしている。 

38 地域改善対策協議会 

１９８２年（昭和５７年）３月に同和対策事業特別措置法が廃止され、同年４

月１日から地域改善対策特別措置法が施行されるに伴い、政令によって設置さ

れた機関。意見具申として、１９８４年（昭和５９年）６月、「今後における啓

発活動について」、１９８６年（昭和６１年）１２月「今後における地域改善対

策について」、１９９１年（平成３年）１２月「今後の地域改善対策について」、

１９９６年（平成８年）５月に「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本

的な在り方について」が内閣総理大臣に提出された。 

 

◇Ｐ２４ 

39 国際婦人年 

女性の地位向上を目指す契機となるよう国連が提唱した年。１９７５年（昭和

５０年）。 

40 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男

女雇用機会均等法） 
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１９８６年（昭和６１年）、雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保と女性労働者の妊娠中及び出産後の健康の確保を目的として制定された法律。

２００７年（平成１９年）の法改正では、男性への差別も禁止されるようになっ

た。 

41 男女共同参画社会基本法 

１９９９年（平成１１年）、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、

並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共

同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として制定された

法律。 

42 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

２０１５年（平成２７年）９月施行。女性が、職業生活において、その希望に

応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため制定された法律。２

０１６年（平成２８年）４月から、労働者３０１人以上の事業所は、女性の活躍

推進に向けた行動計画の策定が義務づけられる。 

43 セクシュアル・ハラスメント 

京田辺市男女共同参画推進条例では、性的な言動により相手方の生活環境を

害すること及び性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与

えることと定義している。 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女

雇用機会均等法）では、職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動

に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けた

り、性的な言動により就業環境が害されることと定義している。 

44 京都府男女共同参画推進条例 

２００４年（平成１６年）４月１日施行。男女共同参画の推進に関し、６つの

基本理念（①男女の人権の尊重、②社会における制度又は慣行についての配慮、

③政策等の立案及び決定への共同参画、④家庭生活における活動とほかの活動

の両立、⑤男女の性についての理解、⑥国際的協調）を定め、府、府民及び事業

者の責務を明らかにするとともに、府の施策の実施に関し必要な事項を定める

ことにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的として制

定された条例。 

45 ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）-京都府男女共同参画計画- 

男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画社会基本法が１９９９年（平

成１１年）に制定され、翌年の２０００年（平成１２年）末には国の男女共同参

画基本計画が策定された。同法に基づき国の基本計画を勘案した都道府県男女



124 

                                                                                                             

共同参画計画として、２００１年（平成１３年）に２０１０年（平成２２年）度

までを計画期間とする新ＫＹＯのあけぼのプラン－京都府男女共同参画計画－

が、２０１１年（平成２３年）にはＫＹＯのあけぼのプラン（第３次）－京都府

男女共同参画計画－が、２０２１年（令和３年）には、ＫＹＯのあけぼのプラン

（第４次）－京都府男女共同参画計画－が策定された。 

46 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関する計画 

被害者自身や周囲による被害への気づきを促進し、地域における身近な相談

から保護・社会的自立までの切れ目のない支援の推進を図り、DV を容認しない

社会のさらなる実現を目指すために策定された計画。 

47 京田辺市男女共同参画推進条例 

２０１０年（平成２２年）１０月施行。男女共同参画の推進に関し、６つの基

本理念（①男女の人権の尊重、②社会活動選択における制度・慣行の中立化、③

方針の立案及び意思決定への共同参画、④家庭生活における活動とほかの活動

との両立、⑤性と生殖に関する健康と権利の尊重、⑥国際的協調）を定め、市、

市民、事業者、市民団体及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、市

の施策の実施に関し必要な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的か

つ計画的に推進することを目的として制定。 

 

◇Ｐ２５ 

48 第３次京田辺市男女共同参画計画 

２００２年（平成１４年）から２０１０年（平成２２年）までを目標年度とし、

一人ひとりの人権が尊重され男女が家庭、地域、学校、職場等あらゆる場でとも

に協力し、責任を担うとともに、性別にかかわりなく、あらゆる分野でその個性

と能力を発揮し、ともに輝いていける男女共同参画社会の実現を目指して取り

組む施策の行動指針として策定した京田辺市男女共同参画計画の終了に伴い、

２０１１年（平成２３年）には第２次京田辺市男女共同参画計画を、２０２１年

（令和３年）には第３次京田辺市男女共同参画計画を策定し、引き続き男女共同

参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進していくこととした。 

49 パワー・ハラスメント 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に

関する法律（労働施策総合推進法）では、職場において行われる①優越的な関係

を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるものであり、①～③までの要素をすべて満たす

ものと定義している。 

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や

指導については、該当しない。 
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◇Ｐ２９ 

50 ライフステージ 

幼児期、児童期、青年期、老年期等、人生の様々な過程における生活史上の各

段階のこと。 

 

◇Ｐ３０ 

51 次世代育成支援対策推進法（次世代法） 

少子化対策の強化の一環として、次代を担うこどもが健やかに生まれ育成さ

れる環境を、社会全体で整備することを目的として制定された法律。２００５年

（平成１７年）に施行された１０年間の時限立法だが、２０２４年（令和６年）

の改正により、２０３５円（令和１７年）3 月３１日まで延長された。 

52 子ども・子育て支援新制度 

２０１２年（平成２４年）８月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こ

ども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定子ども園法の一部改正法

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連３法に基づ

く制度（２０１５年（平成２７年）４月施行）。 

53 児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法） 

児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の

防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自

立の支援のための措置等を定めた法律。 

54 いじめ防止対策推進法（いじめ防止法） 

２０１１年（平成２３年）に発生したいじめ自殺事件を踏まえ、２０１３年（平

成２５年）９月に施行された法律。「いじめ」についての定義を明らかにすると

ともに、学校及び学校の教職員の責務が規定された。 

55 こども大綱 

これまで別々に作成・推進されてきた少子化社会対策大綱、子供・若者育成支

援推進大綱及び子供の貧困対策に関する大綱を一つに束ね、こども施策に関す

る基本的な方針や重要事項等を一元的に定めたもの。 

56 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等

のための措置に関する法律（こども性暴力防止法） 

児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力

等を防止する措置を講じること等を義務付ける法律。 
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◇Ｐ３１ 

57 京都府こども計画 

京都府の子育て関係諸計画の指針となる「京都府子育て環境日本一推進戦略」

の内容と整合を図りつつ、「京都府子ども・子育て支援事業支援計画」、「京都府

子どもの貧困対策推進計画」、「家庭的養護の推進に向けた京都府推進計画」の 3

つの子育て関係諸計画を、「こども基本法」第１０条第１項に基づく都道府県こ

ども計画として位置付けた計画。 

58 京田辺市いじめ防止基本方針 

いじめ防止対策推進法に基づき、市・学校・地域社会・家庭その他の関係者の

連携のもと、いじめ問題の克服に向け、いじめの防止、いじめの早期発見及びい

じめへの対応のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定された方

針。 

59 京田辺市こども計画 

「こども基本法」第１０条第２項に基づく、京田辺市における市町村こども計

画。こども・若者の権利を保障し、誰一人取り残さず、すべてのこども・若者の

健やかな成長を目指し、これまでの支援事業を継続しながら、総合的な支援を進

めていくことを目的としている。 

60 要保護児童対策地域協議会 

要保護児童等への適切な支援を図ることを目的に設置・運営する組織。２００

４年度（平成１６年度）に改正された児童福祉法において法定化された。関係機

関の連携による要保護児童等の早期発見・早期対応、関係機関の相互理解等の促

進が図られている。 

 

◇Ｐ３４ 

61 フィルタリングサービス 

インターネットへの接続にあたって、未成年にふさわしくない内容など特定

のウェブサイトへのアクセスを制限するサービス。 

62 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に

関する法律（児童ポルノ禁止法） 

児童の権利擁護を目的として、児童買春及び児童ポルノに係る行為等を処罰

し、その被害児童の保護措置等を定めた法律。２０１４年（平成２６年）の改正

により、児童ポルノの単純所持を禁止し、自己の性的好奇心を満たす目的による

所持等に罰則を設ける等、諸般の規定整備がなされた。 
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◇Ｐ３５ 

63 京都府高齢者保健福祉計画 

２０２４年度（令和６年度）から２０２６年度（令和８年度）が計画期間とな

る第１０次計画を２０２４年（令和６年）３月に策定。団塊の世代が７５歳以上

となる２０２５年（令和７年）に向けて、地域包括ケアシステムの一層の充実を

図り、持続可能な介護保険制度を構築するため、京都府が目指す基本的な政策目

標と、その実現に向けて取り組む諸施策を定めている。 

64 地域包括ケアシステム 

介護が必要になった高齢者も、住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるよ

うに、「医療・介護・介護予防・生活支援・住まい」の５つのサービスを一体的

に受けられる支援体制のこと。 

65 京田辺市高齢者保健福祉計画 

社会全体で高齢者を支える体制づくりのため、基本理念である「普遍性」、「統

合性」、「協働性」の実現を目指して２０００年（平成１２年）３月に策定し、３

年ごとに見直しを行ない、計画を策定している。 

66 認知症施策推進基本計画 

認知症基本法に基づいて政府が策定する、認知症施策の総合的かつ計画的な

推進を図ることを目的とした、政府が講ずる認知症施策の最も基本的な計画。 

67 新しい認知症観 

認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人

一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等と

つながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考

え方。 

 

◇Ｐ４０ 

68 国際障害者年 

障害者の完全参加と平等を目指す契機となるよう国連が提唱した年。１９８

１年（昭和５６年）。 

69 障害者基本法 

障がいのある人の自立や社会参加を支援するための施策について基本事項を

定めた法律。 

70 障害者基本計画 

「障害者基本法」に基づいて策定される、障害者の自立及び社会参加の支援等

のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関
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する基本的な計画。 

71 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法） 

精神障がい者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、社会復帰の

促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、

並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることに

よって、精神障がい者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目

的として制定された法律。 

72 京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会

づくり条例 

２０１５年（平成２７年）４月施行。障がいのある人もない人も、すべての府

民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

し合いながら、共に安心していきいきと暮らせる共生社会の実現を目的とし策

定された条例。 

条例では「障害者」の定義について、「身体障害、知的障害、精神障害（発達

障害を含む。)その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者

であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な

制限を受ける状態にあるものをいう。」と規定している。 

73 京都府障害者・障害児総合計画 

令和6年度から令和11年度までに、重点的に実施すべき施策の方向を定め、

障害福祉サービス等の必要量を見込み、その提供体制の確保のための方策や計

画的な整備を図るために策定した計画。 

 

◇Ｐ４１ 

74 完全参加と平等 

ノーマライゼーションの理念を踏まえた「国際障害者年」の目標テーマとして

設定された考え方。障害者が、社会生活と社会の発展に完全に参加できるように

すると同時に、他の市民と同じ生活条件の獲得と社会的・経済的発展によって生

み出された成果の平等な配分を実現することを意味する。 

75 ノーマライゼーション 

デンマークのバンク・ミケルセンが知的障害者の処遇に関して唱え、北欧から

世界へ広まった障がい者福祉の重要な理念。障がいのある人を特別視するので

はなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共

に生きる社会こそノーマルな社会であるという考え方。 
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◇Ｐ４４ 

76 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者

虐待防止法） 

２０１２年（平成２４年）１０月施行。障害のある人の尊厳を守り、自立や社

会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見の

ための取組や、障害のある人を養護する人に対して支援措置を講じることなど

を定めた法律。 

 

◇Ｐ４６ 

77 出入国管理及び難民認定法（入管法） 

本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図

るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とした法律。 

78 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律

（育成就労法） 

育成就労産業分野において、特定技能１号水準の技能を有する人材を育成す

るとともに、当該分野における人材を確保することを目的とした法律。 

79 明日の国際交流推進プラン 

京都府では、グローバル化の進展や世界的規模の景気低迷など国際的な社会・

経済情勢が大きく変化している中で、グローバルな課題に対応した京都府の国

際交流を進めるため、「京都の持つ強み」や「京都ならではの特色」を活かした、

京都府の新たな国際交流戦略を検討し、２００９年（平成２１年）１２月にアク

ションプランが策定された。 

80 公益財団法人京都府国際センター 

１９９６年（平成８年）、「京都府国際化プラン」に基づき、京都府の国際化を

総合的に進める中核的な組織として設立。 

 

◇Ｐ５１ 

81 エイズ 

後天性免疫不全症候群（Acquired Immuno Deficiency Syndrome）のこと。

ＨＩＶに感染することによって（後天性）、病原体に対する、人間に本来備わっ

ている抵抗力（免疫）が、正常に働かなく（不全）なり発症する様々な病気（症

候群）の総称。 

82 ＨＩＶ感染症 

ヒト免疫不全ウイルス（Human Immunodeficiency Virus）のこと。ＨＩＶ 

は、感染者の血液、精液、膣分泌液、母乳の中に存在し、性行為、母子感染、麻
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薬のまわしうちなどの血液感染によって感染する。ＨＩＶは、免疫機能を担うリ

ンパ球に入り込み、免疫細胞を壊しながら増殖していき、そして免疫力が低下す

ると、様々な感染症や悪性腫瘍にかかりやすくなる。 

83 世界保健機関（ＷＨＯ） 

世界中の人々の、最高水準の健康維持を目的として設立された国連の専門機

関。 

84 世界エイズデー 

１９８８年（昭和６３年）に世界レベルでのエイズのまん延防止と患者・感染

者に対する差別・偏見の解消を図ることを目的として、ＷＨＯが、エイズに関す

る啓発活動等の実施を提唱して１２月１日を設定。 

85 ハンセン病 

１８７３年（明治６年）にノルウェーのハンセン博士が発見した「らい菌」

の感染によって、主に皮膚や末梢神経が侵される感染症。現在ではいくつかの

薬剤を併用する治療法が確立され、適切な治療により完治する。 

かつては、「らい病」と呼ばれていたが、現在は名称につきまとう差別的イメ

ージを払拭するために、「らい菌」を発見した医師の名前をとって「ハンセン病」

と呼ばれている。 

86 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（ハンセ

ン病等補償法） 

ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金の支

給に関し必要な事項を定めるとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉

の回復等について定める法律。 

87 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（ハンセン病問題解決促進法） 

２００９年（平成２１年）４月施行。ハンセン病問題の解決の促進に関して、

基本理念を定め、国・地方公共団体の責務を明らかにするとともに、ハンセン病

問題の解決促進に関して必要な事項が定められた。 

88 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律（ハンセン病

家族補償法） 

ハンセン病元患者家族の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金の支給に

関し必要な事項を定めるとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復等に

ついて定める法律。 

89 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総

合支援法） 

２０１３年（平成２５年）４月に施行。障害者自立支援法の法改正の形で成立。

法律の基本理念として、地域社会における共生の実現に向けて、日常生活及び社

会生活の支援が、総合的かつ計画的に行われることが新たに掲げられるととも
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に、障がい者の範囲に難病等が加えられた。 

90 難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法） 

２０１５年（平成２７年）１月施行。難病の患者に対する医療費助成に消費税

などの財源が充てられることとなるなど、安定的な医療費助成の制度が確立す

るほか、難病の発症の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進し、

療養生活環境整備事業の実施等の措置なども定められた。 

91 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（感染症法） 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めること

により、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生

の向上及び増進を図ることを目的とした法律。 

92 新型インフルエンザ等対策特別措置法（新型インフルエンザ特措法） 

新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、新型インフルエンザ等の

発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に

及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とした法律。 

 

◇Ｐ５２ 

93 新型インフルエンザ等対策政府行動計画 

感染症危機が発生した際、感染拡大を可能な限り抑制し、国民の生命及び健康

を保護するとともに、国民生活・経済に及ぼす影響が最小となるように、国、地

方公共団体、事業者等が連携・協力し、発生段階に応じて行動できるようにする

ための指針として政府が策定する計画。 

 

◇Ｐ５５ 

94 犯罪被害者等基本法 

犯罪による被害者への支援体制を整えるための法律。２００４年（平成１６年）

１２月に成立。被害者の権利を明文化し、支援することを国や地方公共団体、国

民の責務と位置づけたことが特徴。支援の対象は、捜査当局に立件された犯罪の

被害者や遺族だけでなく、ストーカー行為やＤＶなど、犯罪に準ずる行為で心身

に被害を受けたケースも含まれる。 

95 京都府犯罪被害者等支援条例 

犯罪被害に遭われた方やそのご家族が、再び平穏な生活を営む助けとなるよ

う、犯罪被害からの回復や生活の再建を図るとともに、社会全体で犯罪被害に遭

われた方々を支え、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現を目指して

制定された条例。 
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96 公益社団法人京都犯罪被害者支援センター 

電話相談や面接相談、その他の活動を通じて、犯罪や犯罪に類する行為、災害

等により被害を受けた者並びにそのご家族及び遺族（以下、「被害者等｣という。）

が抱える悩みの解決や心のケア等を支援するとともに、社会全体が被害者等を

サポートできる環境づくりに寄与することを目的として、１９９８年（平成１０

年）５月に任意団体として設立された。２００３年（平成１５年）１０月には犯

罪被害者等早期支援団体として京都府公安委員会の指定を受け、２０１１年（平

成２３年）４月に公益社団法人となる。 

97 犯罪被害者週間 

２００３年（平成１５年）に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」におい

て、１１月２５日から１２月１日までを「犯罪被害者週間」とし、期間中の集中

的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害

者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深める

ことを目的とすることとされた。 

98 京田辺市犯罪被害者等支援条例 

犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に資することを目的として策定し

た条例。犯罪被害者等基本法に基づき、市及び市民等の責務を明らかにするとと

もに、総合的対応窓口の設置、見舞金の支給等経済的支援、市民等への理解促進

に向けた広報啓発の実施など犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事

項を定めている。 

 

◇Ｐ５８ 

99 京都性暴力被害者ワンストップ相談支援センター（京都ＳＡＲＡ（サラ） 

性暴力被害者に対して、総合的な支援を提供するため、行政、医療機関、警察

弁護士会、民間団体等が連携して設置し、専門的な研修を受けた女性相談員が被

害者に対応。 

100 直接的支援 

裁判の傍聴付添や代理傍聴、検察庁や弁護士事務所等への付添などのこと。 

 

◇Ｐ５９ 

101 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（性同一性障害特例

法） 

２００４年（平成１６年）７月施行。この法律により、性同一性障害がある方

で、法律に規定された要件（①２０歳以上であること。②現に婚姻をしていない

こと。③現に未成年の子がいないこと。④生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を



133 

                                                                                                             

永続的に欠く状態にあること。⑤その身体について他の性別に係る身体の性器

に係る部分に近似する外観を備えていること。）を満たす場合は、家庭裁判所の

審判を経て、戸籍上の性別表記を変更することが可能となっている。 

102 カミングアウト 

自分の大切な情報を誰かに打ち明けることであり、性的少数者が自らの性の

あり様を打ち明ける言葉としても使用される。 

 

◇Ｐ６４ 

103 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関

する法律（プロバイダ責任制限法） 

インターネットでプライバシーや権利の侵害があったときに、プロバイダ等

が負う損害賠償責任の範囲や、情報発信者の情報の開示を請求する権利を定め

た法律。この法律では、権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を

知らなければ、プロバイダ等は被害者に対して賠償責任を負わなくてもよいと

している。権利侵害情報が掲載されていて、被害者側からは情報の発信者が分か

らない場合、プロバイダ等に削除依頼をすることができる。２０２４年（令和６

年）に「情報流通プラットフォーム対処法」へと改正。 

104 インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ 

ＳＮＳ上での誹謗中傷等の深刻化が問題となっている状況を踏まえて総務省

が公表した政策パッケージ。「ユーザに対する情報モラル及びＩＣＴリテラシー

の向上のための啓発活動」「プラットフォーム事業者の自主的取組の支援と透明

性・アカウンタビリティの向上」「発信者情報開示に関する取組」「相談対応の充

実に向けた連携と体制整備」の４つの政策からなる。 

 

◇Ｐ６８ 

105 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関す

る法律（アイヌ施策推進法） 

２０１９年（平成３１年）施行。先住民族への配慮を求める国内外の要請等に

より、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するため、従来の福祉政策や

文化振興に加え、地域振興、産業振興等の施策の推進を定めた法律。 

 

◇Ｐ６９ 

106 再犯の防止等の推進に関する法律（再犯防止推進法） 

再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責

務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ
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て国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会

の実現に寄与することを目的として制定された法律。 

107 綴喜地区更生保護サポートセンター 

保護司・保護司会が、地域の関係機関・団体と連携しながら、地域で更生保護

活動を行うため、京田辺市内に設置された。企画調整保護司が常駐し、保護司の

処遇活動に対する支援や関係機関との連携による地域ネットワークの構築等を

実施している。 

108 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律（北

朝鮮人権侵害対処法） 

２００６年（平成１８年）６月施行。北朝鮮当局による拉致をはじめとする人

権侵害問題の解決について政府及び地方公共団体の責務を定めるとともに、政

府に対し、啓発の実施、年次報告の提出と公表、国際連携の強化、人権侵害状況

が改善されない場合における抑止のために措置を講ずることを定めている。 

 

◇Ｐ７０ 

109 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法（ホームレス自立支援法） 

２００２年（平成１４年）８月施行。ホームレスを定義するとともに、ホーム

レスの自立支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関

して、国と地方公共団体の責務等を規定。なお、１０年間の時限法であった法の

期限は、２０２７年（令和９年）まで延長されている。 

110 生活困窮者自立支援法 

２０１５年（平成２７年）４月施行。生活保護に至る前の段階の自立支援策の

強化を図るため、福祉事務所設置自治体を実施主体とし、生活困窮者から就労そ

の他の自立に関する相談を受け、一人ひとりの状況に応じた支援計画を作成し

て包括的・継続的支援を行う「自立相談支援事業」や、離職により住宅を失った

生活困窮者に対して家賃相当を支給する「住居確保給付金」等を実施。 

111 婚外子（非嫡出子） 

法律上の婚姻関係がない父母の間に生まれた子どもをいう。法律婚から生ま

れた子どもは「嫡出子」という。こどもの権利条約では婚外子（非嫡出子）に対

する差別を禁止している。 

 

◇Ｐ７２ 

112 個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法） 

個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成そ

の他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共
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団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべ

き義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益

を保護することを目的として制定された法律。 

 

◇Ｐ７４ 

113 事前登録型本人通知制度 

個人情報が記載された戸籍謄本や住民票の写しなどを第三者に交付した場合

に、その交付の事実を知らせる制度。 

114 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）が実現した社会の実現に向け

て、国民一人ひとりが積極的に取り組めるよう、仕事と生活の調和の必要性、目

指すべき姿を示し、官民一体となって取り組んでいくため「仕事と生活の調和推

進官民トップ会議」において、２００７年（平成１９年）１２月に策定。 

115 マタニティ・ハラスメント 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（男女

雇用機会均等法）及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律（育児・介護休業法）では、職場において行われる上司・同僚か

らの言動（妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動）により、妊娠・

出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害

されることと定義している。 

なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基

づく言動によるものはハラスメントには該当しない。 

116 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等

に関する法律（労働施策総合推進法） 

労働に関して必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適

切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並

びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮する

ことができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位

の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資する

ことを目的として制定された法律。 

 

◇Ｐ７５ 

117 カスタマーハラスメント 

顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為のこと。 
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◇Ｐ７７ 

118 自殺対策基本法（自殺対策法） 

自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等

に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすこと

のできる社会の実現を目指して策定された計画。 

119 京田辺市“生きる”支援計画－京田辺市自殺対策計画－ 

「すべての市民の“いのち”を大切にするまち京田辺」を基本理念として、市

民一人ひとりが自分らしく、いきいきと生活していくための事業を自殺対策＝

「生きる支援」の取組として推進していくための計画。２０２４年（令和６年）

３月に第２期計画を策定しており、本計画の期間は、２０２４年度（令和６年度）

から２０２８年度（令和１０年度）までの５年間である。 

 

◇Ｐ８２ 

120 保育所保育指針 

厚生労働省が告示する保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関

する運営に関する事項を定めたもの。２０２３年（令和５年）４月１日付で所管

省庁が厚生労働省からこども家庭庁に移管されたため、次期指針は、こども家庭

庁より告示される予定となっている。 

121 幼稚園教育要領 

文部科学省が告示する幼稚園における教育課程の基準を定めたもの。 

 

◇Ｐ８４ 

122 学習指導要領 

文部科学省が告示する、小・中・高等学校、特別支援学校の教育課程の基準を

定めたもの。教科書編集の基準にもなる。 

123 京都府教育振興プラン 

教育基本法第１７条第２項に基づき、京都府教育委員会において、２０１１年

（平成２３年）に策定された教育の振興に関する基本計画。２０２１年（令和３

年）には、第２期となる基本計画が策定された（計画期間は２０３０年度（令和

１２年度）までの１０年間）。 

124 学校教育の重点 

京都府教育委員会で、幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校において重点

的に取り組むべき事項を示すものとして、社会状況や新たな課題などを踏まえ

毎年策定されている。 
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125 京田辺市教育の方針 

京田辺市教育委員会で、子ども達の豊富な社会体験を通した人間形成と、市民

の生涯にわたる学習活動を推進し、地域に即した教育活動の創造と活性化のた

めの指針として、毎年定めている。 

 

◇Ｐ８７ 

126 人権の花運動 

法務省と全国人権擁護委員連合会が、主に小学生を対象として実施する啓発

運動。１９８２年度（昭和５７年度）から実施している。学校に配布した花の種

子や球根などを、子ども達が協力して育てることにより、生命の尊さを実感し、

その中で豊かな心をはぐくみ、優しさと思いやりの心を体得することを目的と

している。 

 

◇Ｐ９２ 

127 民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民

の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方であ

り、児童委員を兼ねている。児童委員は、地域の子どもたちを見守り、妊産婦の

子育てや妊娠中の相談・支援等を行う。 

 

◇Ｐ９５ 

128 人権強調月間 

京都府と京都人権啓発推進会議では、同和対策審議会答申が出された８月を

人権啓発活動を集中的に実施する「人権強調月間」と定め、人権尊重思想の普及

高揚に努めている。 

129 人権週間 

１９４８年（昭和２３年）、第３回国連総会において、基本的人権及び自由を

遵守し確保するために、「世界人権宣言」が採択され、採択日の１２月１０日を

「人権デー」と定めた。日本では、この「人権デー」を最終日とする一週間（１

２月４日～１０日）を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるととも

に人権尊重思想の普及高揚に努めている。 

 

◇Ｐ９６ 

130 人権擁護委員 

人権擁護委員法に基づき法務大臣が委嘱する民間ボランティア。人権相談を

受けて問題解決のサポートをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による
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被害者の救済をしたり、地域住民に人権について関心を持ってもらえるような

啓発活動を行っている。 

 

◇Ｐ９７ 

131 京都人権啓発推進会議 

同和問題（部落差別）などあらゆる差別の撤廃と基本的人権の擁護啓発事業を

推進するため、京都府・京都市・府教育委員会・市教育委員会・府市長会・府町

村会・府人権擁護委員連合会・京都商工会議所・府商工会連合会・府中小企業団

体中央会・府農業協同組合中央会・府社会福祉協議会の１２団体により１９８４

年（昭和５９年）に設立。 

132 京都人権啓発行政連絡協議会 

１９７６年（昭和５１年）に部落地名総監事件を契機に企業内の人権啓発推進

のため結成された「行政連絡協議会」を前身とする。１９９８年（平成１０年）

に京都府内を行政区域とする京都地方法務局・近畿財務局京都財務事務所・京都

労働局・近畿農政局・近畿経済産業局・近畿運輸局・近畿地方整備局・京都府・

京都市の９団体により設立。京都府内における人権擁護思想の普及・高揚に関す

る施策について、相互に連携・調整することにより、効果的な人権啓発活動を推

進することを目的として活動を行っている。 

133 京都府人権啓発活動ネットワーク協議会 

国、地方公共団体、人権擁護委員組織体及びその他の人権啓発活動を行ってい

る機関、団体等が、相互に連携・協力して、人権啓発活動を総合的かつ効果的に

推進することを目的に設置。人権の花運動等の啓発活動を行う。京都ネットワー

ク協議会は、京都地方法務局、京都府人権擁護委員連合会、京都府、京都市、京

都府社会福祉協議会、京都市社会福祉協議会の６団体。１９９９年（平成１１年）

設立。府内に３つの地域ネットワーク協議会がある。 

 


